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は

じ

め

に

法
制
度
は
、
す
べ
て
、
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
要
具
と
し
て
存
在

す
る
。
そ
れ
で
は
、
時
効
制
度
の
達
成
せ
ん
と
し
た
目
的
は
何
か
。
そ
し
て

こ
の
目
的
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
の
実
質
的
理
由
、
即
ち
時
効
制
度
の
根
拠

は
何
か
。
過
去
、
幾
多
の
学
者
が
時
効
制
度
の
根
拠
を
解
明
せ
ん
と
す
る

も
、
そ
こ
に
て
得
ら
れ
た
一
応
の
成
果
は
、
常
に
あ
ら
た
な
学
説
の
批
判
の

対
象
と
さ
れ
、
収
束
す
る
こ
と
な
き
時
効
学
説
史
を
形
成
し
て
き
た
か
の
観

が
あ
る
。
時
効
制
度
は
多
様
な
法
の
要
請
の
接
点
に
あ
る
が
た
め
、
こ
の
間

題
に
対
す
る
解
答
を
容
易
に
明
ら
か
と
は
し
な
い
。
本
稿
は
第
一
章
に
お
い

て
、
か
か
る
学
説
の
混
沌
と
し
た
状
況
の
ゆ
え
に
、
い
ま
い
ち
ど
従
来
の
成

果
を
ふ
ま
え
、
学
説
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
筆
者
の
見
解

を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
が
国
の
時
効
制
度
の
根
拠
を
さ
ぐ
る
手

が
か
り
と
し
て
、
先
ず
第
一
節
で
、
我
が
国
の
立
法
過
程
と
学
説
の
推
移
を

把
握
し
、
さ
ら
に
第
二
節
で
、
解
答
の
示
唆
を
外
国
の
制
度
と
学
説
に
も
と

め
、
最
後
に
第
三
節
で
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
検
討
を
遜
し
て
私
見
を
明
ら
か

に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
時
効
制
度
の
根
拠
の
探
究
は
、
単
に
理
論
的
問
題
と
し
て
残

さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
時
効
の
各
論
的
問
題
を
解

明
す
る
と
い
う
実
際
的
要
請
の
た
め
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
時
効
制
度
の
根

拠
に
つ
き
私
見
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
各
論
的
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
た
な
課
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
二

章
に
お
い
て
、
と
り
あ
え
ず
、
現
在
も
っ
と
も
重
要
な
各
論
的
問
題
の
一
つ

と
思
わ
れ
る
時
効
中
断
の
範
囲
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で

は
、
第
一
章
の
結
論
を
う
け
て
、
第
一
節
に
お
い
て
中
断
の
基
準
を
明
ら
か

に
し
、
第
二
節
で
は
、
こ
の
基
準
に
て
ら
し
、
判
例
と
は
結
論
を
異
に
す
る

)
と
と
な
る
若
干
の
、
し
か
し
重
要
な
事
案
に
つ
き
検
討
す
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
時
効
制
度
の
根
拠
を
探
究
す
る
に
、
消
滅
時
効
の
み

を
対
象
と
す
る
。
取
得
時
効
制
度
と
消
滅
時
効
制
度
と
は
、
田
邦
別
の
根
拠
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
か
ら
、
ま
た
議
論
の
集
中
を
図
る
と
と

も
に
、
近
時
、
両
制
度
は
別
個
に
考
察
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
、
で
あ
る
。

第
一
章

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠

我
が
国
の
立
法
過
程
と
学
説
の
推
移

現
行
民
法
の
時
効
制
度
は
、
直
接
に
は
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
起
草
に
か
か
り

第
一
一
節

明
治
二
十
三
年
公
布
さ
れ
た
旧
民
法
証
拠
編
第
二
部
の
修
正
で
あ
る
。
さ
ら

に
遡
っ
て
は
明
治
初
年
の
大
陸
法
継
受
以
降
わ
が
国
の
制
度
史
的
変
遷
の
う
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ち
に
推
移
成
長
し
て
き
た
時
効
法
理
の
一
応
の
決
算
的
表
現
と
し
て
、
明
治

二
十
九
年
四
月
二
十
七
日
法
律
第
八
十
九
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
同
三
十
一

年
七
月
十
六
日
よ
り
勅
令
第
百
二
十
三
号
を
以
て
施
行
さ
れ
た
民
法
第
一
編

総
則
第
六
章
の
諸
規
定
を
そ
の
主
要
な
法
源
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は

考
察
の
対
象
時
を
旧
民
法
時
ま
で
遡
り
、
以
後
現
在
ま
で
の
学
説
を
検
討
す

る。

旧
民
法
に
お
け
る
時
効
法
の
構
成
と
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
時
効
観

旧
民
法
証
拠
編
第
二
部
時
効
は
、
第
一
章
・
時
効
の
性
質
及
び
適
用
の
冒

頭
で
以
下
の
よ
う
に
時
効
を
定
義
す
る
。

第
八
十
九
条

時
効
ハ
時
ノ
効
力
ト
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
其
他
ノ
条
件
ト
ヲ

(1) 

以
テ
ス
ル
取
得
叉
ハ
免
責
ノ
法
律
上
ノ
推
定
ナ
リ
但
動
産
ノ
瞬
間
時
効
ニ
関

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

ス
ル
第
百
四
十
四
条
以
下
ノ
規
定
ヲ
妨
ケ
ス
。

か
よ
う
に
、
時
効
を
以
て
権
利
得
喪
の
原
因
で
は
な
く
推
定
で
あ
る
と
い

う
、
所
謂
推
定
説
が
旧
民
法
の
規
定
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間

の
事
情
を
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

推
定
説
「
ニ
関
ス
ル
吾
人
ノ
確
信
ハ
決
シ
テ
今
日
ニ
始
マ
ル
ニ
非
ス
且
動

ス
可
カ
ラ
ス
ト
難
モ
(
物
権
ノ
部
緒
言
第
七
十
五
号
人
権
之
部
第
七
百
三
十

四
号
第
七
百
六
十
九
号
)
然
レ
ト
モ
日
本
法
律
中
ニ
之
ヲ
行
ハ
シ
ム
ル
ニ
ハ

多
少
臨
時
賭
シ
タ
リ
(
イ
)
如
何
ト
ナ
レ
ハ
仏
国
其
他
ノ
国
ニ
於
テ
有
力
ナ
ル

諸
学
者
カ
時
効
ヲ
以
テ
単
ニ
一
個
ノ
推
定
ト
ス
ル
ヲ
是
認
セ
サ
ル
カ
故
ナ
リ

此
等
ノ
学
者
ハ
時
効
ヲ
以
テ
所
有
権
ヲ
取
得
シ
義
務
ヲ
免
ル
L

ノ
直
接
方
法

ナ
リ
ト
シ
而
シ
テ
其
説
ノ
助
ト
シ
テ
仏
国
民
法
ノ
三
個
条
ヲ
援
引
セ
リ
(
第

七
百
十
二
条
、
第
千
二
百
三
十
四
条
、
及
ヒ
第
二
千
二
百
十
九
条
)
然
レ
ト

モ
吾
人
ハ
遂
三
且
口
人
ノ
所
説
ハ
委
員
諸
君
ノ
賛
成
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
遂

ニ
之
ヲ
草
案
中
-
一
行
フ
ニ
至
レ
リ
」

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
国
に
お
い
て
、

時
効
を
以
て
権
利
得
喪
の
原
因
と
解
す
る
学
説
と
の
争
い
が
あ
り
、
ボ
ア
ソ

ナ
l
ド
は
そ
れ
を
十
分
承
知
の
上
で
強
力
に
推
定
説
を
主
張
し
た
こ
と
が
窺

え
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
に
よ
れ
ば
「
或
ル
期
間
即
チ
占
有
若
ク
ハ
債
権
者
ノ

無
所
為
ノ
或
ル
時
間
ニ
付
ス
ル
ニ
第
一
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
所
有
権
ノ
取
得
第

一
一
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
債
務
者
免
責
ノ
効
ヲ
以
テ
ス
ル
ハ
実
ニ
公
義
ニ
一
民
り
道

理
ニ
反
ス
ル
し

μ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
推
定
説
は
「
公
義
と
道
理
」

(
正
直
己
広

Z
E
E
-
gロ
)
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
に
推
定
と
い
う
も
、
反
証
を
許
さ
ぬ
推
定
で
あ
っ
前
一
と
い
う
こ

と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

北法31(1・239j239

(

1

)

明
治
政
府
の
法
律
顧
問
ポ
ア
ソ
ナ

l
ド
(
H
W
B

ニ
⑦
の
口
広
告
一
。
∞

agc-

ロ国
ι。
色
。
附
，
S
S
E
r
-
o
H
∞N
印

lH20)
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、

大
久
保
泰
甫
『
日
本
近
代
法
の
父
ポ
ワ
ソ
ナ
ア
ド
』
(
岩
波
新
書
昭

和
五
二
年
)
参
照
。
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(
2
〉
明
治
三
一
年
に
現
行
民
法
典
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
現
実
に
施

行
を
見
た
峨
一
の
突
定
成
文
時
効
法
規
で
あ
る
。
明
治
六
年
太
政
官
布

告
第
三
六
二
号
出
訴
期
限
規
則
に
つ
い
て
は
、
内
池
慶
四
郎
『
出
訴
期

限
規
則
略
史

l
明
治
時
効
法
の
一
系
譜
|
』
(
昭
和
凶
三
年
)
参
照
。

明
治
六
年
一
一
月
五
日
に
出
訴
期
限
規
則
が
制
定
さ
れ
て
よ
り
後
、

こ
れ
に
代
る
べ
き
時
効
法
の
実
施
は
、
明
治
民
法
の
施
行
に
ま
で
ま
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
に
、
民
法
典
の
一
部
と
し
て
の

時
効
法
と
は
別
に
、
単
行
法
と
し
て
の
時
効
立
法
の
試
み
と
し
て
、
国

学
院
大
学
図
書
館
祁
陰
文
庫
・
井
上
毅
文
書
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一

草
稿
「
期
満
得
免
法
則
」
全
五
章
四
六
ケ
条
が
、
内
池
・
前
掲
書
二
八

九
頁
以
下
に
覆
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
期
満
得
免
法
則
」
の
時
効
観

を
知
る
た
め
に
、
そ
の
定
義
規
定
を
以
下
に
記
す
。

第
一
条
期
満
得
免
ト
ハ
此
法
則
ニ
定
メ
タ
ル
所
ニ
循
ヒ
定
期
ノ
時

効
ノ
経
過
ス
ル
ニ
凶
リ
物
件
/
所
有
ヲ
得
ヌ
ハ
義
務
ヲ
免
ル
ル
ヲ
云
プ

第
二
条
期
満
得
免
ハ
之
ヲ
分
ツ
テ
二
種
ト
ス
一
ハ
期
満
所
得
一
ハ

期
満
免
除
是
レ
ナ
リ

第
三
条
期
満
所
得
ト
ハ
定
期
附
物
件
ヲ
保
有
ス
ル
ニ
図
リ
所
有
ヲ

得
ル
ヲ
云
フ

第
四
条
期
満
免
除
ト
ハ
定
期
間
権
利
者
ノ
其
縦
ヲ
行
ハ
サ
ル
ニ
国

り
義
務
者
ノ
其
義
務
ヲ
免
ル
斗
ヲ
一
五
プ

右
規
定
に
よ
れ
ば
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
消
滅
時
効
を
期
満
免
除
と

称
し
、
期
満
免
除
を
以
て
権
利
消
滅
の
推
定
と
す
る
の
で
は
な
く
、
総

利
の
消
滅
と
す
る
構
成
を
採
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
法
理
上
注
目

さ
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
内
池
教
授
に
よ
れ
ば
「
明
治
民
法
の
時
効
立

法
に
先
駆
す
る
独
自
な
内
容
(
:
推
定
説
の
不
採
用
)
す
ら
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
民
法
を
経
て
明
治
民
法
に
至
る
時
効
立
法
史
上

の
重
要
な
一
段
階
を
画
す
る
も
の
」
と
評
さ
れ
て
い
る
(
一
ニ

O
O頁
)
。

(

3

)

ポ
ア
ソ
ナ

l
ド
氏
起
稿
・
再
開
修
正
民
法
草
案
註
釈
・
第
五
編
証
拠

及
ヒ
時
効
・
五

O
八
頁
以
下
。

(

4

)

同
書
・
五
一
一
一
員
以
下
。

(

5

)

内
池
・
前
掲
書
二
二
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
ポ
ア
ソ
ナ

1
ド
の
推

定
論
は
、
特
に
時
効
援
用
と
重
要
な
連
絡
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
、
内
池
「
現
行
時
効
法
の
成
立
と
ポ
ア
ソ
ナ

l
ド
理

論
」
『
明
治
法
制
史
政
治
史
の
諸
問
題
手
塚
豊
教
授
退
職
記
念
論
文

集
』
(
昭
和
五
二
年
〉
八

O
四
頁
以
下
に
詳
し
い
。

(
6
)
旧
民
法
の
時
効
は
「
法
律
上
ノ
推
定
」
(
証
拠
編
八
九
条
)
で
あ
り
、

こ
の
推
定
は
一
定
の
場
合
で
な
い
と
反
証
が
許
さ
れ
な
い
(
同
縦
九

O

条
〉
。
こ
こ
に
一
定
の
場
合
と
は
、
「
時
効
ヲ
援
用
ス
ル
当
時
併
セ
テ
正

当
ノ
取
得
又
ハ
免
責
ナ
キ
コ
ト
ヲ
追
認
ス
ル
」
場
合
(
同
編
九
六
条
ニ

項
)
と
、
短
期
消
滅
時
効
に
つ
き
「
現
実
ニ
弁
済
セ
サ
リ
シ
コ
ト
ヲ
自

白
シ
タ
ル
」
場
合
(
同
編
一
六
一
条
)
で
あ
る
。
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旧
民
法
の
時
効
法
に
対
す
る
批
判
と
現
行
時
効
法
に
至
る
ま
で

明
治
民
法
成
立
前
に
お
い
て
旧
民
法
の
時
効
法
理
に
批
判
的
態
度
を
と
る

代
表
的
論
者
と
し
て
岡
松
参
太
郎
の
説
を
以
下
に
掲
げ
る
。
彼
は
推
定
説
を

次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。



推
定
「
説
ハ
時
効
ナ
ル
制
度
ノ
根
本
ノ
理
由
ト
時
効
ナ
ル
制
度
其
物
ト
ヲ

混
同
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

1
成
程
時
効
ナ
ル
制
度
ハ
既
ニ
述
ヘ
タ
ル
如
ク
其
根
拠

ノ
一
ハ
当
事
者
ノ
意
思
ノ
解
釈
ニ
在
リ
即
チ
他
人
ノ
所
有
物
ヲ
永
F
占
有
セ

ル
者
ニ
所
有
権
ヲ
与
フ
ル
ハ
恐
ク
ハ
最
初
正
当
ナ
ル
原
因
ニ
依
リ
テ
占
有
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
推
測
ヲ
下
ス
ニ
夜
リ
テ
此
推
測
タ
ル
取
得
時
効
ノ
基
本

ノ
一
ナ
リ
叉
、
氷
一
ク
履
行
ノ
請
求
ヲ
受
ケ
サ
ル
義
務
者
ヲ
シ
テ
免
責
ヲ
得
セ
シ

ム
ル
ノ
権
利
者
ハ
既
ユ
弁
済
ヲ
受
ケ
ヌ
ハ
権
利
ヲ
微
棄
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト

ノ
推
測
ヲ
下
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
推
測
タ
ル
消
滅
時
効
ノ
基
本
ノ
一
タ
リ
斯
ノ

如
ク
時
効
ノ
基
本
ハ
法
律
ノ
推
測
-
一
基
グ
ト
雄
モ
時
効
制
其
物
ハ
決
シ
テ
推

定
ニ
非
ス
若
ジ
時
効
ニ
シ
テ
推
定
ナ
リ
ト
為
ス
ト
キ
ハ
之
レ
ニ
対
ス
ル
反
証

ほ

ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ

L
ル
可
カ
ラ
ス
叉
反
証
ア
ル
ト
キ
ハ
時
効
ノ
効
果

ハ
直
チ
ニ
打
破
セ
ラ
レ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
門
l
l
l〕
消
滅
時
効
一
一
付
テ
表
ル
ニ

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

普
魯
西
民
法
ニ
於
テ
ハ
凡
テ
ノ
場
合
ニ
消
滅
時
効
ニ
対
シ
反
証
ヲ
挙
タ
ル
コ

ト
ヲ
許
セ
リ
(
同
国
民
法
第
五
百
六
十
八
条
及
第
五
百
六
十
九
条
)
叉
仏
関

西
法
(
阿
国
民
法
第
二
千
二
百
七
十
五
条
)
並
ニ
和
蘭
民
法
(
同
国
民
法
二

千

α十
条
)
等
ユ
於
テ
ハ
債
務
ハ
実
際
弁
済
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
債
務
者
ハ
最
早

債
務
ヲ
不
履
行
ニ
置
カ
サ
ル
カ
ヲ
知
ル
為
メ
ニ
時
効
ヲ
援
用
ス
ル
者
ユ
対
シ

裁
判
上
ノ
宣
誓
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
許
セ
リ
去
レ
ハ
此
等
ノ
法
律
タ
ル
単
ニ
法

定
ノ
要
件
ト
時
効
ノ
援
用
ト
ノ
二
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
モ
直
チ
ニ
義
務
ヲ
免
除

ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
只
タ
之
ヲ
推
定
ス
ル
ニ
止
マ
リ
且
ツ
其
推
定
ハ
打
破
シ
能

ハ
サ
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
モ
ノ
L
如
シ
惟
フ
ニ
普
魯
西
民
法
ノ
如

キ
ハ
消
滅
時
効
ヲ
以
テ
推
定
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
結
果
ナ
ル
可
シ
ト
雄
モ
然
レ

ト
モ
近
世
諸
国
ノ
法
典
ニ
於
テ
ハ
決
シ
テ
消
滅
時
効
ニ
対
シ
テ
反
一
証
ヲ
許
ス

コ
ト
ナ
シ
臥
ツ
義
務
ハ
未
タ
消
滅
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
モ

尚
ホ
時
効
ヲ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
モ
ノ
ナ
リ
夫
ノ
英
国
法
ニ
於
テ
モ
学
者

問
ニ
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
以
テ
法
律
上
ノ
推
定
ト
為
ス
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
難
モ

法
律
ハ
取
得
時
効
ノ
場
合
ト
異
ナ
リ
全
然
反
証
ヲ
許
ス
コ
ト
ナ
シ
且
ツ
叉
前

ニ
挙
ケ

F
ル
仏
、
和
ノ
法
律
ニ
一
於
テ
モ
唯
タ
裁
判
上
ノ
句
哲
ヲ
求
メ
得
ル
ニ

止
マ
リ
若
シ
反
対
当
事
者
之
ヲ
求
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
縦
令
債
務
ノ
消
滅
セ
サ
ル

コ
ト
ヲ
白
内
シ
タ
ル
場
合
一
一
一
於
テ
モ
法
文
上
時
効
ノ
効
果
ヲ
生
ス
ル
ニ
妨
ケ

ナ
キ
モ
ノ
L

如
シ
消
滅
時
効
/
推
定
-
一
非
サ
ル
コ
ト
復
タ
疑
ヒ
ナ
カ
ル
可

{
2
)
 

シ」
か
よ
う
に
旧
民
法
の
時
効
法
理
に
対
し
て
は
、
反
証
を
許
さ
ね
推
定
と
い

う
法
律
構
成
を
鋭
く
批
判
し
、
時
効
と
は
「
法
律
カ
時
間
ノ
経
過
ヲ
条
件
ト

シ
テ
権
利
ヲ
付
与
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
剥
奪
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

論
拠
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
法
律
ノ
権
力
ハ
造
大
無
辺
ナ
リ
求
メ
テ
得
サ
ル
物
ナ
シ
或
ハ
悪
事
タ
リ

或
ハ
善
事
タ
リ
ト
雄
モ
法
律
/
命
ス
ル
所
ハ
之
ヲ
争
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
英
ノ
法
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家
曽
テ
云
ヘ
ル
プ
リ
法
律
ハ
女
ヲ
シ
テ
男
ナ
ラ
シ
ム
ル
外
凡
テ
ノ
事
ヲ
為
シ

得
ヘ
シ
ト
真
一
一
至
言
ト
云
フ
可
シ
去
レ
ハ
法
律
カ
時
間
ノ
経
過
-
一
権
利
ノ
取

得
若
ク
ハ
其
喪
失
ノ
効
果
ヲ
与
フ
ル
モ
何
ノ
不
可
ナ
ル
所
ア
ラ
ン
ヤ
権
利
ハ

法
律
ノ
創
定
物
タ
リ
之
ヲ
与
フ
ル
モ
将
タ
之
ヲ
奪
プ
モ
素
ヨ
リ
其
自
由
ト
ス

ル
所
ナ
リ
論
者
日
夕
時
間
ハ
権
利
ヲ
創
定
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
喪
失
セ
シ
メ
得
へ

キ
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
真
ニ
然
リ
時
間
ハ
素
ヨ
リ
権
利
ヲ
取
得
シ
若
ク
ハ
喪
失
ス

ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ハ
論
ナ
シ
然
レ
ト
モ
時
間
ノ
経
過
-
一
依
リ
権
利
ヲ
取
得
シ

若
ク
ハ
喪
失
ス
ル
ハ
時
間
其
者
ノ
効
力
-
一
非
ス
シ
テ
法
律
ノ
権
力
タ
リ
即
チ

法
律
カ
時
間
ノ
経
過
ヲ
条
件
ト
シ
テ
権
利
ヲ
附
与
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
剥
奪
ス
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
宛
ノ
出
生
ナ
ル
事
実
ニ
権
利
取
得
ノ
効
果
ヲ
与
へ
死
亡
ナ
ル
事

実
ニ
権
利
喪
失
ノ
効
果
ヲ
与
フ
ル
ト
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
之
レ
時
効
ハ
法
律
ノ

権
力
ニ
由
ル
ト
云
フ
所
以
ナ
リ
」

彼
の
時
効
観
は
、
旧
民
法
に
お
け
る
時
効
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
で
は
な

く
、
い
わ
ば
立
法
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
立
法
論
と
い
う
も
、
時
効
の
効
果
は
権
利
の
得
喪
た
る
べ
し
と
い
う
に

と
ど
ま
り
、
か
よ
う
な
法
律
効
果
を
も
っ
た
法
制
度
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と

{
6
)
 

し
て
は
、
単
に
法
は
何
事
も
定
め
得
る
と
説
く
に
す
、
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、

彼
に
あ
っ
て
は
、
権
利
得
喪
の
効
果
を
も
っ
時
効
制
皮
の
棋
拠
に
つ
き
な
ん

ら
論
証
な
し
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
時
効
観
は
来
た
る
べ

き
明
治
民
法
の
新
た
な
る
時
効
法
理
に
接
続
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

か
よ
う
な
経
緯
の
な
か
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
的
錐
定
論
を
骨
子
と
ず
る
旧
時

効
法
排
斥
の
趣
旨
を
、
民
法
修
正
案
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

「
既
成
法
典
ハ
時
効
ヲ
以
テ
証
拠
ノ
一
種
ト
為
シ
之
ヲ
証
拠
編
ノ
終
日
一
規

定
セ
リ
是
レ
蓋
シ
時
効
ヲ
法
律
上
ノ
推
定
ト
シ
法
律
上
ノ
推
定
ヲ
一
ノ
証
拠

ト
シ
タ
ル
ニ
因
レ
ル
ナ
リ
反
証
ヲ
許
サ
サ
ル
法
律
上
ノ
捻
定
ヲ
証
拠
ナ
リ
ト

云
フ
コ
ト
既
ニ
不
穏
当
ナ
リ
且
叉
時
効
ヲ
法
律
上
ノ
推
定
ナ
リ
ト
ス
ル
説
ニ

歪
リ
テ
モ
未
タ
其
正
鵠
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
占
有
者
ノ
善
意

ナ
ル
ト
悪
意
ナ
ル
ト
ニ
ヨ
リ
テ
取
得
時
効
ノ
年
数
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ
一
事
ヲ
見

テ
モ
時
効
ノ
決
シ
テ
法
律
上
ノ
推
定
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
ニ
足
ル
之
ヲ

沿
革
ニ
徴
ス
ル
モ
羅
馬
ノ
「
ウ
ズ
カ
ピ
オ
」
己

E
E立
。
ハ
法
定
ノ
取
得
方

法
-
一
シ
テ
「
テ
オ
ド
シ
ュ
ス
」
第
二
世
ノ
制
定
シ
タ
ル
三
十
年
ノ
時
効
ハ
訴

権
ノ
消
滅
方
法
ナ
リ
シ
コ
ト
ハ
疑
ヲ
容
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
案
ハ
之
ニ
倣

ヒ
既
成
法
典
ノ
主
義
ヲ
変
シ
時
効
ヲ
以
テ
権
利
ノ
取
得
及
ヒ
消
滅
ノ
方
法
ト

認
メ
タ
リ
」

」
こ
に
、
明
治
民
法
の
編
纂
に
あ
た
り
、
時
効
を
権
利
変
動
の
原
因
と
し

て
構
成
す
る
立
場
、
が
表
明
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
以
下
に
は
、
現
行

(
7
)
 

時
効
法
に
対
す
る
学
説
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
起
草
委
員
の
見
解
を
示
す
こ

と
と
す
る
。
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的

梅
謙
次
郎
の
見
解

法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
第
四
巻
一
四
六
丁
以
下
に
よ
れ
ば
、
梅
謙
次
郎

は
時
効
の
章
、
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
此
既
成
法
典
ニ
ハ
時
効
ト
一
五
フ
モ
ノ
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
証
拠
/
一
ノ
種

類
ト
シ
テ
ア
リ
マ
シ
テ
従
テ
証
拠
編
-
一
規
定
シ
テ
ア
リ
マ
ス
、
其
然
ル
所
以

ハ
時
効
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
パ
一
ノ
法
律
上
ノ
推
定
ト
シ
テ
而
シ
テ
其
法
律
上
ノ

推
定
ト
云
ブ
モ
ノ
ハ
)
ノ
証
拠
テ
ア
ル
ト
云
プ
説
ヲ
採
ヅ
タ
モ
ノ
テ
ア
ル
、

ケ
レ
ド
モ
一
体
此
所
謂
法
律
上
ノ
推
定
ノ
反
証
ヲ
許
サ
ナ
イ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
推

定
ト
見
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
果
シ
テ
穏
カ
テ
ア
ル
カ
何
ウ
カ
五
口
々
ハ
大
ニ
疑
ウ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
加
之
ナ
ラ
ス
一
体
此
時
効
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
パ
法
律
上
ノ
推
定

(1) 

ト
ス
ル
ト
云
プ
コ
ト
ハ
何
ウ
考
へ
テ
見
テ
モ
穏
カ
ナ
ル
説
ト
ハ
思
ヒ
マ
セ

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

ヌ
、
之
ハ
中
々
大
キ
ナ
問
題
テ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
今
此
処
テ
委
シ
イ
議
論
ヲ
ス

ル
積
リ
テ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
例
ヘ
ハ
取
得
時
効
杯
テ
善
意
ノ
占
有

者
ト
悪
意
ノ
占
有
者
ト
ヲ
区
別
ス
ル
ニ
至
ッ
テ
ハ
何
ウ
シ
テ
モ
法
律
上
ノ
推

定
ト
シ
テ
ハ
説
明
ス
レ
コ
ト
カ
出
来
マ
セ
ヌ
、
草
案
ノ
理
由
書
ニ
ハ
外
ノ
点

ニ
ハ
夫
々
弁
解
ガ
与
へ
テ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
此
一
点
丈
ケ
ハ
弁
解
ガ
ア
リ

マ
セ
ヌ
、
斯
ク
ノ
如
ク
時
効
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
理
屈
カ
ラ
考
へ
テ
見
テ
モ
法
律

上
ノ
推
定
ト
シ
テ
ハ
無
理
テ
ア
ラ
フ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
叉
沿
革
上
カ
ラ
考
へ
テ

見
テ
モ
〔
ee--:υ

法
律
上
ノ
推
定
ト
云
ブ
モ
ノ
テ
モ
ナ
シ
〔
:
:
・
〕
夫
レ
テ

時
効
ト
云
プ
一
ノ
法
律

k
ノ
結
果
テ
其
結
果
-
一
依
テ
権
利
ヲ
得
叉
ハ
失
フ
ト

云
ヅ
夕
方
カ
宜
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
カ
ラ
本
案
ニ
於
テ
ハ
証
拠
ト
云
フ
説
ハ

採
リ
マ
セ
ヌ
L

即
ち
、
こ
こ
で
梅
博
士
は
、
時
効
の
法
律
効
果
と
は
何
か
を
中
心
と
し
て

そ
の
結
論
を
博
士
の
著
書
よ
り
取
り
出
せ

ば
、
「
時
効
ト
ハ
時
/
経
過
ニ
因
ル
権
利
ノ
取
得
叉
ハ
消
滅
ヲ
云
フ
」
の
で

論
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
り
、

あ
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
法
律
効
果
を
も
っ
法
制
度
と
し
て
の
時
効
の
根

拠
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
時
効
ハ
公
益
ノ
為
メ
ニ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
権
利
ノ
永
グ
不
確
定
ノ

景
状
ニ
在
ル
ハ
大
ニ
取
引
ノ
安
全
ヲ
害
シ
社
会
ノ
経
済
ニ
影
響
ス
ル
所
砂
カ

ラ
門
ス
〕
而
シ
テ
権
利
者
ハ
自
己
ノ
権
利
ヲ
等
間
ニ
付
シ
教
テ
法
律
ノ
保
護

ヲ
願
ハ
サ
ル
者
ナ
ル
カ
故
ニ
之
ヲ
シ
テ
テ
其
権
利
ヲ
失
ハ
シ
ム
ル
モ
未
タ
必

ス
ジ
エ
厳
酷
ニ
失
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
へ
カ
ラ
ス
況
ヤ
絞
務
ノ
徒
ハ
己
レ
既
ニ
其

権
利
ヲ
失
フ
モ
偶
相
手
方
一
一
其
-
証
拠
ナ
キ
ヲ
奇
貨
ト
シ
古
証
文
ヲ
利
用
シ
テ

不
正
ノ
奇
利
ヲ
博
セ
ン
ト
謀
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
保
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
此
ノ
如

グ
ン
ハ
人
人
各
種
ノ
受
取
証
其
他
ノ
証
書
ヲ
、
氷
久
ニ
保
存
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
且
疋
レ
宣
ニ
実
際
-
一
行
ハ
ル
ヘ
キ
所
ナ
ラ
ン
ヤ
立
法
者
ハ
此

-
一
見
ル
所
ア
リ
テ
時
効
ノ
制
ヲ
設
ケ
若
干
ノ
歳
月
ヲ
経
ル
マ
テ
其
権
刺
ヲ
行

使
ス
ル
コ
ト
ヲ
怠
ル
者
ハ
為
メ
ユ
其
権
利
ヲ
失
ブ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
以
テ
一
ニ
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二
忠
慢
ナ
ル
権
利
者
ヲ
戒
メ
一
-
一
ハ
絞
猪
者
流
ヲ
シ
テ
其
騎
策
ヲ
逗
ウ
ス
ル

(
9
)
 

コ
ト
ヲ
得
サ
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
シ
ナ
リ
」

こ
の
よ
う
に
、
梅
博
士
に
よ
れ
ば
時
効
は
公
益
の
た
め
の
制
度
で
あ
り
、

公
益
の
内
容
と
し
て
は
①
取
引
の
安
全
と
②
債
務
消
滅
に
関
す
る
立
証
の
困

難
の
救
済
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
①
に
権
利
喪
失

の
理
由
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
消
滅
時
効
の
効
果
は
実
体
上
の
権
利
消
滅

で
あ
る
と
す
る
博
士
の
立
場
と
②
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
旧

民
法
の
時
効
観
を
排
斥
し
た
起
草
者
に
し
て
な
お
推
定
説
の
残
淳
を
窺
わ

せ
、
以
後
の
解
釈
が
多
岐
に
分
れ
る
こ
と
を
う
ら
な
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

υn 
宮
井
政
章
の
見
解

明
治
民
法
の
総
則
中
、
時
効
の
章
は
梅
博
士
の
起
草
に
か
か
る
も
の
と
推

測
さ
れ
る
が
、
同
じ
く
起
草
委
員
の
一
人
で
あ
る
富
井
政
章
は
明
治
民
法
の

時
効
立
法
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
時
効
ハ
純
然
タ
ル
権
利
得
喪
の
原
因
ナ
ル
コ
ト
ハ
我
民
法
ノ
解
釈
ト
シ

テ
ハ
殆
ト
疑
ナ
キ
所
ナ
ル
ヘ
シ
然
ル
ニ
此
観
念
タ
ル
ヤ
消
滅
時
効
ニ
関
シ
テ

ハ
古
来
ノ
通
念
ニ
背
馳
シ
権
利
消
滅
ノ
方
法
ト
為
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
正
当
ナ
ラ

サ
ル
如
シ
今
沿
革
ニ
徴
ス
ル
ニ
消
滅
時
効
ハ
其
起
原
タ
ル
羅
馬
テ
オ
ド
ズ
二

世
ノ
時
ヨ
リ
訴
権
-
一
対
ス
ル
抗
弁
方
法
ト
見
タ
ル
コ
ト
疑
ヲ
存
セ
ス
(
ポ
チ

ェ
六
七
六
節
)
現
行
仏
民
法
ノ
解
釈
ト
シ
テ
モ
此
見
解
ハ
尚
一
般
ニ
勢
力
ヲ

有
ス
ル
モ
ノ
タ
リ
(
仏
二
二
六
二
条
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
二
巻
六
九

O
節
、
ボ
-

ド
リ
l
一
一
一
巻
一
五
八
一
節
)
故
ニ
時
効
ハ
完
成
ノ
一
事
ヲ
以
テ
其
効
力
ヲ
生

セ
ス
当
事
者
カ
之
ヲ
援
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
其
要
件
ト
為
セ
リ
(
プ
ラ
ニ
オ

ル
二
巻
六
八
五
節
、
ボ
!
ド
リ

i
三
巻
一
五
九
二
節
)
英
国
法
に
於
テ
モ
債

権
ノ
消
滅
時
効
ハ
単
純
ナ
ル
抗
弁
権
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
疑
ナ
キ
カ
如

シ
ハ
レ
l
ル
八
二
二
節
〉
殊
ニ
独
逸
民
法
ニ
ハ
此
観
念
ヲ
明
ニ
シ
時
効
ハ
請
求

権
(
〉
器
官
民
ゲ
)
ニ
対
ス
ル
抗
弁
ヲ
作
ル
モ
ノ

f
為
セ
リ
(
独
一
九
四
条
一

市
首
、
二
二
二
条
一
項
、
同
一
草
一
八
二
条
一
項
)
即
チ
時
効
ハ
其
完
成
ニ
因

リ
テ
権
利
ノ
効
カ
ヲ
減
殺
ス
ト
雌
モ
直
接
-
一
之
ヲ
消
滅
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
非

ス
時
効
ヲ
援
用
ス
ル
ニ
依
リ
仏
間
メ
テ
此
効
果
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ナ
リ
蓋

時
効
ノ
本
宵
ハ
正
当
ノ
権
利
ヲ
剥
奪
ス
ル
ニ
在
ラ
ス
唯
、
氷
一
続
セ
ル
不
行
使
ノ

事
実
ト
相
容
レ
サ
ル
-
請
求
権
-
一
対
シ
敢
テ
本
築
ニ
進
入
セ
ス
シ
テ
自
ラ
防
禦

ス
ル
保
護
手
段
ヲ
与
フ
ル
ニ
在
リ
即
チ
時
効
其
モ
ノ
ハ
目
的
ニ
非
ス
シ
子
日

的
ニ
達
ス
ル
方
便
ト
見
ル
ヘ
キ
ナ
リ
(
独
一
草
理
白
書
一
編
七
章
総
説
四
頁
〉

此
観
念
ヲ
採
レ
ル
結
果
ト
シ
テ
我
民
法
第
宵
四
十
五
条
ノ
如
キ
規
定
ハ
不
必

要
ト
シ
テ
之
ヲ
置
カ
ス
叉
時
効
ノ
完
成
後
ニ
為
シ
タ
ル
履
行
、
承
認
叉
ハ
担

保
ノ
供
与
ノ
如
キ
モ
時
効
ノ
放
棄
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
須
ヰ
ス
シ
テ
有
効
ナ
ル
コ

ト
言
ヲ
侠
タ
ス
加
之
其
完
成
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
ス
シ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
ル
場
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合
ニ
於
テ
モ
其
効
力
ア
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
(
独
二
二
二
条
二
項
〉
」

即
ち
、
富
井
博
士
に
よ
れ
ば
、
明
治
民
法
の
採
用
し
た
権
利
得
古
賀
原
因
と
し

て
の
時
効
も
ま
た
、
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
古
来
の
通
念
に
反
し
正
当
と
は

認
め
難
い
と
し
て
、
立
法
論
と
し
て
は
ド
イ
ツ
民
法
に
倣
う
抗
弁
権
と
し
て

の
時
効
構
成
を
推
し
つ
つ
も
、
「
上
記
ノ
見
解
ハ
消
滅
時
効
ノ
性
質
、
目
的
、

及
ヒ
沿
草
上
最
モ
正
鵠
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
信
ス
ト
雄
モ
我
民
法
ノ

解
釈
ト
シ
テ
ハ
之
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ヘ
シ
即
チ
民
法
第
百
六
十
七

条
以
下
ニ
債
権
兵
他
財
産
権
ハ
一
定
ノ
年
間
之
ヲ
行
使
セ
サ
ル
ニ
図
リ
テ
消

滅
ス
ト
日
ヒ
時
効
ハ
援
用
ヲ
侠
タ
ス
完
成
ノ
一
事
ヲ
以
テ
権
利
消
滅
ノ
効
果

ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
タ
ル
カ
如
シ
」
と
続
け
、
結
局
、
明
治
民
法
の
解
釈
と

唱

il
 
し
て
は
そ
の
明
文
に
拘
束
さ
れ
て
止
む
を
得
ず
、
権
利
消
滅
原
因
と
し
て
の

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

時
効
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
効
制
度
の

根
拠
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
「
時
効
ノ
制
度
ハ
、
氷
続
セ
ル
事
実
上

ノ
状
態
ヲ
保
全
ス
ル
ノ
必
要
-
一
其
根
拠
ヲ
買
ク
モ
ノ
ナ
リ
即
チ
永
年
間
平
穏

ニ
他
人
ノ
物
ヲ
占
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
所
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
モ
ノ
ト
為
シ
叉
権

利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
者
ハ
其
権
利
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル

モ
ノ
ト
為
ス
ハ
法
律
生
活
ノ
安
回
ヲ
保
障
ス
ル
ニ
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
要
件
ナ

リ
」
。
即
ち
、
時
効
は
法
律
生
活
の
安
全
を
確
保
す
る
要
目
円
で
あ
り
、
消
滅

時
効
に
お
い
て
は
、
権
利
者
と
い
え
と
も
権
利
行
使
を
怠
る
こ
と
に
よ
り
そ

の
権
利
を
主
張
し
得
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
滅
時
効
に

よ
る
法
律
生
活
の
安
全
と
は
「
債
務
ヲ
弁
済
シ
タ
ル
者
ハ
永
久
-
一
受
取
証
書

ヲ
保
存
ス
ル
ノ
煩
累
ヲ
免
ル
ル
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
「
時
効
ハ
時
ト
シ
テ

ワ
:
・
〕
悪
意
ノ
債
務
者
ヲ
保
護
ス
ル
結
果
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヲ
免
レ
ス

故
ニ
或
一
部
ノ
学
者
(
ベ
ッ
カ
リ
ア
、
ベ
ン
ザ
ム
、
ア
コ
ラ
ス
等
)
ハ
痛
ク

此
制
度
ヲ
非
難
シ
法
律
上
ノ
奪
妹
ニ
外
ナ
ラ
ス
ト
セ
リ
然
リ
ト
雛
モ
是
立
法

ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
メ
ニ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
結
果
ニ
シ
テ
法
律
生
活
/
安
全

(
H
}
 

ヲ
保
持
ス
ル
ニ
ハ
怠
慢
者
ノ
利
害
ヲ
顧
慮
ス
ル
ニ
逮
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
述

べ
る
に
い
た
り
、
権
利
者
と
い
え
ど
も
権
利
行
使
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と

に
よ
っ
て
法
律
生
活
の
安
全
を
目
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
旧
権
利
者
の
、

権
利
者
を
よ
そ
お
っ
た
権
利
主
張
を
封
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
生
活
の
安

全
を
目
指
そ
う
と
い
う
の
か
、
博
士
の
叙
述
は
そ
の
前
後
に
お
い
て
一
貫
し

な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
富
井
博
士
に
あ
っ
て
は

消
滅
時
効
の
効
果
は
ド
イ
ツ
法
の
構
成
を
推
し
明
治
民
法
の
構
成
を
潔
し
と

せ
ず
も
、
解
釈
論
と
し
て
は
明
文
上
権
利
消
滅
原
因
で
あ
る
こ
と
止
む
な
し

と
し
つ
つ
、
消
滅
時
効
の
根
拠
と
し
て
説
く
と
こ
ろ
は
前
述
梅
博
士
の
そ
れ

と
差
は
な
く
、
従
っ
て
梅
博
士
に
対
す
る
の
と
同
じ
批
判
が
妥
当
し
よ
う
。

(

1

)

岡
松
参
太
郎
述
『
時
効
法
』
凶
中
文
蔵
相
胴
(
東
京
法
学
院
二
八
年
級

講
義
録
)
三
四
頁
以
下
。
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研究ノート

(

2

)

岡
松
・
前
掲
喜
四
九
頁
以
下
。

(
3
〉
岡
松
・
前
掲
書
コ
一
四
頁
。

(

4

)

岡
松
・
前
掲
書
三
四
頁
。

(

5

)

も
っ
と
も
、
「
社
会
の
公
益
」
と
い
う
点
も
挙
げ
て
は
い
る
が
、
具

体
的
叙
述
は
な
い
(
岡
松
・
前
掲
議
三
四
頁
参
照
)
。

(

6

)

民
法
修
正
案
理
由
香
・
第
一
一
編
第
六
章
一
頁
。

(
7
)

福
島
正
夫
編
『
明
治
民
法
の
制
定
と
穂
積
文
書
|
「
法
典
調
査
会

穂
積
陳
霞
一
博
士
関
係
文
品
川
口
の
解
説
・
目
録
お
よ
び
資
料

l
』
(
昭
和

三
一
年
〉
五
三
頁
の
、
民
法
原
案
起
草
分
担
表
に
よ
れ
ば
、
第
六
章
時

効
の

A
欄
(
第
九
議
会
衆
議
院
民
法
中
修
正
案
委
員
会
に
お
け
る
説
明

担
任
者
を
起
草
者
と
み
な
し
て
、
平
野
義
太
郎
氏
が
作
成
さ
れ
た
表
を

仁
井
出
博
土
が
確
認
さ
れ
た
も
の
)
及
び

D
欄
(
法
典
調
査
会
議
事
速

記
録
に
お
け
る
各
一
縦
攻
節
款
の
冒
頭
説
明
担
任
者
〉
に
悔
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
梅
博
士
が
時
効
の
主
た
る
起
草
者
で
あ
っ
た
ろ
う
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
内
池
『
出
訴
期
限
規
則
略
史
』
二
五
七
頁

注
(

4

)

参
照
。

(

8

)

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
議
巻
之
一
総
則
篇
』
(
訂
正
増
補
第
四
版
明
治

二一

O
年
〉
三
二

O
頁。

(
9
)
梅
・
前
掲
H
A
M

一
二
一
二
二
真
。

(

山

山

)

注

(

7

)

参
照
。

(
江
〉
潟
井
政
章
『
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
下
』
(
明
治
=
一
七
年
)
五
四
五

ー
六
頁
。
富
井
博
士
は
ま
た
、
旧
民
法
証
拠
紛
の
時
効
規
定
に
つ
い
て

も
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
『
叫
ん
法
論
網
人
権
之
部
下
巻
』
(
明

治
二
三
年
)
三
八
コ
一
頁
、
及
び
前
掲
『
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
下
』
五

四
四
|
五
頁
参
照
。

(
ロ
〉
富
井
・
前
掲
『
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
下
』
五
四
七
頁
。

(
日
)
富
井
・
前
掲
書
五
四

O
頁。

(

U

)

富
井
・
前
掲
書
五
四
一
一
氏
。
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そ
の
後
の
学
説

時
効
制
度
は
何
の
た
め
に
存
す
る
か
。
学
説
が
こ
の
聞
に
答
え
て
時
効
制

度
の
根
拠
と
し
て
挙
示
す
る
と
こ
ろ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
以
下

の
三
点
に
帰
着
す
る
。
即
ち
、

ω蜘
継
続
し
た
事
実
状
態
の
維
持
に
よ
る
社
会

秩
序
の
安
定
、
働
過
去
の
権
利
関
係
に
関
す
る
立
証
あ
る
い
は
採
証
の
困
難

か
ら
の
救
済
、
的
権
利
の
上
に
眠
る
者
を
保
護
せ
ず

の
三
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
先
に
詳
述
し
た
明
治
民
法
起
草
、
制
定

過
程
に
お
け
る
論
議
の
中
に
脹
胎
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ

ぅ
。
そ
し
て
学
説
は
大
別
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
に
分
れ
て
い
る
。
①
取
得

時
効
制
度
の
根
拠
と
消
滅
時
効
制
度
の
そ
れ
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
時

効
制
度
の
根
本
的
根
拠
と
し
て

ωを
あ
げ
、

ω・
帥
を
そ
の
第
二
次
的
根
拠

と
す
る
説
、
②
取
得
時
効
制
度
の
根
拠
と
消
滅
時
効
制
度
の
そ
れ
と
を
区
別

し
、
前
者
に
あ
っ
て
は
「
権
利
の
上
に
眠
る
形
式
的
権
利
者
よ
り
も
権
利
の

客
体
に
つ
い
て
厚
い
実
質
的
利
害
関
係
を
持
つ
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
こ

と
」
が
そ
の
根
本
的
根
拠
で
あ
り
、
刷
仰
が
第
二
次
的
根
拠
で
あ
る
と
し
、
後



者
に
あ
っ
て
は
⑩
が
偲
本
的
仮
処
で
あ
り
、
ゆ
が
第
二
次
的
根
拠
で
あ
る
と

す
る
説
、
③
取
得
時
効
制
度
の
根
拠
と
消
滅
-
時
効
制
度
の
そ
れ
と
を
区
別
す

る
こ
と
な
く
、
両
制
度
に
共
通
の
根
拠
を
倒
に
求
め
る
説
、
@
取
得
時
効
制

度
、
消
滅
時
効
制
度
の
叙
拠
を
い
ず
れ
も
採
証
上
の
理
由
に
求
め
な
が
ら
も

両
制
度
を
医
別
し
、
取
得
時
効
制
度
の
目
的
は
、
「
主
と
し
て
、
き
わ
め
て
困

難
な
所
有
権
の
証
明
(
し
ば
し
ば
「
悪
魔
の
証
明
」
司

g
E
Z
O《

同

Ero--g

と
呼
ば
れ
る
)
に
代
え
て
、
一
定
期
間
の
占
有
等
の
事
実
を
所
有
権
の
権
原

の
法
定
証
拠
と
す
る
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
消
滅
時
効

制
度
の
目
的
は
舗
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
説
。

」
こ
で
、
考
察
の
対
象
を
消
滅
時
効
に
限
定
す
る
と
、
そ
の
根
拠
に
つ
い

(1) 

て
の
見
解
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
第
一
次

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

的
根
拠
を
継
続
し
た
事
実
状
態
の
維
持
に
よ
る
社
会
秩
序
の
安
定
と
い
う
点

に
求
め
、
こ
れ
に
第
二
次
的
根
拠
を
付
加
す
る
説
、

ω第
一
次
的
根
拠
を
過

去
の
権
利
関
係
に
関
す
る
立
証
あ
る
い
は
採
証
の
困
難
か
ら
の
救
済
に
求

め
、
こ
れ
に
第
二
次
的
根
拠
と
し
て
「
権
利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
に
値
し

な
い
」
と
い
う
考
え
を
付
加
す
る
説
、
判
過
去
の
権
利
関
係
に
関
す
る
立
証

あ
る
い
は
採
証
の
困
難
か
ら
の
救
済
に
求
め
る
説
、

る。

に
分
れ
る
こ
と
に
な

ω円
説
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
を
根
拠
と
し
て
時
効
に
実
体
法
上
の
効
果
を

認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
時
効
の
援
用
及
び
時
効
利
益
の
放
棄
の
規
定
等

を
十
分
説
明
し
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
時
効
制
度
の
恨
拠
を
採
証
理
由
の
み

に
も
と
め
て
、
時
効
制
度
全
体
を
訴
訟
法
則
に
関
す
る
制
度
と
し
て
一
貫
的

に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
が
帥
説
(
い
わ
ゆ
る
訴
訟
法
説
|
法
定
証
拠
説
)

で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
体
に
お
い
て
、
川
円
・

ω・
例
の
順
に
従
っ
て
、
順
次

前
の
学
説
に
対
す
る
批
判
の
上
に
立
っ
て
後
の
学
説
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

実
体
法
説
に
対
し
て
、
法
定
証
拠
説
か
ら
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

即
ち
、
社
会
秩
序
維
持
の
理
由
は
取
得
時
効
の
み
を
眼
中
に
置
く
も
の
で
あ

り
、
叉
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
社
会
秩
序
と
い
う
公
益
を
そ
の
根
拠
と
し
な

が
ら
時
効
の
援
用
・
放
棄
・
中
断
等
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
占
有
者
対
所
有

者
、
債
権
者
対
債
務
者
と
云
う
個
別
的
相
対
的
関
係
の
み
が
問
題
と
さ
れ
公

(
5
}
 

益
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
時
効
完
成
後
に
時
効
の
完
成
を
知
ら
な
い
で

な
し
た
承
認
叉
は
弁
済
の
有
効
性
を
説
明
す
る
に
つ
い
て
は
、
確
定
効
果
説

及
び
解
除
条
件
説
か
ら
は
説
明
不
可
能
で
あ
り
、
停
止
条
件
説
と
い
え
ど
も

十
分
で
は
な
い
。
つ
ま
り
時
効
に
よ
る
権
利
得
喪
の
効
果
は
停
止
さ
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
当
事
者
の
援
用
叉
は
放
棄
の
意
思
表
示
の
効
力
と
し
て
時
効

の
効
果
が
確
定
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
時
効
完
成
を
知
ら
ず
し
て
な
さ
れ
た

承
認
叉
は
弁
済
の
有
効
性
を
単
純
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
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う
な
批
判
か
ら
法
定
証
拠
説
は
建
て
ら
れ
て
お
り
、
時
効
制
度
の
根
拠
を
採

証
理
由
の
み
で
一
元
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
そ
の
理
論
が
一
貫
性

を
も
っ
と
こ
ろ
に
強
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
も
多
く
の

批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
主
た
る
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、

民
法
に
お
け
る
法
律
構
成
と
い
う
見
地
か
ら
は
、

文
理
上
も

起
草
者
の
意
思
か
ら
も
、
消

滅
時
効
が
権
利
の
消
滅
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
ょ
う
が
な
く
、

(
民
一
六
二
条
、
一
六
七
条
一
七
四
条
〉
、

た
め
に
法
定
証
拠
説
の
立
場
か
ら
は
、
民
法
の
起
草
者
は
誤
謬
を
お
か
し
た

も
の
で
あ
り
、
規
定
の
文
理
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら

(
9
)
 

な
い
と
論
ず
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
解
釈
は
、
先
ず
文
理
か
ら
出
発
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
あ
え
て
文
言
に
反
す
る
解
釈
を
す
る
に
は
十
分
な
根
拠

を
必
要
と
す
る
が
、
そ
の
説
明
が
な
お
十
分
で
な
い
。

第
二
に
、
法
定
証
拠
説
は
「
援
用
」
を
弁
論
主
義
の
も
と
で
の
自
明
の
理

を
規
定
し
た
も
の
だ
と
す
る
が
、
な
ぜ
民
法
が
こ
の
自
明
の
理
を
時
効
に
つ

い
て
だ
け
特
に
わ
ざ
わ
ざ
規
定
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
て
い
な

、L
V

第
三
に
、
法
定
証
拠
説
に
は
、
時
効
中
断
事
由
を
、
よ
り
強
い
証
拠
力
を

持
つ
反
対
証
拠
と
構
成
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
債
務
者
の
単
純
な
承
認
(
民

一
五
六
条
)
が
ど
う
し
て
よ
り
強
い
証
拠
カ
を
有
す
る
の
か
、
十
分
な
説
明

:
亡
、
。

、
刀
品
ね
し

第
四
に
、
我
が
民
事
訴
訟
法
は
、
証
拠
に
関
し
ほ
ぽ
完
全
に
近
い
自
由
心

証
主
義
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
訴
訟
法
の
こ
の
原
則
と
の
関
係
で
、
時

効
だ
け
が
法
定
証
拠
で
あ
る
こ
と
の
特
別
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
「
権
利
の
上
に
眠
る
者
は
保
護
に
値
し
な
い
」
と
い
う
根
拠
に
つ

い
て
は
、
権
利
者
の
権
利
不
行
使
が
時
効
の
効
果
を
根
拠
づ
け
得
る
に
は
、

単
な
る
権
利
不
行
使
と
い
う
事
実
が
あ
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
権
利
者
の
不

作
為
と
し
て
そ
の
責
任
を
問
い
得
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
批
判

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
権
利
者
が
権
利
の
存
在
を
知
ら
ず
と
も
時
効
が
巡

行
、
完
成
す
る
点
や
、
権
利
者
側
で
権
利
行
使
に
出
ら
れ
な
い
事
情
が
常
に

必
ず
し
も
中
断
あ
る
い
は
停
止
の
事
由
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
を
考
慮

す
る
と
、
行
為
責
任
と
し
て
権
利
消
滅
と
い
う
時
効
の
効
果
を
恨
拠
づ
け
る

」
と
は
無
理
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
近
時
、
星
野
教
授
は
、
か
よ
う
な
従
来
の
学
説
を
検
討
し
阪
大
な
量

の
判
決
例
の
分
析
を
通
し
て
、
消
滅
時
効
制
度
は
、
原
則
と
し
て
は
弁
済
者

の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
そ
の
後
の

学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

右
に
み
て
き
た
各
学
説
は
、
そ
れ
以
前
の
説
に
対
す
る
鋭
い
批
判
か
ら
建

て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
各
学
説
に
対
す
る
個
別
的
な
検
討
は
殆
ど
そ
の
必
要
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を
み
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
従
来
の
学
説
に
対
す
る
検
討
は

最
近
、
訴
訟
法
説
の
立
場
か
ら
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
星
野
説
を
主
た
る
対
象

と
し
て
一
括
的
に
す
る
の
が
使
官
戸
と
考
え
る
が
、
先
ず
そ
の
前
提
作
業
と
し

て
、
我
が
法
の
解
釈
の
参
考
と
す
べ
く
、
外
国
に
お
い
て
消
滅
時
効
制
度
の

根
拠
が
ど
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

(1) 

(

1

)

鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論
』
〈
増
訂
改
版
昭
和
五
年
)
五
八
七
頁
、

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
別
』
(
昭
和
問

O
年
)
問
一
二
一
oil-

二一員。

(
2
)

舟
橋
誇
一
『
民
法
総
則
』
(
弘
文
堂
・
法
律
学
講
座
〈
昭
和
二
七
年
〉

所
収
)
一
ム
ハ
七
頁
以
下
。

(

3

)

吾
妻
光
俊
「
私
法
に
於
け
る
時
効
制
度
の
意
義
」
法
学
協
会
雑
誌
四

八
巻
二
号
一
一
二
頁
以
下
、
同
・
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
二
九
年
)
二

0
0

頁
、
山
中
康
雄
「
時
効
制
度
の
本
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
号
二
頁
以
下
、

同
・
『
民
法
門
総
論
・
総
則
・
家
族
・
相
続
U

』
(
昭
和
五
三
年
)
一
二

二
頁
、
中
島
弘
道
「
時
効
制
度
の
存
在
理
由
と
構
造
」
法
学
新
報
六
回

巻
四
号
二
一
員
以
下
。

(

4

)

川
島
武
江
『
民
法
講
義
第
一
巻
序
説
』

(
m
m
和
二
六
年
)
六
七
頁
。

(
5
)
吾
妻
・
前
掲
論
文
一
八
一
頁
。
な
お
、
こ
の
批
判
に
対
し
内
池
教
授

は
、
消
滅
時
効
に
お
い
て
も
一
般
第
三
者
保
護
な
る
理
由
が
成
り
立
つ

と
し
て
、
「
連
指
債
務
者
、
保
証
人
、
連
帯
保
証
人
、
物
上
保
証
人
、

抵
当
不
動
産
の
第
一
一
一
取
得
名
、
俗
称
相
続
人
よ
り
相
続
財
産
を
譲
受
け

た
点
れ
は
い
ず
れ
も
特
定
の
債
依
を
中
心
と
し
て
法
律
関
係
を
形
成
す
る

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

も
の
で
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
当
該
債
権
の
不
行
使
か
ら
生
じ
た
事

実
的
秩
序
に
即
し
た
保
護
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
(
内

池
「
時
効
に
お
け
る
媛
用
と
中
断
と
の
関
係
」
慶
応
大
学
法
学
研
究
三

O
巻
六
号
三
回
頁
)
と
答
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
す
で
に

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
星
野
英
一
「
時
効
に
関
す
る
覚

え
書
ー
ー
そ
の
存
在
理
由
を
中
心
と
し
て

l
」
(
法
学
協
会
雑
誌
八
六
巻

六
号
・
八
号
、
八
九
巻
一
口
写
、
九

O
巻
六
H
V
)

民
法
論
集
第
四
巻
所
収

(
以
下
、
星
野
・
時
効
論
文
と
略
す
)
一
七
四
一
氏
以
下
参
照
。

(
6
)
吾
妻
・
前
掲
論
文
一
八
六
頁
以
下
。

(
7
〉
吾
妻
・
前
掲
論
文
一
一
一
一
頁
に
よ
れ
ば
、
「
時
効
制
度
は
時
の
経
過

そ
の
も
の
に
人
証
書
証
に
優
越
せ
る
強
力
な
る
証
拠
価
値
を
与
へ
た
」

も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
時
効
を
法
定
証
拠
と
解
す
る
代
表
的
論
者

と
し
て
は
、
山
中
・
前
掲
論
文
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
号
二
頁
以
下
、
川
島
武

宜
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四

O
年
)
四
三

O
頁
以
下
(
四
凶
七
一
氏
)
、
五

四
五
頁
以
下
(
丘
四
五
頁
)
、
安
達
三
季
生
・
注
釈
民
法
同
一
六
一
良
以

下
等
。

(

8

)

詳
し
い
紹
介
は
、
星
野
・
時
効
論
文
一
八

O
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
川
島
『
民
法
総
則
』
四
五
一
頁
。
な
お
、
吾
妻
・
前
掲
論
文
コ
一
八
頁
、

山
中
・
前
掲
論
文
七
頁
参
照
。

(
凶
山
)
舟
橋
・
前
掲
書
一
七
六
頁
、
川
島
『
民
法
総
則
』
四
凶
七
頁
。

(
日
)
川
島
可
[
民
法
総
則
』
四
七
三
京
以
下
。

(
辺
)
そ
も
そ
も
「
法
定
証
拠
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
が
、
あ
ま
り
明

ら
か
で
な
い
こ
と
じ
っ
き
、
北
川
善
太
郎
・
注
釈
民
法
同
一
一
二
四
京
参
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照。

(
日
)
学
説
が
好
ん
で
引
用
す
る
「
権
利
の
上
に
眠
る
者
を
保
護
せ
ず
」
と

い
う
言
葉
の
意
味
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
こ
と
に
つ
き
、
内
池

「
時
効
の
目
的
と
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
|
時
効
要
件
と
し
て
の
時
間
経

過
の
意
味

i
し
私
法
二
八
号
九

O
頁
下
段
参
照
。

(

リ

H

)

内
池
・
前
注
(
日
〉
論
文
九
一
頁
上
段
参
照
。

(
日
)
星
野
・
前
掲
時
効
論
文
三

O
二
|
三
貞
。

(
刊
叩
)
安
達
三
季
生
「
時
効
制
度
の
存
在
理
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
民
法

の
争
点
(
昭
和
五
三
年
)
六
二
頁
参
照
。

(
幻
)
学
説
が
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
と
し
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
}
部
分

的
に
取
り
出
す
の
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
、
次
節
で
は
学
説
の
典
型
例
を
抽
出
し
て
参
考
と
す
る
に
主
ど
め
、

各
国
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
・
西
ド
イ
ツ
の
消
滅
時
効
法
の
つ
っ
こ
ん

だ
研
究
は
他
日
を
期
し
た
い
。
と
り
あ
え
ず
、
消
滅
時
効
に
関
連
す
る

近
時
の
詳
細
な
研
究
と
し
て
は
、
山
崎
敏
彦
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
『
抗

弁
権
の
永
久
性
』
に
つ
い
て
」
(
一
〉
(
二
〉
(
一
一
了
完
)
商
学
論
集
(
福

島
大
学
)
四
三
巻
二
号
、
四
四
巻
二
号
、
三
号
、
同
「
ブ
ラ

γ
ス
に
お

け
る
『
抗
弁
権
の
永
久
性
』
に
つ
い
て
」
(
一
)
(
二
・
完
)
間
四
五
巻

三
号
、
間
六
巻
一
号
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

フ

ァ

ン 外
ス王国

の
制
度
と
"，.ら

寸一

説

第
二
節

フ
ラ
ン
ス
民
法
二
一
三
四
条
は
、
債
務
消
滅
(
司
阿
片
山
口

E
s
r凹

D
r
c
m目白

同
日
。
ロ
叩
)
の
一
事
由
と
し
て
時
効
(
官
2
ロュ

-ECロ
)
を
掲
げ
、
二
一
一
一
九
条

は
、
消
滅
時
効
(
℃

3
2
ユM
M
E
O
口
。
注
目
ロ
2
Z
O
)

を
「
一
定
の
時
の
経
過
に

北法31(1・250)250

よ
っ
て
義
務
を
免
れ
る
方
法
」
で
あ
る
と
定
め
る
。
し
か
し
、
消
滅
時
効
が

完
成
し
て
も
当
事
者
の
援
用
が
な
け
れ
ば
そ
の
効
果
を
生
ぜ
ず
(
ブ
民
一
一
一
一

二
三
条
)
、

消
滅
時
効
で
消
滅
す
る
の
は
実
体
権
で
は
な
く
訴
権

(
R
t
oロ)

で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
消
滅
時
効
制
度

(
2
)
 

の
根
拠
と
し
て
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
は
一
様
で
は
な
い
が
、
先
に
観
た
わ
が

国
の
議
論
か
ら
抽
出
さ
れ
た
各
々
の
根
拠
に
つ
け
加
え
る
べ
き
新
た
な
根
拠

(
3
}
 

が
説
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
各
々
の
根
拠
の
関
連
に
つ
き
輿

味
あ
る
視
点
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
最
近
の
マ
ゾ
l

の
体
系
書
が
ど
の
よ
う
に
根
拠
を
説
い
て
い
る
か
を
観
る
。

先
ず
、
立
法
者
は
債
権
者
か
ら
一
定
期
間
後
に
訴
権
を
奪
う
に
つ
き
、
時

に
は
公
序
を
保
護
し
よ
う
と
し
、
ま
た
時
に
は
、
あ
る
期
間
の
経
過
の
中
に
弁

済
を
証
拠
だ
て
る
形
態
を
考
え
て
み
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
に
重
き
を

置
く
か
に
よ
っ
て
時
効
は
異
な
る
特
徴
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
根
拠

の
二
元
性

(
L
E
Z
H
b
合
守
口
L
O
E
E
C
-公
益
と
弁
済
の
推
定
ー
を
説
く
。

公
序
に
つ
い
て
は

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
起
草
委
員
で
あ
る
ピ
ゴ

(回目

mDH

分

可
H
b

回
目
。
ロ

2
)
が
時
効
の
章
の
草
案
を
よ
ヌ
法
府
(
の

2
3
-
o岡山田
E
5

に
提
出
す
る
際
に
述
べ
た
、
「
民
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
制
度
に
あ
っ
て
、
時



効
は
社
会
秩
序
に
最
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
の
一
節
を
引
用
し
て
、
公

序
は
債
権
者
の
長
期
に
わ
た
る
(
権
利
)
不
行
使
の
後
に
、
債
務
の
消
滅
に

関
心
を
向
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
民
法
学
者
ロ
ー

ラ
ン

P
2
5
2
)
の
、
「
一
万
年
も
前
か
ら
の
権
利
を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
社
会
の
状
況
を
つ
か
の
間
想
像
す
る
と
は
!

変
的
な
不
確
実
性
は
、
結
果
的
に
は
、

恒
久
的
か
つ
不

一
般
的
で
不
断
の
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ろ

う
」
と
の
言
葉
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
へ
ン
リ

I
四
世
の
時
代

に
契
約
さ
れ
た
債
務
の
弁
済
を
、
そ
の
債
務
者
の
子
孫
に
誰
が
請
求
で
き
よ

、‘

ょ1
ノ
ふ

μ

。，.
そ
の
弁
済
が
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て

知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
?

そ
し
て
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
こ
と
を
証
明
す

(1) 

る
の
か
?
・

債
権
者
の
受
取
証
書
を
無
限
に
保
存
す
る
こ
と
を
債
務
者
に
強

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
?

従
っ
て
、
時
効
は
ま
ず
法
律
関
係
に
平
穏
を

導
入
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
。
ま
た
、
債

務
者
が
、
免
責
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
債
権
者
の
正
当
な
請
求
を
妨

害
す
る
た
め
に
時
効
を
援
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
し
か
し
、

債
権
者

が
行
動
を
お
こ
す
こ
と
な
し
に
時
効
期
間
の
経
過
を
待
つ
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

さ
き
ほ
ど
の
ピ
ゴ
の
「
も
し
衡
平
が
煩
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
特
殊
な

場
合
に
お
い
て
し
か
な
い
。
一
般
的
正
義
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
で
寓
さ
れ
た

個
人
的
利
益
は
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
必
要
性
に
対
し
て
譲
歩
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
の
言
葉
を
も
っ
て
弁
明
す
る
。
次
に
、
「
あ
る
一
定
期
間
、

債
務
者
に
請
求
を
し
な
か
っ
た
債
権
者
は
、
弁
済
を
受
け
た
も
の
と
推
定
さ

(
7〉

れ
る
」
と
し
、
こ
の
弁
済
の
推
定
が
短
期
消
滅
時
効
制
度
を
導
く
と
説
く
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
効
の
一
一
つ
の
根
拠
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
共
存
し

て
お
り
、
「
債
務
者
に
平
穏
を
与
え
る
必
要
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の

公
序
と
い
う
根
拠
は
円
:
:
:
〕
一
定
期
間
に
行
動
し
な
い
債
権
者
は
高
度
の

蓋
然
性
を
も
っ
て
弁
済
さ
れ
た
と
い
う
証
明
か
ら
導
か
れ
る
、
証
拠
法
則
と

い
う
偲
拠
に
再
び
結
び
つ
く
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
混
合
し

た
概
念
公

3
2
-
u
t
cロ
S
F
H
S

《

H
E
L
S
X
同

E
S
m
F
m
)
を
認
め
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
消
滅
時
効
の
根
拠
を
公
序
と
弁
済
の
推
定
の
二
つ
に
求

め
、
し
か
も
両
根
拠
は
密
接
な
も
の
と
し
て
混
在
し
て
い
る
と
の
説
き
方
は

興
味
深
い
。
し
か
し
、
そ
の
論
法
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
弁
済
の
推
定
と
対

医
さ
れ
る
公
序
の
内
界
を
極
め
て
不
明
瞭
な
も
の
と
す
る
難
点
を
も
っ
。
即

ち
、
公
序
の
説
明
に
お
い
て
、
一
定
期
間
後
に
債
権
者
と
し
て
現
わ
れ
た
者

の
裁
判
上
の
権
利
主
張
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
い
わ
ゆ

る
採
証
理
由
を
挙
げ
、
真
の
債
権
者
が
消
滅
時
効
に
よ
り
こ
う
む
る
不
利
益

を
慨
怠
罰
等
を
も
っ
て
弁
明
す
る
が
、
こ
れ
は
い
ま
ま
で
み
て
き
た
弁
済
の

推
定
を
根
拠
と
す
る
説
明
と
同
じ
で
あ
る
。

、
も
っ
と
'
も
、

フ
ラ
ン
ス
法
で

北法31(1・251)251



研究ノート

は
、
特
殊
の
債
権
の
短
期
消
滅
時
効
(
フ
氏
二
二
七
一
条
二
二
七
三
条
)
に

つ
い
て
、
債
権
者
が
債
務
者
に
宣
誓
を
必
制
す
る
(
仏
色
合
ぬ
こ
め
田

2
5
8片)

こ
と
が
で
き
(
ブ
民
二
二
七
五
条
)
、
債
務
者
が
宣
誓
を
拒
絶
す
れ
ば
債
務

{
9
)
 

者
は
敗
訴
と
な
り
、
こ
の
点
で
通
常
の
時
効
と
異
な
る
。
従
っ
て
、
か
よ
う

に
弁
済
の
推
定
を
宣
誓
強
制
に
よ
っ
て
破
る
手
段
が
与
え
ら
れ
て
い
る
時
効

と
、
他
の
通
常
の
時
効
と
が
あ
る
以
上
、
消
滅
時
効
の
恨
拠
を
公
序
と
弁
済

の
推
定
の
一
向
建
て
で
論
ず
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、

そ
の
説
明
は
右
に
述
べ
た
通
り
、
な
お
不
十
分
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
こ

で
は
、
消
滅
時
効
の
恨
拠
を
弁
済
の
推
定
に
求
め
る
な
ら
ば
、
反
証
の
余
地

が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と

l
そ
れ
は
我
が
法
の
解
釈
に
あ

っ
て
も
同
様
で
あ
る
を
注
怠
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

フ
ラ
ン
ス
附
効
法
の
概
観
は
、
や
や
ト
け
い
が
、
高
矯
康
之
「
フ
ラ
ン

ス
の
消
滅
時
効
制
度
」
比
較
法
研
究
-
一
二
り
(
昭
和
=
一
六
年
)
二
九
頁

以
下
、
ま
た
野
田
良
之
・
注
釈
民
法
国
二
六
阿
氏
以
下
参
照
。

(
2
〉
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
燐
成
で
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
そ
れ
と
異
な

り
、
取
得
時
効
と
消
滅
時
効
と
が
統
一
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
今

日
の
学
お
は
同
時
効
を
別
々
に
取
り
倣
い
、
教
訓
判
官
け
な
ど
で
は
消
滅
時

効
を
「
債
務
の
消
滅
」
の
と
こ
ろ
で
説
明
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

(

3

)

例
え
ば
、

E
m
a
c
-
2
何
回
世

2
ゲ

吋

E庄

小

阿

川

円

伊

丹

5
5
ι
伶

仏

3
広

門
戸
〈
ニ
同
S
ロ明白目印唱

v
b
p
-
U
N
E
m
m丘
C
己
目

2

5
印k
F
F

〈
口
・
ロ
。
H
U
凶印

は
、
消
滅
時
効
制
度
導
入
の
理
由
は
公
の
秩
序
の
た
め
で
あ
る
と
し
、

そ
の
内
径
を
採
証
理
由
(
被
告
が
弁
済
の
一
♂
明
を
す
る
こ
と
の
闘
難
等
)

で
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
真
の
権
利
者
が
消
滅
時
効
の
不
利
益
を
こ
う

む
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
認
め
る
が
、
そ
れ
は
権
利
者
の
怠
慢
で
あ

り
、
三

O
年
は
今
と
な
っ
て
は
長
す
ぎ
る
期
間
で
あ
る
と
も
い
う
。
ま

た
、
同
O
S
O
S
-ロ
仏
入
UDE-ω

色
。
仏
門
C
F
片
己
三
】
句
。
ω円
丘

町

内

吋

mw
ロ
Aumw-PF
口・

5
8・
ロ
。
ω

甲町由

2
3品
は
、
弁
済
の
蓋
然
性
(
司
『

D
E
E
-
-
g
ι
=

宮
-5目
。
ロ
同
)
を
強
調
す
る
。
な
お
、

(U2σcロ
ロ
芯
F

ロ円
D
回
同
門
戸
三
戸

品i
l

回、

2

。rrm
m
w
t
c
z
p
由
o
b
p・
5-斗由噌ロ
E

H

ω

∞
え
ω
・
ω匂
hmp
同】・印九時叶

は
、
一
二

O
年
時
効
に
つ
い
て
は
弁
務
の
稼
然
性
を
第
一
に
挙
げ
な
が
ら

も
、
怠
慢
な
債
務
者
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン

(
g
s
z
t
cロ
仏
ロ

ミ
合
口
三

2
ロ
b
m
Z
相
官
口
同
)
、
長
期
間
が
経
過
し
て
負
債
の
意
識
が
な
く

な
り
、
平
総
に
暮
ら
し
て
い
る
債
務
者
の
保
護

(-ω
匂

g
s
a
5ロ
L
z

t
z
sロ
円
同
町
山
口
』
己
目
-m)
、
権
利
。
か
一
定
の
時
の
経
過
に
よ
り
消
滅
す

る
こ
と
の
必
要
性
(
一
回
ロ
品
目
印
印
x
b
L
U
C
D
1
ユD
L
-
A
E
m
p凶
2
5
2同

仏
2
L
B
X田
)
等
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
根
拠
を
組
み
合
わ
せ
る

(nog-

r
z
o
円
)
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

(
4
〉
冨
白

NEE仏
(
出
・

H
5
2
し『)唱

F
2
0ロ
叫
与
の
仏
円
。
一
円
三
丘
}
同

HH

。ず
--mmECロ
ω
℃
釦
円
同
ロ
伺

-m凶円F
]
戸市W
吋

u-
ロ。
m

H

H

品N
伶
丹

ω
・

(
5
)
H
Z
L
・ロ。

H
H
8・

(
6
)
H
E
L
ロ。

H
H
2・

(

7

)

同ず
H
L

ロ。
H
H晶、吋

(
8
)
F
E
-
ロ。

H
H
S
-
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ハ
9
)

同

ν
F
E
E
-
2
H
N
F℃
2
F
'℃

2
7
ロ。
m
H
U申
印

2
m
-

西
ド
イ
ツ

我
が
民
法
は
消
滅
時
効
の
対
象
を
、
広
く
債
権
及
び
所
有
権
以
外
の
財
産

権
と
し
、
そ
の
効
果
を
「
権
利
ハ
消
滅
ス
」
と
規
定
す
る
(
民
一
六
七
条
)

の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
そ
の
対
象
を
請
求
権
に
限
り
(
ド
民
一
九
四

条
一
項
て
そ
の
効
果
を
「
義
務
者
は
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
得
」
と
規

定
す

U
V
(ド
民
二
二
二
条
一
項
〉
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
普
通

法
上
、
対
人
訴
権
(
宮
門
明
白
ロ
ロ
nro
関
宮
聞
の
)
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
、
強
効

を
主
張
す
る
者
と
弱
効
力
(
由
nrd司陣内宮円。

老
町
rEwm)
を
主
張
す
る
者
と
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ヴ

カ
(
丘
町
r
o
Z

巧
ロ
宮
口
問
)

(1) 

ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
に
代
表
さ
れ
る
強
効
力
説
は
、
消
滅
時
効
の
効
果
を
、
債

権
(
も
し
く
は
請
求
権
)
自
体
の
消
滅
と
解
し
、
債
権
は
い
か
な
る
効
力
を

も
営
み
え
な
い
と
す
む
ご
」
の
見
解
は
、
消
滅
時
効
の
目
的
を
最
も
徹
底
し

消滅時効命IJ度の根拠と中断の範囲

て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
務
に
と
っ
て
も
特
別
の
魅
力
が
あ

っ
む
こ
れ
に
対
し
て
弱
効
力
説
は
、
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
も
債
権
は
な

お
存
続
す
る
の
で
あ
り
、
た
だ
権
利
者
は
自
己
の
権
利
を
強
制
的
に
実
現
す

る
手
段
を
奪
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
札
付
。
即
ち
、
例
え
ば
デ
ル
ン
プ
ル
ヒ

に
よ
れ
ば
、
権
利
の
消
滅
時
効
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
法
が
権
利
の
強
制

的
実
行
を
拒
否
す
る
の
は
、
一
般
的
利
益
(
国
=
問
。
自
2
5
Z
S
N
g
)
及
び

社
会
的
平
和
(
凹
D
N
E
r

】

1
2
0
ι
g
)
の
た
め
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
し
か
し
債

務
者
は
い
ま
だ
履
行
し
て
お
ら
ず
、
債
権
者
は
弁
済
を
受
け
て
い
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
債
権
者
に
弁
済
を
貫
徹
す
る
手
段
が
欠
け
て
い
よ
う
と
も
、
債

権
は
な
お
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
債
務
者
が
任
意
に
弁
済
し

た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
決
し
て
贈
与
で
は
な
く
債
務
の
履
行
と
な
る
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
自
然
債
務

l
o
g
-
m
E
C
S
E
E
r
-の
存
在
が
明
ら
か
に
な

{
7
)
 

る
と
説
か
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
争
い
に
対
し
、
ド
イ
ツ
民
法
は
い
ず
れ

の
見
解
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
委
員
会
に
お
け
る
ヴ
ィ
ソ
ト
シ

ヤ
イ
ト
の
権
威
の
影
響
が
明
ら
か
な
「
理
由
意
」
第
一
巻
三
四
二
頁
で
は
、

消
滅
時
効
の
い
わ
ゆ
る
強
効
力
説
を
採
用
す
る
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
ま
さ
に
そ
の
反
対
、
即

ち
弱
効
力
説
の
承
認
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

規
定
か
ら
は
、
権
利
自
体
は
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
権
利
の
強
制
的
貫
徹
が
不
可
能
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
消

滅
時
効
完
成
後
は
、
抗
弁
権
の
付
着
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
弱
め
ら
れ
た

権
利
と
な
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
か
よ
う
な
誇
求
権
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
時
効
法
の
制
度
目
的
に
関
す
る
学
説
が
、
ま

ず
第
一
に
参
考
と
し
た
で
あ
ろ
う
「
理
白
書
」
に
お
け
る
時
効
観
及
び
そ
れ
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に
接
続
す
る
も
の
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
源
に
散
在
す
る
時
効
規
定
の
中
か
ら

抽
象
さ
れ
ま
と
め
ら
れ
た
サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
「
体
系
」
に
お
け
る
時
効
観
は
、

ド
イ
ツ
民
法
典
の
内
容
に
原
型
を
与
え
た
も
の
と
し
て
信
一
要
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
サ
ヴ
ィ
ニ

l
に
お
け
る
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を

み
る
こ
と
と
す
る
。

サ
グ
ィ
ニ

l
の
挙
げ
る
時
効
制
度
の
恨
拠
は
つ
ぎ
の
五
つ
で
あ
る
。

第
一
に
「
最
も
普
遍
的
か
つ
決
定
的
な
恨
拠
は
、
争
い
と
疑
問
を
う
け
や

す
い
権
利
と
財
産
の
、
そ
れ
自
体
不
明
確
な
諸
関
係
を
、
そ
の
不
明
確
さ
を

一
定
の
時
間
的
限
界
内
に
限
局
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
の
必
要

性
に
あ
る
」
。

第
二
の
絞
拠
は
「
訴
に
よ
り
追
求
さ
る
べ
き
権
利
の
消
滅
の
推
定
に
あ

る
」
。
こ
の
推
定
の
意
味
は
「
権
利
自
体
は
:
:
:
実
際
に
は
放
棄
さ
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
者
が
か
く
も
長
期
間
訴
え
で
る
こ
と
を
怠
っ
た

と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
も
な
い
こ
と
(
己
ロ
唱
m
r
g
n
Y
2
ロ
-
U
F
r
o
-
C
で
あ

る
、
と
い
う
に
あ
る
」
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
推
定
と
い
う
真
実
性
の
制

限
か
ら
次
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、
こ
の
推
定
は
他
の
通
常
の
推

定
の
よ
う
に
扱
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
例
え

ば
原
告
は
宣
誓
要
求
(
巴
含
&
己
巳
芯
ロ
)
に
よ
っ
て
反
証
を
企
て
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
」
。

第
三
に
、
権
利
行
使
に
怠
慢
で
あ
っ
た
こ
と
の
罰

(ω
可
え
め
)
が
挙
げ
ら

れ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら

」
こ
で
罰
と
い
う
の
は

罰
と
い
う
言
葉
の
通

常
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
人
間
に
損
害
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
怠
慢
は
、
そ
も
そ
も
可
罰
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
債
務
者
に
対
す
る
思
い
や
り
の
あ
る
猶
予
か
ら
、
訴
は
往
々

に
し
て
見
合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
何
者
も
債
務
者
に
対
す
る

侵
害
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
権
利
行
使
怠
慢

の
罰
は
、
訴
権
消
滅
時
効
の
積
極
的
根
拠
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
〔
時
効
の
〕
厳
格
さ
(
出
陣
立
。
)
及
び
不
公
正
さ

(
Cロ
m
2
2
r・

2
m
r
x
)
の
非
難
に
対
す
る
訴
権
消
滅
時
効
の
正
当
化
(
河
内

n
z
r
E偶
E
m
)

と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
「
全
て
の
訴
権
者
(
関
宮
句

zznycmg)
に
対
し
て
、
彼
の
権
利
を
全
体
の
利
益
(
間

2
5
5
2
巧
cE)

の
犠
牲
と
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
仙
恨
の
怠
惰
さ
を
全
体
の
利

益
の
犠
牲
と
す
る
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
訴
権
行
使
を
怠
る

場
合
に
は
、
彼
は
そ
れ
よ
り
生
ず
る
損
失
を
自
ら
の
寅
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
経
緯
が
ま
さ
に
罰
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

第
四
に
、

つ
ま
り
、
「
訴
の
提

債
務
者
の
挙
-
証
困
難
の
救
済
を
挙
げ
る
。

起
は
原
告
の
怒
意
に
か
か
り
、
従
っ
て
、
訴
訟
の
長
期
の
延
滞
に
よ
り
、
例

え
ば
現
存
す
る
証
人
の
死
の
よ
う
に
債
務
者
と
は
無
関
係
に
証
明
手
段
が
消
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失
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
の
防
禦
を
困
難
に
す
る
こ
と
が
原
告
の
意
の
ま

ま
に
な
る
」
。

従
っ
て
「
不
誠
実
な
方
法
で
濫
用
さ
れ
う
る
原
告
の
こ
の
一

方
的
な
力
の
制
限
は
、
特
に
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

第
五
に
、
訴
訟
の
減
少
(
〈

2自
-
E
2
5間
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
棋

拠
は
、
「
件
数
の
単
な
る
減
少
が
望
ま
し
い
利
益
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
当
な
訴
訟
の
阿
避
は
少
し
も
烹
ま
し

く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
根
拠
の
真
に
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
即
刻
ま
た

は
多
く
の
骨
折
り
と
経
費
を
か
け
て
、
結
局
は
理
由
な
し
と
認
定
さ
れ
る
多

数
の
訴
や
、
よ
り
不
都
合
な
こ
と
に
は
、
証
明
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
理
・
印

を
以
て
敗
訴
と
な
る
多
く
の
訴
が
、
と
も
か
く
も
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
防
止

(1) 

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

請
求
権
は
訴
権
の
実
体
法
的
側
面
に
活
目
し
て
構
成
さ
れ
た
概
念
な
の
で

あ
る
か
ら
、
請
求
権
消
滅
時
効
の
解
釈
に
あ
た
り
、
右
訴
権
消
滅
時
効
に
つ

き
時
効
制
度
の
根
拠
と
し
て
説
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
が
大
き

な
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
請
求
権
消
滅
時
効
制
度
を

採
る
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
の
「
理
由
主
己
は
、
次
の
よ
う
に
説
刊
。

「
請
求
権
消
滅
時
効
の
根
拠
及
び
問
的
は
、
古
く
な
っ
た
請
求
権
に
煩
わ

さ
れ
る
の
を
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
時
の
経
過
に
よ
り
事
態
が
あ
い
ま
い

に
な
っ
た
た
め
に
、
請
求
の
相
手
方
が
免
責
事
由
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ

と
が
も
は
や
可
能
で
は
な
く
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
非
常
に
困
難
に
な
っ
た

時
点
で
、
長
ら
く
沈
黙
さ
れ
て
い
た
遠
い
過
去
の
事
実
を
誇
求
の
根
源
と
し

て
主
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
取
引
上
堪
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

種
の
請
求
は
、
通
常
、
内
部
的
に
は
成
立
し
て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
す
で

に
解
決
済
み
の
も
の
で
あ
る
。
消
滅
時
効
の
重
心
は
、
権
利
者
か
ら
正
当
な

権
利
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
理
由
を
有
し
な

い
で
あ
ろ
う
請
求
に
対
し
て
、
実
体
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
防
禦
す
る
手
段

が
債
務
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
消
滅
時
効
は
目
的
の
た

め
の
手
段
で
あ
っ
て
自
己
目
的
で
は
な
い
。
個
々
の
事
例
で
、
実
質
的
正
義

が
そ
こ
な
わ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
権
利
者
が
正
当
な
理
由
を
も
っ
請
求
権
を

消
滅
時
効
に
よ
っ
て
失
う
場
合
は
、
そ
れ
は
不
利
益
を
こ
う
む
っ
た
者
が
全

体
の
利
益
(
問
。
5
0庄
内
田
巧
cr-)
の
た
め
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犠
牲

で
あ
る
。
永
続
的
な
請
求
権
の
不
行
使
|
そ
れ
な
し
に
消
滅
時
効
は
完
成
し

な
い
の
で
あ
る

l
並
び
に
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
論
さ
れ
る
、
請
求
権
の
内
容

に
つ
い
て
権
利
者
が
も
っ
わ
ず
か
な
関
心
に
比
べ
て
、
こ
の
犠
牲
は
と
り
わ

け
過
酷
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
得
ぬ
で
あ
ろ
う
」
。

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
サ
ヴ
ィ
ニ

l
は

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
と
し
て
、
①
権
利
関
係
の
確
定
の
必
要
性
、
②
権
利

消
滅
の
推
定
、
③
慨
怠
罰
、
④
被
告
の
防
禦
困
難
の
救
済
、
⑤
不
当
な
訴
訟
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の
減
少
、
の
五
つ
を
挙
げ
犯
(
何
し
、

φ
l③
は
取
得
時
効
と
共
通
)
。

①
の
消
滅
時
効
に
お
け
る
意
味
は
、
債
務
者
と
さ
れ
る
者
が
債
務
を
負
つ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
確
定
の
必
要
性
で
あ
る
。
か
よ
う
な
確
定
を
「
時

の
経
過
」
の
み
を
要
件
と
し
て
足
れ
り
と
す
る
理
巾
が
②
で
あ
り
、
確
定
の

必
要
性
を
生
ぜ
し
め
る
具
体
的
理
由
と
し
て
@
'
⑤
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
①
伯
尚
⑤
を
一
括
し
て
把
揮
し
、
消
滅
時

効
制
度
の
偲
拠
を
採
証
上
の
理
由
に
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま

た
「
時
の
経
過
」
の
み
を
要
件
と
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ま
だ
債
務
を
負
っ
て

い
る
者
が
時
効
利
益
に
あ
ず
か
る
場
合
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
③
を
消
械
的
根
拠
(
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
正
当
化
根
拠
〉
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

「
現
山
出
品
川
」
も
ま
た
、
@
・
②
に
ふ
れ
、
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
採
証
上

の
悶
難
を
救
済
す
る
こ
と
が
一
般
取
引
の
安
全
を
も
た
ら
す
と
し
つ
つ
、
他

方
、
真
の
権
利
者
が
消
滅
時
効
の
不
利
益
を
受
け
る
場
合
を
③
で
弁
明
し
、

時
効
は
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
こ
の
説

は
消
滅
時
効
を
も
っ
て
取
引
安
全
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
、
法
政
策
的
制
度

と
理
解
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
③
を
も
ち
刊
す
点
で
は
、
採
一
証
理
由

H
債
務
消
滅
と
い
う
真
実
の
発
見
、
だ
け
を
時
効
の
目
的
と
し
、
こ
の
債
務

消
滅
を
必
然
的
と
み
る
我
が
国
の
法
定
証
拠
説
と
は
同
胞
を
異
に
す
る
と
い
え

(
臼
}

よ〉ヲ。ド
イ
ツ
民
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
学
説
は
お
お
む
ね
、
こ
の
①
J
⑤
の

い
ず
れ
か
の
要
素
に
重
点
を
置
く
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
ト
ヮ

l
ル
は
、
消

滅
時
効
制
度
は
法
的
安
定
性
及
び
裁
判
所
の
免
責
と
い
う
公
益

(
D
R
O
E
-

}

仲

円

}
H
O
m
F
g
B
8
0
)
並
び
に
、
速
い
過
去
の
請
求
権
に
よ
る
不
当
な
煩
わ
し

さ
か
ら
の
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
②
・
③
を
持
ち
出
す
。
即

ち
、
は
る
か
以
前
の
成
立
原
因
に
基
づ
い
て
申
し
立
て
ら
れ
る
請
求
権
は
、

か
つ
て
成
立
し
な
か
っ
た
か
、
も
し
く
は
既
に
消
滅
し
て
い
る
と
い
う
経
験

上
の
蓋
然
性
が
あ
り
、
仮
に
請
求
権
が
存
在
す
べ
き
場
合
は
、
債
権
者
は
消

滅
時
効
の
不
利
益
を
、
自
己
の
権
利
を
保
持
す
る
こ
と
に
不
注
意
で
あ
っ
た

こ
と
の
せ
い
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
し
か
し
、
ラ
レ
ン
ツ
は
、

ト
ゥ
l
ル
が
、
真
の
債
権
者
が
消
滅
時
効
の
不
利
益
を
こ
う
む
る
場
合
を
、

権
利
保
持
に
対
す
る
不
注
意
(
サ
ヴ
ィ
ュ
l
の
③
に
相
当
)
を
も
っ
て
正
当

化
す
る
点
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
る
。

法
律
が
と
り
わ
け
、

Jl[1 
ち

(
d
g
m
m
H
N
m
g
n
E
r
o
)
の
解
決
を
速
め
よ
う
と
し
て
、
例
え
ば
買
主
や
請
負

契
約
に
お
け
る
注
文
主
の
取
庇
担
保
請
求
権
の
よ
う
に
、
短
期
消
滅
時
効
を

定
め
る
場
合
に
は
、
期
限
に
遅
れ
た
請
求
権
の
行
使
は
、
決
し
て
債
権
者
の

不
注
意
と
さ
れ
る
必
要
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
期
限
後
の

請
求
権
の
行
使
は
、
し
ば
し
ば
、
売
買
目
的
物
も
し
く
は
製
造
物
の
殺
脱
が
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取
引



後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
た
め
に
、
債
権
者
が
期
限
前
に
は

全
く
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
か
、
あ
ま
り
に
債
務
者

を
信
頼
し
す
ぎ
た
た
め
に
債
務
者
を
圧
迫
す
ま
い
と
し
た
こ
と
に
よ
る
か
ら

で
あ
る
。
ラ
レ
ン

y
は
「
消
滅
時
効
制
度
は
、
個
々
の
事
案
に
よ
っ
て
は
不

当
な
結
果
に
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
制
度
が
な
け
れ
ば
、
よ
り
大

き
な
不
当
を
避
け
ら
れ
ず
、

従
っ
て
こ
の
制
度
を
必
要
と
す
る
と
言
え
よ

う
」
と
説
く
。
つ
ま
り
、
ラ
レ
ン
ツ
に
あ
っ
て
は
、
従
来
説
か
れ
て
い
た
よ

う
に
、
有
一
円
の
権
利
者
が
消
滅
時
効
の
不
利
益
を
こ
う
む
る
場
合
を
悌
怠
罰
の

考
え
を
も
っ
て
弁
明
す
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
直
裁
に
、
大
な
る
不
当
を
遊

(
回
)

け
る
た
め
の
小
な
る
不
当
と
認
め
る
の
で
あ
る
。

l11 消滅時効制度の根拠と中断の範囲

(

1

)

グ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
「
現
代
法
の
立
場
か
ら
み
た
ロ

I
T
法
の
ア

ク
チ
オ
」
(
〉

2
5
仏巾由同口
5
2
n
r叩ロ
N
H
i
-
B
n
r
g
d『

Cロ
∞
S
口
弘
匂
ロ
ロ
度
。

ι
g
z
g戸
開
。
白
河
2
v
g
L
g
d
)
に
お
レ
て
請
求
権
概
念
の
必
要
性
を

力
説
し
、
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
に
あ
た
り
第
一
委
員
会
の
起
草
委
員
と

し
て
参
加
し
、
請
求
権
消
滅
時
効
(
〉
ロ
名
門
口
口

7
2
R
E
r
E口
問
)
制
度

を
採
用
さ
せ
る
た
め
に
活
躍
し
た
(
〈
包
・
巧
-
E
2
Z
手
ピ
r
z
n
r

L命
印
刷
》
田
口
仏

mwrHEHHmnrzωι
・
戸
山
可
・
〉
口
出
・
・
同
∞
市
出
場
一
FHC∞吉田})・

〉
ロ
ヨ

-H)。
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
理
由
書
(
冨
2
2ぬ
N
z
r
B
開
ロ
ゲ

者

g
L
2ロ
2
∞
国
司
問
。
ュ

-nroロ
の
2
2
N
σ
E
u
y凹

E
H
仏
自
己
OEgnF目

同州市岡円
}
Y
H
g∞
)
は
、
権
利
消
滅
時
効

(
H
N
R
Z
2
2
E
r
Eロ
也
、
債
務

消
滅
時
効

(ω
円
r
E
5
2
己
岳
E
口
問
)
並
び
に
訴
権
消
滅
時
効
(
関
戸
担
問
0
・

5
ユ
岳
E
口
出
)
の
表
現
を
し
り
ぞ
け
、
請
求
権
消
滅
時
効
(
〉
ロ
ω
官
E
E

n
r
2
2』
帥
}
ロ
ロ
ロ
間
)
と
い
う
表
現
を
採
用
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

河内
unygd句
。
叫
』
陣
}
同
門
ロ
ロ
聞
と
い
う
表
現
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
消

滅
時
効
は
物
権
的
権
利
に
関
係
し
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
、
∞
口
『
己
仏
・

〈
句
冨
r
Eロ
聞
と
い
う
表
現
に
は
、
「
ω
n
F
E
E」
は
一
般
に
「
句
。
三

m・

2
ロ由日

B
口
宮
」
に
対
応
す
る
責
任
「
〈

2
Zロ
色
芯
v
r
a己
と
解
さ
れ
て

い
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同

-mmo〈
め
己
記

HHCロ
聞
と
い

う
表
現
に
は
、
訴
訟
適
格
(
関
]
国
間
与
え
口
問
自
由
)
と
い
う
特
別
要
因
が
消

滅
時
効
の
対
象
を
形
成
す
る
と
い
う
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
が
ま
ず

考
え
ら
れ
る
。
消
滅
時
効
は
、
訴
追
の
訴
訟
上
の
権
限
(
官

ONmgcmLO

N
E仲間ロ
L-mr巳
片
)
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
権
利
(
切

2
2
r
c
-

mロ
ロ
間
)
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
草
案
で
選
ば
れ
た
表
現

は
、
権
利
(
切

2
2
}凶
片
岡
間
ロ
ロ
間
)
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
と
い
う
こ
と

を
最
初
か
ら
明
瞭
に
す
る
長
所
を
有
し
て
い
る

(
ζ
D
t
z
F
ω
・
N
S

同.)。

(

2

)

義
務
者
が
消
滅
時
効
の
抗
弁
権
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
か
ど
う
か
は

彼
の
裁
量
に
、
つ
ま
り
彼
の
良
心
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
コ

l
ラ
l
は
、
消
滅
時
効
の
抗
弁
権
を
「
良
心
の
抗
弁
権
」

(。23
m
Eロ
E
5
3
L
O
)

と
呼
ぶ
(
同
o
r
r
p
F
A
L
H円
r
E
n
r
ι
2

切口吋開
21znynロ
見

mnFZ-
切円】

-F]SCAr
申∞∞

ω・]戸由酌)。

(
3
)
ロ
2.Eロゲロ司
mp
句"ロ《】

o
r
zロ
回

L
H
.
H由。凶・

ω・
ωASh-
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研究ノート

ハ
4
)
ど
〈

5
仏
国
各
弘
子
回
目
・

0
・申

HHN・
〉
ロ
B
-
u
-

ハ
5
)
問
。
ド

5
∞
wω-KH・
5
∞
は
ヴ
ィ

γ
ト
シ
ャ
イ
ト
の
見
解
に
従
っ
た
。

(
6
)
ω
m
t開
ロ
ア

ωuu古
田

L
E
r
E昨日問。ロ

H
N
O
S
E口
r
g
刻。ロ
r
g
切仏・

〈
-
H∞品
H-ω
・
ω出
岳

民

-
u
H
M
E
n
z
p
司

ωロ仏
o
r
gロ]戸
N-
〉
c
p
-
H∞吋吋・

申

申

N
ω
-
H品
回
目
同

-u
出
D
E
R
-
司
自
己
巾

r
z
p
H
∞UH・
一
中
由

ωω
・

ωhHH
向
山

口
2
ロロゲロ円四唱

p
m・
o・-ω
・
8
0・

(

7

)

弱
効
力
説
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
消
滅
時
効
の
完
成
を
知
っ
て
任
意

に
債
務
を
承
認
す
る
場
合
は
、
債
権
は
再
び
訴
求
し
う
る
も
の
と
な
り

(
〈
間
「
対
話
己
与
2
m
o
p
司
自
号

}28
回
L
-
H
U
H∞
8
・申

S
E
〉
回
目
・

品
)
、
ま
た
、
質
権
は
債
権
の
付
加
物
(
〉

n
n
o
g
5ロ
)
に
す
ぎ
な
く
と
も

質
権
請
求
権

q
pロ
仏
国
国
名
る
円
}
お
)
は
対
人
的
債
権
(
宮
ロ
ロ
ロ
】
ぽ
宮

町
O
E
2
cロ
佃
)
の
時
効
消
滅
後
も
存
続
し
う
る
こ
と
に
な
る

(
U
2
5ロ'

Z
H
m
-
白
・
曲
。
・
・

ω・
8
3
0

(
8
)
ω
S己門出口問。同
H
(リ
S
E
m
-
同
O
B
B
2
M
g円

N
E
B
回
国
『
間
四
円

E
n
y
oロ

。
2
2
N
r
E円
『
切
【
H・
H-
ロ
〉
口
出

--H甲
山
、
ア

N
N
E
申
N
N
N
ω
-
H
H
3・

〈
9
〉
ωミ
何
回
}
J
p
m・
p
-
ω
-
Nミ
同
・
な
お
、
サ
ヴ
ィ
-
一

I
の
時
効
観

に
つ
い
て
は
、
東
海
林
邦
彦
「
サ
ヴ
ィ
品
l
の
消
滅
時
効
理
論
」
金
沢

大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
筋
二
三
巻
一
一
良
以
下
参
照
。

(
ω
)

宮

cts-E-同

ω
-
N
戸

(

U

)

列
目
白
間
〈
巾
ご
郎
町
民
ロ
聞
か
ら
〉
ロ
田
守
口
円
}
阿
国
語
之
町
長

E
口
問
へ
の
呼
称

の
推
移
に
つ
い
て
は
注
(

1

)

参
照
。

(
ロ
)
東
海
林
・
前
掲
論
文
三
六
京
以
下
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
!
の
時
効
観
は
①

に
集
約
さ
れ
る
と
し
、
サ
ヴ
ィ
ニ
l
の
消
滅
時
効
理
論
を
細
部
に
わ
た

り
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ハ
日
)
内
池
「
時
効
に
お
け
る
援
用
と
中
断
と
の
関
係
」
慶
応
大
学
法
学
研

究一二

O
巻
六
号
三
六
頁
注
(

5

)

参
照
。

(
M
〉
戸
叶
ロ
r
p
〉
口
問
。
5
2ロ
R
吋
2
7凶

2
u
o
E
g
n
y
o口
即
位
同
問
。
門
口

nroロ

河
内

n
y
F
∞
仏
・
ロ

N
E巴
P
0・
H
甲
山
、
戸
抑
留

ω
印。吋・

〈日

)
F
m
Eロ
N噌
〉
口
問
。
5
2ロ
2
吋

oF]
仏
2
L
O
E
H
m
n
r
oロ
ロ
位
同
問
。
同
町

nroロ

H
N
2
7
g・
ι・〉出向日・

5
4
4
抑
広
口
同

ω
・
N
5・

(
日
山
)
但
し
、
ラ
レ

γ
ツ
は
他
の
箇
所
(
め
げ
L
・
ω・
M
M
H
)

で
、
請
求
権
の
消

滅
時
効
は
、
一
般
に
債
権
者
が
活
動
し
な
い
結
果
で
あ
る
と
も
述
べ
て

い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
本
文
の
如
く
、
一
フ
レ
ン
ツ
の
時
効
観

を
閏
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と

し
て
も
、
時
効
観
の
一
つ
の
型
を
知
る
う
え
で
意
味
を
も
と
う
。

ち
な
み
に
一
7

レ
ン
ツ
に
あ
っ
て
は
、
「
自
分
は
債
務
を
負
っ
て
い
な

い
と
信
じ
、
も
し
く
は
多
分
負
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
者
の

み
な
ら
ず
、
債
務
の
存
在
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
自
己
の
債
務
を
免
れ

る
便
利
な
手
段
を
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
消
滅
時
効
の
抗
弁
に
見
い
出
す

者
も
、
消
滅
時
効
の
完
成
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
る
が
、

真
の
権
利
者
保
護
の
点
に
つ
い
て
は
、
悪
意
の
再
抗
弁
を
債
権
者
に
与

え
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
と
す
る
よ
う
で
あ
る
な
『
仏
・
∞
'
N
H印)。
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ス

イ

ス

ス
イ
ス
債
務
法
は
、
債
務
消
滅
の
章
で
消
滅
時
効
を
規
定
す
る
(
ス
償

二
七
条
!
一
回
二
条
)
。
「
連
邦
民
法
が
之
に
対
し
て
別
段
の
規
定
を
設
け
ざ



る
凡
て
の
債
権
は

一
O
年
の
満
了
と
共
に
消
滅
時
効
に
因
り
て
消
滅
す
」

(
ス
債
一
一
一
七
条
〉
る
が
、
「
判
事
は
消
滅
時
効
を
職
権
に
依
り
考
慮
す
る

こ
と
を
得
ず
」
(
ス
債
一
四
二
条
)
と
さ
れ
、

通
常
の
消
滅
時
効
期
聞
が
一

O
年
で
あ
る
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
異
な
り
我
が
民
法
と

同
じ
、
援
用
規
定
の
形
式
の
点
で
は
ド
イ
ツ
民
法
と
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
民

法
及
び
我
が
民
法
と
似
て
お
り
、
総
じ
て
規
定
形
式
は
我
が
民
法
に
近
い
と

い
え
よ
う
。
か
よ
う
な
ス
イ
ス
消
滅
時
効
法
制
度
の
根
拠
と
し
て
、
以
下
で

は
、
カ
l
ル
・
ス
ピ
ロ

l
の
説
く
と
こ
ろ
を
観
る
こ
と
と
す
る
。

ス
ピ
ロ

l
は

消
滅
時
効
制
度
を
根
拠
守
つ
け
る
に

一
章
三
二
頁
を
割

はl

彼
の
分
析
は
、
先
ず
消
滅
時
効
の
役
割

(
〉
三
官
一
宮
)
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
消
滅
時

き
、
極
め
て
詳
細
に
検
討
す
る
。

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

効
の
役
割
は
、
債
務
者
の
保
護
、
即
ち
、
第
一
に
理
由
な
き
請
求
か
ら
の
保

護
、
第
二
に
不
意
打
ち

(
C
Z
2
2
n
E口
出
)
及
び
心
配
(
回
。
町
民
同

n
r
Zロ間)

に
対
す
る
保
護
に
あ
る
。
第
一
の
理
由
な
き
請
求
か
ら
の
保
護
の
要
請
は
、

債
務
者
の
証
明
困
難
を
理
由
と
す
る
。
即
ち
、
債
務
者
は
そ
も
そ
も
考
え
ら

れ
る
あ
ら
ゆ
る
債
権
に
対
し
て
、
念
の
た
め
に
消
極
的
確
認
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
債
務
者
は
請
求
権
が
自
己
に
対
し
て
行
使

さ
れ
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
か
よ
う
な
立
場
に
あ
る
債
務
者
が
最
初
か

り
あ
り
う
べ
き
万
が
一
の
場
合
の
た
め
に
一
証
明
手
段
を
確
保
し
、
そ
れ
を
無

期
限
に
と
っ
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
可
能
な
限
度
内
で
あ

っ
て
も
と
て
も
債
務
者
に
要
求
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
(
ゆ
ら
。
も
っ

と
も
、
挙
証
責
任
の
転
換
は
、
あ
ら
ゆ
る
広
範
な
論
議
を
遮
断
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
債
務
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
一
定
の
場
合

(

2

)

{

3

)

 

に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
及
び
イ
タ
リ
ア
法
の
よ
う
に
、
単
に
弁
済
の
推
定
を

基
礎
づ
け
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
(
岬
印
)
、
結
局
、
「
消
滅
時
効
の

第
一
の
役
割
は
、
そ
れ
自
体
理
由
の
あ
る
債
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
は
な

く
、
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
実
際
に
は
存
在
し
な
い
請
求
権
の
行
使
を
防
ぐ

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
債
務
者
を
給
付
な
し
で
免
除
す
る
の
で
は

な
く
、
不
当
に
、
た
と
え
善
意
に
で
あ
ろ
う
と
、
請
求
さ
れ
た
表
見
的
債
務

者
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
(
蜘
品
)
。

次
に
、
第
二
の
役
割
、
即
ち
実
際
に
債
務
が
存
在
す
る
場
合
の
不
意
打
ち

及
び
心
配
に
対
す
る
保
護
の
要
請
を
以
下
の
理
由
で
説
く
。
例
え
ば
、
遺
言

者
、
代
理
人
、
共
同
組
合
員
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
債
務
で
あ
る
と
か

扶
養
義
務
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
債
務
者
の
関
与
な
し
に
債
務
が
生
じ
る
場

合
は
往
々
に
し
て
あ
り
、
か
よ
う
な
、
債
務
者
に
と
っ
て
不
知
の
債
務
が
突

然
履
行
を
求
め
ら
れ
る
と
、
債
務
者
は
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準

備
を
い
つ
で
も
十
分
に
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
従
っ
て
非
常
に
う
ろ
た
え

る
と
と
も
に
、
容
易
な
ら
ざ
る
事
態
に
陥
る
や
も
知
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
場
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合
に
も
債
務
者
に
保
護
を
与
え
る
の
は
消
滅
時
効
の
木
質
的
役
割
で
あ
る
と

い
う
(
帥
叶
)
。
ま
た
、
法
は
債
務
不
知
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
債
務
の
存
在
を

知
っ
て
い
た
債
務
者
を
も
保
護
す
る
が
、
そ
れ
は
何
故
か
。
こ
れ
に
答
え
る

ス
ピ
ロ
l
の
説
明
は
極
め
て
興
味
深
い
。
即
ち
、
カ
ノ
ン
法
は
包
括
的
に
善

へ4
}

意
の
要
件
を
課
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
も
、
債
務
が
存
在
し
た
こ

と
及
び
債
務
者
の
悪
意
が
証
明
さ
れ
た
時
は
消
滅
時
効
の
援
用
を
排
斥
し
、

(e} 

同
様
に
若
干
の
ス
イ
ス
州
法
が
債
務
者
の
善
意
を
要
求
し
た
が
、
ド
イ
ツ
普

(
7
)
 

通
法
で
は
そ
の
要
件
の
当
否
が
し
だ
い
に
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

後
の
法
典
、
編
纂
で
は
、
一
般
に
そ
の
要
件
が
否
定
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
善

意
不
要
の
理
由
が
潜
む
と
い
う
。
つ
ま
り
、
善
意
を
要
件
と
す
る
と
、
債
権

者
は
債
務
者
の
悪
意
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

通
常
の
事
態
で

は
、
債
権
者
は
悪
意
を
推
定
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
示
す
だ
け
で
よ
い
で

あ
ろ
う
。
他
方
、
債
務
者
は
、
善
意
が
、
た
い
て
い
の
場
合
は
そ
う
で
あ
ろ

う
が
、
特
別
事
情
に
依
拠
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
特
別
事
情
の
証
明
と

い
う
困
難
な
要
求
を
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
証
明
に
失
敗
す
る
危

険
を
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
債

権
者
が
長
い
間
沈
黙
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
債
務
者
は
、
請
求
権
が
行
使
さ

れ
る
こ
と
を
考
え
に
入
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
長
期
間
経
過
後
の

債
権
行
使
は
往
々
に
し
て
債
務
者
が
債
権
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
ま
さ
る

と
も
劣
ら
ぬ
打
撃
を
債
務
者
に
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
か
よ
う
な
債
務
者
も

保
護
に
値
す
る
と
い
う
(
申
白
)
。

更
に
ス
ピ
ロ
ー
は
、
債
務
者
が
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
請
求
権
の
行
使
に

よ
り
不
意
打
ち
を
く
ら
う
場
合
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
逆
に
、
債
権
者
は
全
く

行
使
を
考
え
て
い
な
い
請
求
権
を
、
債
務
者
が
心
配
し
て
い
る
場
合
に
も
保

護
を
必
要
と
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
債
権
は
行
使
さ
れ
て
は
じ
め
て
債

務
者
を
悩
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
給
付
の
準
備
と
と
も
に
、
ま
た
、
給
付
の

用
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
中
、
債
務
者
を
悩
ま
せ
る
の
で
あ
り
、
か

よ
う
な
給
付
の
準
備
は
、
債
務
を
負
っ
て
い
る
以
上
避
け
え
な
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
債
権
者
が
給
付
を
全
く
望
ま
ず
、
従
っ
て
、
決
し
て
給
付
が
な
さ

れ
な
い
場
合
に
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
慎
重
な
人
で
あ
れ
ば
、
疑
わ
し

い
も
し
く
は
否
定
さ
れ
る
債
務
に
対
し
て
す
ら
、
給
付
の
準
備
に
悩
ま
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
も
は
や
給
付
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

は
問
題
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

a
s。

最
後
に
ス
ピ
ロ

l
は

消
滅
時
効
に
課
せ
ら
れ
た
そ
の
他
の
役
割
と
し

て
、
債
権
行
使
の
促
進
(
酔
ロ
)
、

裁
判
所
の
免
責

G
E
)
を
も
検
討
す
る

が
、
い
ず
れ
も
本
質
的
役
割
で
は
な
い
と
し
、
公
益
(
由
民

g
E
n
Z師
同
ロ
件
。
.

E
E
O
)
の
確
保
(
酔
広
)
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
葉
の
多
義
性
に
よ
り
何
を

意
味
す
る
の
か
を
被
い
隠
す
と
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
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以
上
の
如
く
、
ス
ピ
ロ
ー
は
、
先
ず
消
滅
時
効
を
債
務
者
保
護
の
役
割
を

担
っ
た
制
度
と
し
て
把
握
し
、
次
に
、
か
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
法
制
度
を
、

債
務
者
保
護
の
二
つ
の
場
合
に
対
応
せ
し
め
て
正
当
化

(
m
R
E
P三
百
口
口
問
)

す
る
。
先
ず
、
消
滅
時
効
が
現
に
存
在
す
る
権
利
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な

く
、
理
由
な
き
請
求
か
ら
の
防
禦
に
役
立
つ
場
合
(
債
務
者
保
護
の
第
一
の

場
合
ゾ
に
は
、
正
当
化
の
た
め
に
あ
ら
た
め
て
多
く
を
論
ず
る
必
要
は
な
い

と
す
る
。
次
に
、
現
に
権
利
が
存
在
し
て
も
債
権
者
は
消
滅
時
効
に
甘
ん
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
(
債
務
者
保
護
の
第
二
の
場
合
〉
に
は
、
請
求
権

の
放
棄
(
〈

R
N
r
Z
)
と
の
緊
密
な
類
似
性
を
説
き
(
し
か
し
、
常
に
放
棄

と
同
視
す
る
の
で
は
な
い
が
)
、
「
要
す
る
に
、
消
滅
時
効
は
債
権
者
自
ら
見

は)

捨
て
た
よ
う
な
請
求
権
を
債
権
者
か
ら
奪
い
取
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
請

求
権
の
喪
失
(
〈

2
-
E
C
を
論
じ

(
Z
5
i
H吋
)
、
い
わ
ゆ
る
悌
怠
罰
に
よ
る

消
極
的
正
当
化
の
論
法
を
否
定
す
る
の
で
あ
る

as)。

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

(

1

)

剛内田門戸

ω-vR0・
0
ぽ

切

mm円相ロ
N
E
ロ
間
宮
L
4
巳
R
m
m口
Z
O

【

H
E
円
nr

〈
め
己
記
ロ
ロ
ロ
岡
田
l
〈
ぬ
門
司
可
rzロ
m
Tロロ円

H
H
1
m
w
同丘町円
Z
Z
P
切門田・

H
-

ロ
-

H

申
叶
日
)
・
本
書
は
時
効
等
の
問
題
に
関
す
る
ス
イ
ス
(
独
語
圏
と
い
っ
て

も
よ
か
ろ
う
)
文
献
中
最
新
且
つ
辰
大
(
総
頁
数
一
六
八
六
頁
、
う
ち

消
滅
時
効
に
つ
い
て
第
一
巻
九

O
八
頁
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
)
の
も
の

と
し
て
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
に
つ
い
て
は
君
主
任
。
円

】
・
同
年
》
国
n
y
o
広
に
よ
る
紹
介
が
あ
る
(
〉
n戸
ロ
仏
・
ロ
∞
図
。
間
同

Niω

]5-斗∞・

ω
・
ωω
品
同
)
。

(

2

)

フ
ラ
ン
ス
民
法
二
二
七
一
条
|
二
二
七
五
条
。

(

3

)

イ
タ
リ
ア
民
法
二
九
五
四
条
|
二
九
六
一
条
。

(

4

)

〈
包
・

ω立吋
C
・
m
-
F
0
・
ω
お
〉
ロ

g
・u-

ハ
5
)
〈
凹
「

ω唱
ご
タ
同
・
目
・

0
・・

ω・
5
〉
ロ
B
品・

(
6
)
〈
包
・

ω立
5
・
m-
回
・
。

--ω
・
5
〉
ロ
ヨ
・
印
・

(

7

)

〈
m-・
ω
1
5・同・

P
O
-
-
ω
・
5
K
Fロ
ヨ
・
品
-

(

8

)

こ
こ
に
お
け
る
ヱ
列

2
z
r
s
mロロ悶

E

の
語
義
は
、
消
極
的
理
由
づ

け
と
し
て
の
サ
ヴ
ィ
ニ

l
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

(

9

)

ま
た
、
ス
ピ
ロ
l
は
、
債
務
者
の
負
担
(
切
。

-
g
Z口
四
一
)
即
ち
消
滅
時

効
の
持
つ
債
権
行
使
促
進
機
能
の
ゆ
え
に
債
務
者
が
債
権
行
使
を
受
け

や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
正
当
化
を
も
論
ず
る

G
N
S。
か

よ
う
な
考
察
も
し
く
は
視
点
は
、
従
来
み
ら
れ
ね
も
の
で
あ
っ
た
と
い
、

う
意
味
で
興
味
深
い
が
、
私
見
で
は
、
債
務
者
が
相
当
期
間
内
に
債
権

行
使
を
受
け
る
こ
と
を
甘
受
す
べ
き
は
、
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と
い

う
点
か
ら
当
然
と
思
わ
れ
る
の
で
、
か
か
る
正
当
化
の
必
要
が
あ
る
か

は
疑
問
で
あ
る
。

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
出
訴
期
限
規
則
(
窃
ωgz門

z。凹E
《)同ピ
B
-広E丹r州

の
ポ
リ
ジ

l
に
つ
い
て
は
、
日
ν
円。一見。ロ

h
w
z
o耳切
O
F
F
-
B
F
g
t
cロ
C
同

〉ロ
t
g
p
s
a
-
-
u匂
-N1ω

参
照
。
こ
こ
で
は
、
①
証
明
の
困
難
、
②

M
M
O
白
円
命
令
え
・
回

g
F
P
一『
-
Lロ
〉
wnoロ
ユ
タ
の
円
。
凹
P

H
∞N
印
・
開
口
問

-2r

閉
山
由
吉
岡

S
E
C
-
丘
署

EHlEN)、
@
権
利
の
上
に
眠
る
者
を
保
護
せ

ず
(
、
吋
r
o
g
c同
g
m
r
c口
三
ロ
三
自
己
え

P
E
E
司
rc
間
D
g
m
-
0
4
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。
ロ
仲
町
色
町
門
}
白
H
B∞
・
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
百
円
白
色
田
宮
町
、
田

F
E
E

D
同
開
口
問
-mw
ロ円四

ω
ロ
凶
め
仏
・
〈
O
-
-
N
品・匂・]{∞]戸・

第
三
節

従
来
の
学
説
の
検
討

学
説
検
討
の
視
点

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
(
目
的
・
存
在
理
由
)
は
い
か
に
し
て
探
知
さ
れ

る
か
。
こ
と
は
法
解
釈
の
方
法
論
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
軽
々

し
く
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
従
来
の
学
説
を
検
討
し
、
私
見
を
形
成

し
て
い
く
基
本
的
な
法
解
釈
の
視
点
を
、
簡
単
に
で
は
あ
れ
明
ら
か
に
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
あ
る
法
制
度
の
根
拠
を
探
究
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
法
制
度
が

い
か
な
る
法
律
効
果
を
伴
っ
た
制
度
で
あ
る
の
か
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
法
制
度
の
法
律
効
果
を
把
握
す
る
こ

と
な
く
し
て
は
、
そ
の
法
制
度
が
処
理
し
よ
う
と
し
た
生
活
関
係
を
認
識
し

得
ず
、
従
っ
て
、
何
ゆ
え
か
か
る
法
的
処
理
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
実
質

的
理
由
、
即
ち
当
該
法
制
度
の
根
拠
を
探
知
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
問
題
と
さ
れ
る
法
制
度
の
法
律
効
果
は
何
に
依
拠
し
て
解
釈
さ
れ
る

か
。
第
一
に
文
理
解
釈
、
次
に
体
系
的
解
釈
、
最
後
に
目
的
論
的
解
釈
か
ら

の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
一
般
的
に
説
か
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
応
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
と
忠
わ
れ
る
。
が
、

い
わ
ゆ
る
概
念
法
学
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
利
益
衡
量
I
価
値
判
断
と
い
う

側
面
が
(
時
に
は
過
度
に
〉
強
調
さ
れ
て
い
る
今
日
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
解
釈
の
比
重
は
、
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
さ
ぬ
よ
う
、
よ
り
自
覚
的

に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
成
文
法
規
そ
れ
自
体
は
、
第

一
義
的
に
価
値
判
断
命
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に

は
ゆ
か
〔
ず
ど
、
「
一
般
人
は
し
ば
し
ば
そ
れ
〔
H
法
文
〕
に
準
拠
し
て
行

動
を
調
整
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
「
文
理
解
釈
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
基

礎
で
あ
り
出
発
点
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
え

ょ
う
。
従
っ
て
、
ま
ず
法
文
の
文
理
解
釈
に
よ
り
当
該
法
制
度
の
法
律
効
果

を
確
筋
)
し
、
し
か
る
の
ち
、
根
拠
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
。
「
条
文
の
文
字

や
立
法
趣
旨
を
あ
ま
り
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
持
ち
こ
ん
だ
『
理
論
』
を
あ

た
か
も
法
律
そ
の
・
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
い
て
、
そ
こ
か
ら
よ
り
具
体

(
6
)
 

的
な
帰
結
を
ひ
き
出
し
て
〔
く
る
〕
」
説
に
対
し
て
は
、
検
証
の
基
準
を
見

出
し
得
な
い
ば
か
り
か
、
か
か
る
解
釈
論
に
立
つ
説
は
、
他
説
に
対
す
る
検

討
と
批
判
を
自
ら
放
棄
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
当

該
法
制
度
の
法
律
効
果
を
確
定
し
た
の
ち
、
そ
の
法
制
度
の
根
拠
を
さ
ぐ
ろ

う
と
す
る
も
、
か
か
る
法
律
効
果
か
ら
、
た
だ
ち
に
あ
る
特
定
一
個
の
根
拠

が
当
然
に
導
き
出
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
即
ち
複
数
の
依
拠
、
例
え
ば
甲
・
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乙
が
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
得
ょ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
法
制
度
を

構
成
す
る
各
個
の
規
定
を
、
よ
り
体
系
的
・
整
合
的
に
説
明
し
う
る
方
を
選

択
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
根
拠
甲
に
よ
れ
ば
当
該
法
制
度
を
形
成
す
る
各

個
の
法
規
を
、
-
論
理
的
に
矛
盾
な
く
説
明
し
得
る
が
、
根
拠
乙
に
よ
れ
ば
甲

説
ほ
ど
に
は
整
合
的
に
説
明
し
得
な
い
場
合
に
は
、
当
該
法
制
度
の
根
拠
は

甲
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
か
よ
う
な
典
型
例

ば
か
り
で
は
な
く
、
甲
・
乙
決
し
難
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、

解
釈
者
の
価
値
観
に
基
づ
く
妥
当
性
の
判
断
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
文
理

解
釈
、
体
系
的
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
言
語
的
側
面
、
論
理
体
系
的
側
面
か
ら
、

相
当
レ
ベ
ル
ま
で
解
釈
を
限
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
に
し

(1) 

て
得
ら
れ
た
根
拠
は
、
目
的
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
現
実
社
会
へ
の
適
合
性
が

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
本
論
に
即
し
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
消
滅
時
効
制
度
の

根
拠
を
探
究
す
る
に
は
、
先
ず
、
法
規
の
文
理
解
釈
か
ら
消
滅
時
効
の
効
果

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
か
か
る
効
果
が
な
ぜ
認
め
ら
れ
る

の
か
と
い
う
実
質
的
理
由
、
即
ち
根
拠
を
考
え
、
そ
こ
に
て
得
ら
れ
た
一
応

の
根
拠
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
検
証
と
は
、
消
滅
時
効
法

を
形
成
す
る
各
個
の
規
定
を
、
論
理
的
に
矛
盾
な
く
説
明
し
う
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
一
応
の
根
拠
と
し
て
甲
・
乙
が
考
え
ら
れ
る
な

ら
ば
、

甲
・
乙
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
証
が
な
さ
れ
る
を
要
す
る
。
も

し
、
甲
か
ら
は
全
て
の
法
規
を
説
明
し
得
る
も
、
乙
か
ら
は
説
明
し
得
な
い

場
合
に
は
、
甲
を
も
っ
て
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
少

な
く
と
も
、
乙
説
が
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
、
自
説
か
ら
説
明
の
つ
か
ぬ

規
定
を
立
法
上
の
不
備
な
い
し
は
過
誤
と
い
う
は
、
甲
説
に
よ
っ
て
も
各
個

の
法
規
を
説
明
し
得
ぬ
こ
と
を
論
証
し
、
か
っ
、
第
三
の
狼
拠
丙
を
探
究
し

つ
つ
、
な
お
丙
を
探
知
し
得
ぬ
限
り
に
お
い
て
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

し
て
最
後
に
、
こ
の
根
拠
の
、
現
実
社
会
へ
の
妥
当
性
の
判
断
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

各
学
説
に
対
し
て
既
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
な
い
し
疑
問
と
の
重
複
は
、
叙

述
の
運
び
に
お
い
て
必
要
な
限
り
に
控
え
、
右
の
視
点
か
ら
従
来
の
学
説
を

検
討
し
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

(

1

)

方
法
論
の
検
討
は
、
周
知
の
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る
法
解
釈
論
争
の
前

後
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
て
お
り
、
文
献
も
多
数
に
の
ぼ
る

が
、
学
説
の
状
況
は
、
渡
辺
洋
三
『
法
社
会
学
と
法
解
釈
学
』
(
昭
和

三
四
年
)
三
頁
以
下
、
碧
海
純
一
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
法
解
釈
論
の

検
討
」
『
法
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
』
(
昭
和
五

O
年
)
一
一
二
五
頁
以

下
、
長
谷
川
正
安
「
法
の
解
釈
論
争
」
『
法
学
論
争
史
』
(
昭
和
五
一
年
)

八
一
頁
以
下
等
か
ら
展
望
し
う
る
。

(

2

)

滝
沢
幸
代
「
民
法
解
釈
に
お
け
る
理
論
」
成
城
法
学
一
号
六
六
頁
。
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な
お
、
滝
沢
論
文
は
「
概
念
法
学
へ
の
反
動
と
し
て
、
一
般
に
消
極
的

な
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
法
解
釈
学
の
理

論
を
、
そ
の
あ
る
べ
き
正
当
な
位
置
に
お
き
直
す
こ
と
」
を
目
ざ
し
た

と
さ
れ
る
(
同
、
七
一
一
良
)
。

(
3
〉
碧
海
純
一
『
新
版
法
哲
学
概
論
』
(
全
訂
第
一
版
昭
和
四
八
年
)
一

四
九
頁
。

(

4

)

前
注

(
3
〉
参
照
。

(

5

)

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
法
律
効
岡
市
の
確
定
と
い
う
も
、
究
明
さ
れ
た
根

拠
に
照
ら
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
確
定
し
た
法
律
効
果
の
内
容

は
、
さ
ら
に
正
確
な
表
現
を
得
、
当
該
法
制
度
の
正
当
な
理
解
に
導
か

れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
法
制
度
の
恨
拠
を
探
求
す
る
た
め

に
、
先
ず
当
該
法
制
度
の
法
律
効
果
を
確
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

は
、
一
応
の
確
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(

6

)

星
野
「
民
法
解
釈
論
序
説
」
法
哲
学
年
報
一
九
六
七
年
『
法
の
解
釈

と
運
用
』
八
二
頁
(
民
法
論
集
第
一
巻
九
頁
)
。

実
体
法
説
の
検
討

従
来
の
実
体
法
説
の
難
点
は
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
多
元
的
に
説
く

点
、
及
び
「
援
用
」
を
条
件
的
な
も
の
と
み
る
こ
と
か
ら
各
個
の
規
定
の
解

釈
に
あ
た
り
不
都
合
を
生
ず
る
と
い
う
点
の
二
つ
に
要
約
で
き
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
二
点
に
起
肉
す
る
具
体
的
批
判
は
、
既
に
論
じ
尽
さ
れ
た
か
に
思

わ
れ
る
。

訴
訟
法
(
法
定
証
拠
)
説
の
検
討

従
来
、
学
説
上
、
訴
訟
法
説
と
法
定
証
拠
説
と
は
特
に
区
別
さ
れ
ず
、
ほ

ぼ
同
義
で
指
称
さ
れ
て
き
た
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
、
の
ち

に
述
べ
る
よ
う
に
、
星
野
説
は
実
体
法
説
で
は
な
い
が
、
法
定
証
拠
説
と
も

若
干
相
違
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
訴
訟
法
説
と
は
、
消
滅
時
効
の
効
果
を
実

体
法
上
の
権
利
の
消
滅
と
解
す
る
い
わ
ゆ
る
実
体
法
説
に
対
応
し
た
意
味
で

用
い
る
。

ハ
円

法
定
証
拠
説
の
検
討

出
法
定
証
拠
説
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
消
滅
時
効
制
度
の
主
な
目
的

は
、
長
期
間
の
権
利
不
行
使
の
結
果
、
義
務
者
が
訴
訟
上
自
己
を
防
禦
す
る

た
め
に
必
要
な
証
拠
を
保
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
考
慮
し
、
権

利
消
滅
の
法
定
証
拠
を
義
務
者
に
与
え
る
こ
と
に
あ
る
」
と
。
即
ち
、
こ
の

説
は
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
証
拠
保
全
の
困
難
と
い
う
採
証
理
由
に
求

め
、
時
効
期
間
経
過
を
「
法
定
証
拠
」
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
法
定
証
拠
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
概
念
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
り
肉
、
「
証
拠
」
で
あ
る
以
上
、
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
の
「
事

実
」
を
認
定
す
る
資
料
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
「
事
実
」
と
は
権
利

の
消
滅
を
指
そ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
説
は
時
効
期
間
内
の
あ
る
時
点
で
権
利

は
消
滅
し
た
(
通
常
は
、
弁
済
に
よ
る
消
滅
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
〉
と
考
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え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
効
期
間
中
に
弁
済
が
な
さ
れ
た
蓋
然
性
は

高
く
と
も
、
そ
れ
は
必
然
性
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

一
般
に
証
明
は
必
然

性
ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
債
務
消
滅
の
「
証
拠
」
と
し
て
は

十
分
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
債
権
者
に
反
証

提
出
の
余
地
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
定
証
拠
説
の
難
点
は
こ

こ
に
起
因
す
る
。
な
お
、
右
「
反
証
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

(2) 

時
効
期
間
内
の
あ
る
侍
点
で
権
利
は
消
滅
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、

消
滅
時
効
の
効
果
を
権
利
消
滅
原
因
と
す
る
民
法
一
六
七
条
の
文
理
に
反
す

る
こ
と
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
「
権
利
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と

ば
的
表
現
が
条
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ

(1) 

と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
実
質
的
内
容
が
そ
の
と
お
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
」
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
と
、
そ

の
法
律
構
成
は
分
け
て
論
じ
得
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
、
証
拠
保
全
の
困
難
に
陥
っ
た
旧
債
務
者
の
保
護

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

と
す
る
の
で
は
、
時
効
法
を
構
成
す
る
各
個
の
規
定
を
説
明
し
得
な
い
。
以

下
に
そ
の
い
く
つ
か
を
例
示
す
る
。

lイ)

民
法
一
四
七
条
以
下
は
時
効
の
中
断
を
定
め
る
。
こ
こ
で
は
典
型
的

な
中
断
事
由
と
し
て
、
訴
の
提
起
と
承
認
を
考
え
て
み
よ
う
。
権
利
は
存
在

し
で
も
、
訴
の
提
起
も
し
く
は
承
認
と
い
う
中
断
事
由
な
き
場
合
は
、
時
効

期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
時
効
に
か
か
る
、
と
い
う
の
が
中
断
の
制
度
の
構

造
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
滅
時
効
の
中
断
は
、
時
効
期
間
中
の
権
利
の
存
続

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
効
期
間
内
の
あ
る
時
点
で
の
権
利
消
滅
を

認
め
ざ
る
を
え
な
い
法
定
証
拠
説
か
ら
は
、
こ
の
制
度
を
論
理
的
に
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
権
利
な
き
と
こ
ろ
の
訴
の
提
起
、

も
し
く
は
債
務
な
き
と
こ
ろ
の
債
務
承
認
に
よ
る
消
滅
時
効
の
中
断
は
理
解

し
難
い
。

ま
た
、
民
法
は
満
了
の
停
止
を
認
め
る
(
民
一
五
八
条
以
下
〉
。

度
は
、
時
効
期
間
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
権
利
行
使
の
特
に
困
難
な
事
情
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
時
効
の
完
成
を
-
認
め
る
の
は
権
利
者
に

酷
で
あ
る
と
の
配
慮
に
基
づ
き
、
時
効
の
完
成
を
猶
予
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
法
は
停
止
の
時
点
ま
で
は
権
利
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
法
定
証
拠
説
は
、
停
止
事
由
終
了
後
の
六
ヶ
月
内
に
債

務
の
弁
済
あ
り
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
定
証
拠
説
と
時
効
の
中
断

停
止
の
制
度
と
は
馴
じ
ま
ぬ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
前
節
で
観
た
ド
イ
ツ
の
強
効
力
説
と
弱
効
力
説
と
は
、
あ
い
争
い

な
が
ら
も
、
共
に
時
効
期
間
中
の
権
利
存
続
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

lロ)

民
法
五

O
入
条
は
、
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
債
権
を
自
働
債
権
と
す

」
の
制
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る
こ
と
を
認
め
る
。

本
条
の
設
け
ら
れ
た
理
由
を
我
妻
博
士
は
、
「
対
立
す

る
両
債
権
の
当
事
者
が
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
達
し
た
時
に
は
、

特
に
意
思
表
示
を
し
な
く
と
も
、
ほ
と
ん
ど
当
然
に
清
算
さ
れ
た
よ
う
に
考

え
る
か
ら
、
こ
の
信
頼
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。

こ
れ
を
裏
か
ら
い
え
ば
、
相
殺
適
状
に
あ
る
債
権
の
債
権
者
は
、
債
権
を
取

り
立
て
よ
う
と
し
て
も
相
手
方
か
ら
相
殺
さ
れ
る
の
で
、
か
か
る
債
権
者
に

債
権
の
行
使
を
期
待
し
え
ず
、
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
債
権
者
か
ら
債
権
を
奪

い
、
債
務
者
の
反
対
債
権
の
行
使
の
み
を
許
す
の
は
不
当
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た
債
権
で
も
相
殺
で

き
る
と
い
う
こ
と
は
、
消
滅
時
効
期
間
中
の
債
権
存
続
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

民
法
七

O
七
条
一
項
は
、
債
務
者
に
非
ざ
る
者
が
他
人
の
債
務
を
自

己
の
債
務
と
誤
信
し
て
弁
済
を
な
し
、
弁
済
を
受
け
た
債
権
者
が
消
滅
時
効

v~l 
に
よ
り
元
来
の
債
権
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
弁

済
者
の
返
還
請
求
権
を
認
め
な
い
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
、
本
条
は
、
弁
済

等
に
よ
る
消
滅
が
な
く
債
権
が
存
続
し
て
い
よ
う
と
も
、
債
権
は
消
滅
時
効

に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

民
法
七
二
四
条
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
と
し
て
三

年
と
ニ

O
年
を
定
め
る
。
二

O
年
の
期
間
(
消
滅
時
効
期
聞
か
除
斥
期
聞
か

同

と
い
う
争
は
あ
る
が
)
は
、
債
権
者
H
被
害
者
が
、
損
害
も
し
く
は
相
手
方

を
知
ら
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
損
害
も
し
く
は
相
手
方
を
知

ら
ず
し
て
、
債
務
の
弁
済
を
受
け
る
、
即
ち
、
債
務
が
二

O
年
の
う
ち
の
あ

る
時
点
で
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
一
ニ
忽
ー
の
短
期
消
滅

時
効
の
定
め
ら
れ
た
理
由
が
「
長
い
間
放
任
す
る
者
は
も
は
や
苦
痛
を
忘
れ

{
臼
)

た
者
と
し
て
保
護
す
る
必
要
が
な
い
」
と
い
う
点
に
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で

も
消
滅
時
効
期
間
内
の
あ
る
時
点
で
、
債
務
の
弁
済
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る

債
権
の
消
滅
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

(ホ)

時
効
完
成
後
に
時
効
完
成
を
知
ら
な
い
で
な
し
た
承
認
又
は
弁
済
の

実
体
法
説
か
ら
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か

有
効
性
は
、

し
、
同
様
の
批
判
は
法
定
証
拠
説
に
対
し
て
も
い
え
よ
う
。
時
効
期
間
経
過

H
そ
の
聞
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
債
務
の
消
滅
、
と
の
立
場
か
ら
す
れ
ば

い
わ
ゆ
る
時
効
完
成
後
の
承
認
と
し
て
時
効
の
援
用
が
封
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
ば
か
り
か
、
時
効
期
間
経
過
後
の
弁
済
は
非
債
弁
済
と
し
て
返
還
を
請

法
定
証
拠
説
か
ら
、
い
わ
ゆ

る
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認
は
援
用
権
の
喪
失
を
き
た
す
と
論
ず
出
)
の
は
理

求
し
得
ょ
う
(
民
七

O
五
条
)
。
し
か
る
に
、

解
し
難
い
。

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
法
定
証
拠
説
の
根
拠
た
る
採
一
証
理
由
か
ら
は
、

時
効
法
を
構
成
す
る
諸
規
定
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
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い
わ
ゆ
る
時
効
完
成
後
の
債
務
承
認
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
説
か
ら
の
論

理
展
開
と
し
て
も
一
貫
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
定
証
拠
説

は
文
理
解
釈
・
体
系
的
解
釈
上
の
多
く
の
難
点
を
有
し
な
が
ら
も
、
な
お
自

説
の
正
当
性
を
採
証
理
由
と
い
う
目
的
論
的
解
釈
上
の
恨
拠
の
み
を
も
っ
て

主
張
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
星
野
説
と
あ
わ
せ
て
考
え
る

こ
と
と
す
る
。

<=J 

星
野
説
の
検
討

先
ず
、
星
野
教
授
の
時
効
観
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
教
授
は
、
「
門
時
効
法
〕

の
統
一
的
解
釈
は
、
時
効
の
存
在
理
由
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
っ
て
し
か
で

(
同
)

き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
時
効
の
存
在
理
由

日l

(
H
根
拠
)
を
探
究
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
消
滅
時
効
の
存
在
理
由

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

を
考
え
る
に
は
、
①
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
債
務
者
が
債
務
を
免
れ
る
こ
と
の

根
拠
を
説
明
す
る
か
、
②
弁
済
し
た
債
務
者
の
地
位
が
潟
滅
時
効
に
よ
っ
て

安
定
す
る
点
に
着
服
す
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
を
問
題
と
す
べ
き
か
が
最
初
の

選
択
で
あ
る
と
し
、

」
の
点
に
つ
き
教
授
は
、
「
壱
も
し
も
時
効
制
度
が
な
か

っ
た
場
合
に
我
々
は
ど
う
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
を
推
測
し
て
み
る
」
こ

(
日
)

と
に
よ
っ
て
、
第
二
の
点
に
着
眼
さ
れ
る
。
教
授
に
あ
っ
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ

ー
ド
同
様
「
〔
消
滅
時
効
は
U

債
務
を
長
年
弁
済
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
こ

れ
を
免
れ
さ
せ
る
制
度
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
道
徳
な
制
度
で
は
な
い
の

か
」
と
い
う
価
値
判
断
に
立
た
れ
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
わ
が
民
法
の
時
効
法
は
、
時
効
を
権
利
の
得
喪
原
因
と

す
る
法
律
構
成
を
と
っ
て
い
る
点
だ
け
は
否
定
の
し
ょ
う
が
な
い
)
」
。
そ
こ

で
教
授
は
、
①
立
法
者
(
起
草
者
)
が
考
え
た
「
存
在
理
由
」
と
、
②
「
法

文
か
ら
し
て
そ
の
営
む
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
機
能
」
と
い
う
意
味
で
の

「
存
在
浬
由
」
、
そ
し
て
、
③
あ
る
べ
き
「
存
在
理
由
」
と
に
分
け
、
①
に

つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
立
法
者
(
起
草
者
)
の
、
時
効
の
目
的
に
対
す
る
観

念
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
の
で
、
①
の
意
味
に
お
け
る
「
存
在
理
由
」
は
い

え
な
い
、
②
に
つ
い
て
は
、
わ
が
民
法
の
時
効
制
度
の
存
在
理
由
は
矛
盾
し

た
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
判
例
に
よ
っ
て
現
実
に
動
い

て
い
る
わ
が
〔
消
滅
〕
時
効
法
は
、
弁
済
者
を
保
護
す
る
機
能
と
、
非
弁
済

者
を
保
護
す
る
機
能
と
の
双
方
を
営
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

し
、
③
に
つ
い
て
は
、
「
〔
消
滅
時
効
制
度
は
〕
原
則
と
し
て
、

T
l
u
弁
済

者
の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
た
め
の
制
度
と
苧
え
日
」
と
説
か
れ
る
。

右
に
み
た
如
く
、
星
野
教
授
の
時
効
観
は
、
弁
済
の
証
拠
保
全
の
図
難
H

二
重
弁
済
の
危
険
、
と
い
う
採
証
理
由
に
基
礎
を
置
き
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
法

説
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
効
期
間
の
経
過

は
債
務
弁
済
の
蓋
然
性
を
高
め
よ
う
と
も
、
法
定
一
証
拠
説
の
如
く
、
必
然
性

を
導
く
も
の
で
は
な
い
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
時
効
期
間
経
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研究ノート

過
に
弁
済
の
推
定
を
み
る
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
時
効
観
の
復
古
的
主
張
と
も
い

え
よ
う
。
以
下
に
検
討
す
る
。

{11 

星
野
教
授
は
、
「
あ
る
べ
き
消
滅
時
効
制
度
の
存
在
理
由
」
は

済
者
の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
に
あ
る
が
、
「
法
文
か
ら
し
て
そ
の
営
む

こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
機
能
と
い
う
意
味
で
の
存
在
理
由
」
即
ち
、
我
が

民
法
の
時
効
制
度
の
存
在
理
由
は
矛
盾
し
た
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
、

我
が
国
の
現
行
時
効
法
の
統
一
的
解
釈
の
た
め
に
、
現
行
時
効
法
の
綬
拠
を

さ
ぐ
る
と
い
う
姿
勢
は
く
ず
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
星
野
説
か
ら
は
時
効
法

の
各
個
の
法
規
を
説
明
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
星
野
説
に
対
す

る
批
判
と
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
こ
こ
で
検
討
さ
る
べ
き
は
、

先
ず
「
あ
る
べ
き
存
在
朝
刊
由
」
の
解
釈
論
に
お
け
る
有
用
性
で
あ
ろ
う
。
現

行
時
効
法
規
か
ら
離
れ
て
「
あ
る
べ
き
存
在
理
由
」
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、

右
「
存
在
理
由
」
を
目
的
論
的
解
釈
と
し
て
現
行
法
の
解
釈
に
生
か
さ
ん
と

す
る
も
、
か
か
る
解
釈
は
や
は
り
立
法
論
と
の
境
界
を
あ
い
ま
い
に
す
る
の

で
は
な
い
か
、
従
っ
て
解
釈
論
と
し
て
ど
の
程
度
有
用
か
と
の
問
題
を
残
し

は
し
な
い
か
。
「
債
務
者
の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
た
め
」
と
い
う
根
拠

が
、
現
行
時
効
法
規
か
ら
部
分
的
に
抽
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
右

根
拠
に
馴
じ
ま
ぬ
諸
規
定
を
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
な
お
法
規
の
全
体

か
ら
時
効
の
根
拠
を
探
求
す
る
余
地
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(2) 

星
野
教
授
は
、
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
二
重
弁
済
を
避
け
る
に
あ

弁

る
と
し
、
消
滅
時
効
に
弁
済
に
よ
る
債
務
消
滅
の
推
定
を
み
る
の
で
あ
る
か

ら
、
「
本
来
的
に
は
、
・
・
:
弁
済
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合

に
時
効
の
保
護
を
与
え
る
必
要
は
な
い
。
三
百
で
い
え
ば
、
時
効
を
広
く
認

め
る
の
は
適
当
で
な
く
、
こ
れ
を
で
き
る
だ
け
制
限
す
る
よ
う
な
解
釈
を
と

〔
担
〉

る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
星
野
説
か
ら

す
れ
ば
、
裁
判
上
、
時
効
抗
弁
の
判
断
は
で
き
る
だ
け
後
に
ま
わ
し
、
当
該

債
権
発
生
の
有
無
な
い
し
消
滅
時
効
以
外
の
実
体
的
債
権
消
滅
事
由
の
有
無

の
探
知
に
努
め
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の

推
定
的
時
効
観
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
、
「
反
証
」
の
提
出
を
許
さ
ぬ
推
定
は

矛
盾
で
あ
る
と
の
根
本
的
批
判
に
あ
る
程
度
答
え
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、

債
権
者
に
推
定
を
覆
え
す
余
地
を
一
認
め
る
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
「
反
証
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
民
事
訴
訟
法
上
、
自

分
が
証
明
責
任
を
負
う
事
実
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
を
本
一
証
、
そ
れ
を
一
合

認
す
る
相
手
方
が
提
出
す
る
証
拠
を
反
証
と
い
う
。
そ
し
て
、
本
証
は
、
そ

の
事
実
の
存
在
に
つ
き
裁
判
官
を
し
て
確
信
を
抱
い
て
よ
い
と
さ
れ
る
心
理

状
態
に
ま
で
い
た
ら
せ
て
は
じ
め
て
目
的
を
達
す
る
が
、
反
証
に
お
い
て
は
、

否
認
す
る
事
実
に
つ
い
て
の
心
証
を
、
存
在
す
る
と
も
存
在
し
な
い
と
も
分

ら
な
い
と
い
う
状
態
に
い
た
ら
せ
れ
ば
そ
の
目
的
を
達
す
る
。
そ
こ
で
、
債
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権
者
が
訴
求
し
債
務
者
が
弁
済
に
よ
る
債
務
消
滅
を
主
張
す
る
場
合
を
考
え

る
と
、
こ
こ
で
は
債
務
者
の
弁
済
に
よ
る
債
務
消
滅
の
証
拠
が
本
証
と
な
り
、

そ
れ
を
否
認
す
る
債
権
者
の
証
拠
が
反
証
と
な
る
。
し
か
し
、
消
滅
時
効
は

債
務
消
滅
に
関
し
て
民
事
訴
訟
法
上
の
「
法
律
上
の
推
定
」
と
し
て
機
能
す

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
債
務
者
が
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
推
定
を
覆
え
す
た
め
に
債
権
者
の
な
す
、
債
務
消
滅
と
い
う
事
実
不
存
在

の
証
明
は
本
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
証
で
は
足
り
な
い
(
そ
う
す
る
と
、

旧
民
法
時
の
学
説
の
「
反
証
」
と
い
う
用
語
は
不
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
)
。

従
っ
て

星
野
説
か
ら
す
る
と
消
滅
時
効
制
度
は
債
務
者
に
証
明

(1) 

主
題
の
選
択
(
弁
済
に
よ
る
債
務
消
滅
か
、
消
滅
時
効
の
完
成
か
)
を
許
す

と
と
も
に
、
債
権
者
に
対
し
て
は
債
務
は
消
滅
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

つ
い
て
証
明
責
任
を
負
わ
す
も
の

(
H
証
明
責
任
の
転
換
)
と
な
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
権
者
の
、
弁
済
等
に
よ
る
債
務
消
滅
の
事

実
は
な
い
と
い
う
不
作
為
の
証
明
は
極
め
て
困
難
と
な
り
、
債
務
消
滅
の
推

定
を
回
復
え
す
余
地
は
理
論
上
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
事
実
上
は
な
き
に
等

し
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
権
利
者
と
い
え
ど
も
実
際

上
は
権
利
実
現
を
阻
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
従
来
実
体
法
説

に
寄
せ
ら
れ
た
、
何
ゆ
え
権
利
行
使
を
怠
っ
た
権
利
者
は
権
利
を
奪
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
批
判
と
類
似
の
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
即
ち
、
何
ゆ
え
権
利
行
使
を
怠
っ
た
債
権
者
は
証
明
責
任
の
転
換
に

よ
り
不
利
な
地
位
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
解
答
が

用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
右
債
権
者
の
証
明
は
、
人

証
-
精
微
な
帳
簿
等
の
物
証
か
ら
、
「
悪
魔
の
証
明
」

の
如
き
困
難
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
債
務
者
の
二
重
弁
済
の
危

険
が
、
極
め
て
小
さ
い
と
は
い
え
、
再
び
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
債
務
者
の
二
重
弁
済
の
危
険
を
徹
底
し
て
避
け
る
一
つ
の
方
向
は
、
法
定

証
拠
説
へ
の
同
化
へ
と
進
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
法
定
証
拠
説

が
時
の
経
過
に
債
務
消
滅
の
必
然
を
看
る
の
は
、
債
務
者
の
二
重
弁
済
を
遊

け
る
と
い
う
目
的
を
い
わ
ば
実
践
的
に
理
論
展
開
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
論

者
と
い
え
ど
も
消
滅
時
効
期
間
経
過
に
よ
る
債
務
消
滅
に
つ
い
て
は
高
度
の

蓋
然
性
が
あ
る
と
考
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
星
野

説
は
、
し
か
し
、
債
務
者
の
二
重
弁
済
を
避
け
る
方
向
と
し
て
、
法
定
証
拠

説
へ
の
同
化
を
拒
み
、
「
法
律
上
の
推
定
」
へ
と
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
す

れ
t工

従
来
の
法
定
証
拠
説
の
難
点
を
克
服
し
、
「
弁
済
に
よ
る
債
務
消
滅

の
蓋
然
性
が
高
い
」
と
い
う
実
体
に
即
し
た
最
も
完
成
度
の
高
い
解
釈
論
と

し
て
評
価
さ
れ
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
次
の
二
つ
の
問
題
が

残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
は
、
訴
訟
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
先

に
述
べ
た
如
く
、
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
権
利
者
の
権
利
が
奪
わ
れ
る
も
の
で
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研究ノート

は
な
い
に
拘
ら
ず
、
何
ゆ
え
証
明
責
任
の
転
換
に
よ
り
権
利
者
が
不
利
な
地

位
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
二
は
、
笑
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
債
務

を
弁
済
し
て
い
な
い
債
務
者
は
永
速
に
弁
済
の
義
務
を
負
う
の
か
、

で

あ

る
(3) 

星
野
教
授
は
、
消
滅
時
効
制
度
が
な
か
っ
た
ら
、
我
々
は
弁
済
の
証
拠

を
保
全
す
る
困
難
に
見
舞
わ
れ
二
重
弁
済
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
す
る
。

確
か
に
、
か
よ
う
な
弁
済
者
の
保
護
は
法
の
役
割
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
、

履
行
を
受
け
て
い
な
い
債
権
は
、
債
務
の
弁
済
に
よ
り
実
体
上
消
滅
す
る
迄

は
、
永
久
不
変
に
訴
求
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
足
野
説
を
つ
き
つ

め
る
と
、
債
務
を
弁
済
し
て
い
な
い
債
務
者
は
、
永
遠
に
弁
済
の
義
務
を
負

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
尾
野
説
か
ら
は
、
立
法
論
と
し
て

は
悪
意
の
債
務
者
に
対
し
て
消
滅
時
効
は
進
行
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
、
各
国
の
立
法
例
が
次
第
に
善
意
の
要
件
を
課
さ
な
く
な
り
、
近
代
諮

法
典
は
お
お
む
ね
善
意
を
要
求
せ
ざ
る
こ
と
、
す
で
に
ス
ピ
ロ

l
の
明
ら
か

に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
、
善
意
を
要
求
し
て
も
、
善
意
の
立
証
は
難

し
く
、
結
局
、
証
明
に
失
敗
す
る
危
険
を
債
務
者
が
負
う
こ
と
に
な
る
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
各
国
の
法
は
、

少
な
く
左

も
、
歴
史
的
に
は
善
意
の
債
務
者
が
消
滅
時
効
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
を
不

当
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
善
意
の
債
務
者
と

は
、
い
ま
だ
債
務
を
履
行
せ
ざ
る
債
務
者
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
、
債
権
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者
は
自
己
の
債
権
の
満
足
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
権
利
行
使
が
封
ぜ
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
権
利
の
永
続
性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
指
針

を
、
従
っ
て
ま
た
、
訴
訟
法
説
の
価
値
基
準
に
修
正
を
せ
ま
る
糸
口
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(

1

)

幾
代
通
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
四
四
年
〉
五
三
四
頁
以
下
、
四
宮
和

夫
『
民
法
総
則
』
(
新
版
昭
和
五
三
年
〉
二
九
八
頁
参
照
。

(

2

)

川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
(
昭
和
凶

O
年
)
四
四
七
頁
。

(

3

)

本
稿
第
一
節
三
注
(
辺
)
参
照
。

(
4
〉
小
山
昇
『
民
事
訴
訟
法
』
(
改
訂
版
昭
和
四
八
年
〉
二
八

O
頁
以
下
参

aμ

日目。

(

5

)

免
除
に
よ
る
債
務
消
滅
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、

実
際
に
免
除
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
場
合
と
、
具
体
的
な
意
思
表
示

は
な
い
が
免
除
が
あ
っ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
信
義
則

i
権
利
失
効
と
い
う
新
た
な
問
題
へ

連
な
る
こ
と
と
な
る
。

(
6
)
法
定
証
拠
説
の
自
ら
明
言
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
訴
訟
法
と
笑

体
法
の
関
連
か
ら
す
れ
ば
本
文
の
如
き
理
解
が
許
さ
れ
よ
う
。
な
お
本

稿
第
二
節
二
注
(
日
)
参
照
。

(

7

)

川
島
・
前
掲
書
四
五

O
頁。

(

8

)

安
達
・
判
例
評
論
一
一
二
一
号
一
一
三
一
一
頁
は
、
実
際
に
は
債
務
が
消
滅

し
て
い
る
の
に
誤
っ
て
債
務
者
が
債
務
を
承
認
し
た
場
合
で
も
、
そ
の



)
 

唱
上(
 

承
認
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時
債
務
が
存
在
し
た
と
の
強
い
推
定
力
が
働

く
か
ら
中
断
事
由
と
な
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
債
務
な
き
と
こ
ろ
に

も
消
滅
時
効
が
中
断
す
る
と
の
考
え
は
理
解
し
難
い
。
な
お
、
安
達
教

授
の
時
効
に
対
す
る
解
釈
(
注
釈
民
法
同
一
六

O
頁
以
下
)
に
つ
い
て

は
「
同
じ
規
定
に
二
段
の
異
な
っ
た
解
釈
論
を
盛
り
こ
む
の
は
、
い
か

に
も
む
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
(
星
野
・

時
効
論
文
三

O
七
頁
注
(

5

)

参
照
)
。

(

9

)

五
十
嵐
清
・
注
釈
民
法
嗣
一
一
一
一
六
頁
以
下
参
照
。

(

ω

)

我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』
(
昭
和
三
九
年
)
三
二
五
頁
参
照
。

(
日
)
藤
岡
康
宏
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
|
総

合
判
例
研
究
|
」
北
大
法
学
論
集
第
二
七
巻
第
二
号
(
昭
和
五
一
年
)

一
頁
以
下
参
照
。

(
ロ
〉
末
川
博
「
不
法
行
為
に
因
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
」
法
学
論
議

二
八
巻
三
号
一
八
頁
参
照
。
な
お
、
』
・
〉

-r-cd匂

F
n
p
F
Z
B
a
E
E
-

開
口
円
可
一
一
円

-o句
。
仏

E
C『
円

U
O
B
-
v由

g
t〈
め

Hh同

d
F
〈
O
]
-
M
H

斗
O
江田噌

(
u
r
・

5
・

5
J
R
3・日
ω
i
N
品
・
、
藤
岡
・
前
掲
論
文
四
頁
参
照
。

(
日
)
本
稿
第
一
節
三
注

(

6

)

参
照
。

〈
リ
凶
)
川
島
・
前
掲
書
四
六
六
頁
以
下
参
照
。

(
は
M

)

星
野
教
授
が
、
取
得
時
効
・
消
滅
時
効
を
一
括
し
て
考
察
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
消
滅
時
効
に
関
す
る
部
分
だ
け
を
取
り
出
し
て
本

文
に
記
す
こ
と
と
す
る
。

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

(
凶
〉
星
野
・
時
効
論
文
一
七
一
頁
。

(
口
)
同
前
一
八
六
頁
。

(
路
)
同
前
一
七
一
一
良
。

(ω)
同
前
二

O
六
頁
。

(
却
)
同
前
二
九
九
頁
。

(
幻
)
同
前
三

O
一二頁。

(
辺
)
本
稿
第
一
節
三
注
(
凶
)
参
照
。
星
野
説
は
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
法
説

に
位
置
す
る
た
め
、
法
定
証
拠
説
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
、
星
野
説

に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

(
お
)
星
野
教
授
の
、
ポ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
時
効
観
に
対
す
る
賛
意
は
各
所
で

う
か
が
わ
れ
る
(
例
え
ば
、
星
野
・
時
効
論
文
一
八
八
頁
、
一
九
七

l

八
頁
、
二

O
一
三
良
参
照
)
。

(
引
さ
星
野
・
時
効
論
文
三

O
三
頁
。
な
お
、
山
中
康
雄
「
時
効
の
本
質
|

権
利
得
喪
説
と
証
拠
方
法
説
」
判
例
時
報
編
集
部
編
・
民
法
基
本
問
題

一
五

O
講

I
(昭
和
四
一
年
)
二
二
六
|
七
頁
が
、
「
乙
が
、
甲
は
自

分
の
債
権
者
だ
が
、
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
、
と
主
張
す
る
こ
と

は
時
効
の
援
用
と
な
り
え
ず
、
裁
判
所
は
甲
を
債
権
者
、
乙
を
債
務
者

と
し
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
は
、
旧
民
法
の
規
定
(
証
拠
編

九
六
条
二
項
、
一
六
一
条
)
を
現
行
法
の
解
釈
諭
に
も
ち
こ
ん
だ
も
の

と
い
え
よ
う
。

四
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私

見

付

学
説
の
総
括

以
上
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
消
滅
時
効
制
度
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の
根
拠
を
採
証
理
山
に
求
め
る
説
で
は
、
現
行
時
効
法
規
を
統
一
的
に
説
明

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
不
可
能
と
い
う
は
、
単
に
民
法
二
ハ

七
条
の
文
理
よ
り
し
て
、
消
滅
時
効
が
権
利
の
消
滅
原
悶
で
あ
る
こ
と
を
窺

わ
せ
る
か
ら
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
消
滅
時
効
法
を
構
成
す
る
各
個
の
規
定

が
、
す
べ
て
消
滅
時
効
の
法
律
効
果
を
権
利
消
滅
と
す
る
こ
と
の
上
に
構
築

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
眺
め
て
も
訴
訟
法
説
の
入
り
込
む
余

地
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
訴
訟
法
説
は
、
星
野
教
授

に
よ
り
さ
ら
に
理
論
的
深
化
を
得
、
い
っ
そ
う
根
強
く
主
張
さ
れ
続
け
て
い

る
。
そ
れ
は
、

教
授
が
端
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
債
務
者
か
ら
二
重

弁
済
の
危
険
を
と
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
法
の
要
請
は
、
あ

ま
り
に
も
も
っ
と
も
だ
か
ら
で
あ
る
。
各
国
の
学
者
が
説
く
と
こ
ろ
も
、
こ

の
採
証
理
由
に
ふ
れ
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
従

来
、
消
滅
時
効
は
権
利
消
滅
原
因
で
あ
る
と
す
る
実
体
法
説
で
す
ら
、
そ
の

主
た
る
根
拠
を
採
証
理
由
に
求
め
、
訴
訟
法
説
と
の
区
別
を
あ
い
ま
い
に
し

て
き
た
こ
と
も
う
な
ず
け
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴
訟
法
説
を

っ
き
つ
め
る
と
、
い
ま
だ
俊
務
を
履
行
せ
ざ
る
債
務
者
が
時
効
利
益
に
あ
づ

か
る
の
は
、
消
滅
時
効
制
度
の
「
暗
黒
商
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
訴
訟
法
説
か
ら
は
債
権
者
に
対
す
る
慨
怠
罰
を
も
っ
て
消
極
的

に
弁
明
す
る
か
、
ラ
レ
ン
ツ
の
よ
う
に
「
大
な
る
不
当
を
避
け
る
た
め
の
小

な
る
不
当
」
と
し
て
消
極
的
弁
明
す
ら
も
一
諦
め
る
か
の
二
つ
し
か
方
向
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
現
行
消
滅
時
効
法
の
統
一
的
理
解
は
不
可

能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
な
さ

れ
る
か
。

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
考
え
る
に
は
、
星
野
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
、
消
滅
時
効
制
度
に
よ
り
、
①
債
務
者
が
債
務
を
免
れ
る
の
か
、
②
弁
済

し
た
債
務
者
の
地
位
が
安
定
す
る
の
か
、

を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
、
教
授
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
考
え
て
ゆ
か

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
授
の
研
究
に
よ
る
と
、
判
例
は
弁

済
者
を
保
護
す
る
機
能
と
、
非
弁
済
者
を
保
護
す
る
機
能
と
の
双
方
を
含
ん

で
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
実
定
法
規
の
文
言
が
て
般
人
の
行
為
規
範
と
な
る

こ
と
は
否
め
ず
、
文
理
解
釈
か
ら
は
消
滅
時
効
は
明
ら
か
に
権
利
消
滅
原
因

と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て

は
、
右
①
・
②
の
双
方
か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
意
さ
る
べ
き
は
、
②
の
選
択
は
①
を
排
除
す
る
関
係
に
あ

る
が
、
①
か
ら
の
考
察
は
②
を
包
摂
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
消
滅
時

効
制
度
が
、
債
務
者
で
あ
っ
て
も
債
務
を
免
れ
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
な
ら

ば
、
弁
済
す
れ
ど
も
証
拠
保
全
の
困
難
に
陥
り
、
証
明
手
段
に
欠
け
る
債
務

者
が
、
消
滅
時
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
何
ら
さ
ま
た
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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星
野
教
授
は
②
を
選
択
し
、
債
務
者
の
二
重
弁
済
を
避
け
さ
せ
る
こ
と
が

消
滅
時
効
制
度
の
あ
る
べ
き
存
在
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の

説
が
一
方
、
債
務
消
滅
一
の
「
推
定
」
を
基
礎
と
す
る
な
ら
ば
自
由
心
証
主
義

の
採
用
へ
、
他
方
、
「
二
重
弁
済
」
の
危
険
回
避
を
貫
く
な
ら
ば
法
定
証
拠

主
義
の
採
用
へ
と
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
行
消
滅
時
効
法
を
統
一
的
に
解
釈
す
る
た
め
に
残
さ

れ
た
唯
一
の
方
向
は
、
①
か
ら
考
察
を
進
め
、
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
債
務
者

は
債
務
を
免
れ
る
の
か
、
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

。
権
利
の
永
続
性

権
利
の
存
続
は
永
遠
か
。
わ
が
民
法
は
、
文
理
上
消
滅
時
効
を
権
利
の
消

{lJ 

滅
原
因
と
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
は
、
原
則
と
し
て
権
利
の
存
続
を
有

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

限
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
る
。
但
し
、
法
は
、

あ
る
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
こ
と
ば
的
技
術
を
駆
使
し
て
実
体
法

規
を
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
と
手
段

(
H
法
規
の
構
成
)
と
の
間
に

ず
れ
の
あ
る
こ
と
も
一
応
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
ず
れ
が
あ

消
滅
時
効
に
よ
り
権
利
が
消
滅
す
る
と
し

て
、
そ
の
根
拠
が
探
知
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
の

る
か
ど
う
か
は
、

文
理
通
り
、

根
拠
が
探
知
さ
れ
た
る
場
合
は
、
目
的
と
手
段
と
の
聞
に
ず
れ
は
な
く
、
従

っ
て
、
消
滅
時
効
は
権
利
を
消
滅
せ
し
め
る
実
体
法
上
の
制
度
で
あ
る
と
解

し
て
よ
い
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
、
ふ
た
た
び
、
論
者
の
真
意
は
別
と
し
て
ロ

I
ラ
ン
の
言
葉
を
借

り
よ
う
。
「
一
万
年
も
前
か
ら
の
権
利
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

社
会
の
状
況
を
つ
か
の
間
想
像
す
る
と
は
/
」
。
権
利
が
、
そ
の
満
足
を
得

る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
、
実
体
上
消
滅
す
る
こ
と
な
く
一
万
年
放
置
さ
れ
た

後
、
そ
の
権
利
者
の
相
続
人
か
ら
、
債
務
者
の
相
続
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る

権
利
主
張
を
許
す
べ
き
か
。
少
な
く
と
も
、
権
利
の
強
制
的
満
足
の
た
め
に

国
家
機
関
が
介
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
は
時
間
路
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も

っ
と
も
、
権
利
行
使
を
受
け
る
相
手
方
が
、
当
の
債
務
者
で
あ
れ
ば
、
彼
が

生
き
て
い
る
限
り
、
権
利
行
使
を
受
け
る
は
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
。
(
因
み
に
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
如
き
三

O
年
の

消
滅
時
効
期
聞
を
み
る
に
、
成
人
が
、
い
わ
ゆ
る
家
計
を
に
ぎ
っ
て
い
る
期

間
と
の
相
応
性
か
ら
、
実
際
に
は
、
権
利
行
使
が
当
の
債
務
者
一
代
に
対
し

て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
な
ら
ば
、
三

O
年
と
い

う
期
間
も
そ
れ
な
り
に
納
得
さ
れ
る
。
〉
し
か
し
、
法
は
、
当
の
債
務
者
自
身

の
債
務
と
、
そ
の
相
続
人
に
承
継
さ
れ
た
債
務
と
を
区
別
せ
ず
、
債
務
の
本

質
に
変
わ
り
な
き
も
の
と
す
る
。
従
っ
て
、
相
続
人
に
対
す
る
権
利
行
使
を
、

場
合
に
よ
っ
て
は
不
当
と
す
る
な
ら
ば
、
同
様
の
扱
い
は
当
の
債
務
者
に
対

し
で
も
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
消
極
的
理
由
づ
け
が
考
え
ら
れ
る
。
し
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か
し
こ
こ
で
も
、
相
続
人
の
如
き
、
通
常
、
債
務
の
発
生
に
与
り
知
ら
ぬ
者

を
保
護
す
る
た
め
に
、
法
は
限
定
承
認
ハ
民
法
九
二
二
条
)
と
い
う
制
度
を

用
意
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
の
債
務
者
が
債
務
(
責
任
)
を
免
れ
る
い

わ
れ
は
な
い
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
当
の
債
務
者
も
ま
た
債
務

(
責
任
)
を
免
れ
る
と
す
る
積
極
的
理
山
づ
け
は
見
出
し
得
な
い
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
は
、
権
利
は
有
限
と
の
判
断
を
基
礎

と
し
た
筈
の
、
従
来
の
実
体
法
説
で
す
ら
、
消
滅
時
効
に
よ
り
真
の
権
利
者

が
権
利
を
失
う
場
合
を
、
消
極
的
に
悌
怠
罰
を
も
っ
て
弁
明
す
る
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
づ
け
は
説
得
力
に
乏
し
い
。

こ
こ
に
、
我
々
は
ス
ピ
ロ

l
の
時
効
観
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
ス
ピ
ロ

l

は
、
消
滅
時
効
制
度
の
第
一
の
役
割
は
、
弁
済
者
の
保
護
に
あ
る
と
し
、
基

本
的
に
は
採
証
理
由
に
消
滅
時
効
制
度
の
根
拠
を
求
め
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
権
利
者
の
権
利
喪
失
を
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
初
め
て
積
極
的
に
論

証
し
よ
う
と
し
た
の
も
ま
た
ス
ピ
ロ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
も
ス
ピ
ロ

ー
の
時
効
観
は
極
め
て
特
筆
に
値
す
る
。
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
、

権
利
者
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
権
利
を
行
使
し
得
る
と
す
る
の
で
は
、
債
務

者
は
い
つ
ま
で
も
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
た
ま
ま
に
な
る
た
め
、
か
か
る

法
は
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
趣
旨

債
務
者
も
ま
た
、

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
短
期
消
滅
時
効
の
根
拠
と
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も

貌
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
は
、
フ
民
二
二
七
七
条
(
定
期
金
債
権

に
関
す
る
五
年
の
消
滅
時
効
)
の
根
拠
は
利
息
の
累
積
に
よ
り
債
務
者
が
破

(
2
)
 

産
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
に
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
権
利
は
永
続
す
る
と

す
る
な
ら
ば
、
不
断
に
発
生
す
る
利
息
の
額
は
莫
大
な
も
の
と
な
ろ
う
。
要

す
る
に
、
ス
ピ
?
ー
が
詳
述
し
、
カ
ル
ボ
ニ
エ
等
が
端
的
に
説
く
債
務
者
保

護
の
要
請
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
計
算
可
能
性
を
担
保
し
よ
う
と
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
権
利
の
永
続
性
に
制
限
を
付
す
る
積
極
的
根
拠
は
、

」
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安

定
な
状
態
に
置
か
れ
た
債
務
者
の
保
護
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
か
。
自
救

行
為
を
許
さ
ぬ
法
秩
序
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
法
秩
序
の
認
め
る
強
制
的
履

行
、
即
ち
、
国
家
に
よ
る
強
制
的
履
行
が
封
じ
ら
れ
れ
ば
よ
い
。
従
っ
て
、

そ
の
た
め
の
法
律
構
成
と
し
て
は
、
①
実
体
権
そ
の
も
の
の
消
滅
、
②
訴
求

し
う
る
権
利
、
な
い
し
は
強
制
履
行
を
求
む
る
権
利
の
消
滅
、
が
一
応
考
え

ら
れ
る
。
結
局
、
実
体
法
で
解
決
す
る
か
、
訴
訟
法
で
解
決
す
る
か
の
選
択

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
消
滅
時
効
制
度
は
、
本
来
実
体
法
上
の
制
度

か
、
訴
訟
法
上
の
制
度
か
と
い
う
議
論
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

以
上
を
資
料
と
し
て
わ
が
民
法
を
み
る
な
ら
ば

現
行
消
滅
時
効
制
度
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は
、
債
務
者
と
い
え
ど
も
永
遠
に
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
置

か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
法
の
要
請
か
ら
、
一
定
期
間
経
過
後
、
実
体
権

そ
の
も
の
を
消
滅
せ
し
め
る
制
度
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
権
利
は
一
定

期
間
の
経
過
に
よ
り
、
そ
の
主
張
が
許
さ
れ
な
く
な
る
と
の
提
言
に
対
し
て

は
、
債
務
は
康
行
き
る
べ
し
と
の
法
の
要
請
を
理
由
と
し
て
否
定
に
解
す
る

者
も
出
て
こ
よ
う
。
従
っ
て
権
利
は
永
久
不
変
で
あ
る
と
論
ず
る
者
と
、
有

限
で
あ
る
と
解
す
る
者
と
の
争
い
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
権
利
の
永
久

性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
不
都
合
の
生
じ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
れ
ば
、
法
は
、
一
つ
の
判
断
と
し
て
、
政
策
的
に
権
利
の
、
氷
久
性
に
歯

止
め
を
か
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
立
場
か
ら
、
法
が

引
制

権
利
の
存
続
に
時
的
限
界
を
設
け
た
な
ら
ば
、
価
値
判
断
を
異
に
す
る
、
即

ち
、
権
利
は
永
遠
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
法
解
釈
者
も
、
立
法
論
と
し
て
は

消滅時効制度の板拠と中断の範囲

格
別
、
権
利
の
存
続
に
時
的
限
界
を
課
し
た
法
規
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、

権
利
の
有
限
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

か
よ
う
に
、
わ
が
消
滅
時
効
法
は
、
形
式
の
み
な
ら
.
す
そ
の
実
質
に
お
い

て
も
、
権
利
消
滅
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
次
に
「
援

用
」
規
定
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

同

「
援
用
」
の
法
的
性
質

民
法
は
一
方
、
一
六
七
条
(
以
下
八
箇
条
〉
を
も
っ
て
消
滅
時
効
を
権
利

の
消
滅
原
因
と
し
て
規
定
し
な
が
ら
、
他
方
、

一
四
五
条
を
も
っ
て
「
時
効

ハ
当
事
者
カ
之
ヲ
援
用
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
裁
判
所
之
ニ
依
リ
テ
裁
判
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
、
一
見
そ
の
間
に
蹴
簡
が
あ
る
か
に
恩
わ
れ
る
。

こ
の
二
法
文
の
調
整
に
腐
心
し
、
学
説
の
乱
立
を
招
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

援
用
の
法
的
性
質
に
関
す
る
従
来
の
学
説
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
分
類
さ

れ
る
。ーム

確
定
効
果
説
(
攻
撃
防
禦
方
法
説
H
判
例
)

実
体
法
説

a 

効
期
間
の
経
過
に
よ
り
確
定
的
に
権
利
の
得
喪
を
生
じ
援
用
は
訴
訟
に
お
け

る
攻
撃
防
禦
方
法
に
す
ぎ
な
い
。

b

不
確
定
効
果
説
①
解
除
条
件
説
時

即 効
ち 期
、問

コの
、 経

援
国過
とに

よ
を

り解体

啓罰
九 の
件 得
的ι喪

志は
の

種
と，の

ぞ樫

音器
す江
るEZ
②差
停 す
止る
条

条
件
的
な時
唱効
のの
と効
し果
ては
説停
明止
す(条
るZ件
。的

生
ず
る

即
ち
、
「
援
用
」
を
停
止

件
説

訴
訟
法
説
(
法
定
証
拠
提
出
説
〉
援
用
は
時
の
経
過
に
よ
る
権
利
の

得
喪
と
い
う
法
定
の
証
拠
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
行
為
で
あ
る
。

(2) 以
下
、
右
学
説
を
検
討
す
る
。
法
定
証
拠
提
出
説
は
、
時
効
制
度
の
根
拠

に
関
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
法
定
証
拠
説
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ

り
、
す
で
に
法
定
証
拠
説
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
法
定
証
拠
提
出
説
は 時
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採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
確
定
効
果
説
に
よ
る
と
、
消
滅
時
効
に
よ
っ
て
権

利
が
消
滅
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
当
事
者
が
援
用
し
な
い
場
合
に
は
、
裁

判
所
は
無
権
利
者
を
権
利
者
と
判
決
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
元
来
、

裁
判
は
実
体
的
な
権
利
関
係
に
従
っ
て
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
矛

盾
す
る
。
ま
た
、
時
効
期
間
経
過
後
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
債
務
を
履
行
し
た

場
合
に
、
こ
の
履
行
が
非
僚
弁
済
と
な
ら
ず
有
効
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
不
確
定
効
果
説
(
解
除
条
件
説

-
停
止
条
件
説
)
の
撞
頭
し
て
き
た
理
由
が
あ
る
。
解
除
条
件
説
の
代
表
的

論
者
で
あ
る
鳩
山
博
士
は
、
「
援
用
ニ
依
リ
テ
時
効
ノ
効
力
確
定
シ
、
不
援

用
ノ
確
定
ス
ル
ニ
依
リ
テ
時
効
ハ
初
メ
ヨ
リ
効
力
ヲ
生
ゼ
ザ
リ
シ
コ
ト
ニ
確

定
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
」
と
説
く
。
こ
れ
に
対
し
穂
積
博
士
は
、
「
例
ヘ
ば
消

滅
時
効
に
か
か
っ
た
債
務
の
履
行
は
、
停
止
条
件
的
説
明
を
用
ひ
る
と
当
然

有
効
の
弁
済
に
な
る
が
、
解
除
条
件
的
説
明
に
よ
る
と
、
右
の
履
行
が
先
づ

時
効
不
援
用
の
表
示
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
云
ふ
複
雑
な

観
念
に
な
る
」
と
し
て
、
解
除
条
件
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
停
止
条
件

的
と
説
明
す
る
方
が
了
解
し
や
す
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
解
除
条
件
説
に

よ
れ
ば
、
訴
の
係
属
中
、
債
務
者
が
「
援
用
」
も
せ
ず
、
「
時
効
利
益
の
放

棄
」
も
し
な
い
聞
は
、
実
体
的
に
は
消
滅
時
効
の
効
果
は
発
生
し
て
お
り
債

務
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
債
務
者
の
「
援
用
」
な
き

に
拘
ら
ず
、
「
不
援
用
」
な
き
に
よ
っ
て
債
務
者
を
勝
訴
せ
し
め
ね
ば
な
ら

王
ノ
、
工

5
0

チ
J

〈

チ

'z、

つ
ま
り
、
「
援
用
」
は
既
に
発
生
し
て
い
る
時
効
の
効
果
の
確

認
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
り
、
解
除
条
件
説
は
民
法
一
四
五
条
の
明
文
に
反
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
除
条
件
説
の
批
判
さ
る
べ

き
は
、
穂
積
博
士
の
指
摘
す
る
よ
う
な
無
益
に
法
的
構
成
を
煩
績
に
す
る
と

い
う
点
に
加
え
て
、
右
に
述
べ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
穂
積
博
士
の

批
判
に
対
し
て
鳩
山
博
士
は
、
停
止
条
件
説
は
「
法
文
ヲ
去
ル
コ
ト
余
リ
ニ

甚
シ
キ
解
釈
」
だ
か
ら
こ
れ
を
と
り
え
な
い
と
反
論
す
引
い
即
ち
、
停
止
条

件
説
は
民
法
一
四
五
条
「
援
用
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
」
に
重
き
を
置
く
が
た

め、

一
六
七
条
を
無
意
味
と
す
る
。
し
か
し
両
説
は
共
に
法
文
を
去
る
こ
と

に
お
い
て
大
差
は
な
い
。
か
よ
う
に
、
実
体
関
係
と
裁
判
と
の
矛
盾
を
避
け

ょ
う
と
し
て
登
場
し
た
不
確
定
効
果
説
も
、

一
四
五
条
・
一
六
七
条
の
二
法

文
を
整
合
的
に
説
明
し
得
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時
効
の
効
果

発
生
を
条
件
的
に
説
明
す
る
こ
と
自
体
が
有
す
る
こ
の
説
の
不
適
切
さ
が
指

摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
厳
密
な
意
味
で
の
「
条
件
」
と
は
法
律

行
為
の
効
力
の
発
生
ま
た
は
消
滅
を
成
否
未
定
の
事
実
に
か
か
ら
せ
る
法
律

行
為
の
付
款
で
あ
る
が
、
時
効
は
事
件
た
る
時
の
経
過
を
要
素
と
す
る
制
度

で
あ
っ
て
、
法
律
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
援
用
」
は
法
律
行

為
の
付
款
た
る
「
条
件
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
不
確
定
効
果
説
の
論
者
が
条
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件
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
。
か
よ
う
な
い
わ
ば
比
験
的

な
条
件
的
構
成
を
用
い
ず
し
て
、
よ
り
直
裁
な
説
明
が
な
さ
れ
得
れ
ば
そ
の

方
が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

第
二
に
、

不
確
定
効
果
説
は
、
「
条
件
」
成
就
に
よ
る
遡
及
効
を
認
め
る

ハ
民
一
四
四
条
〉
が
た
め
に
解
除
条
件
説
と
停
止
条
件
説
と
の
区
別
を
無
意

味
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
一
事
の
表
裏
(
「
援
用
」
と
「
不
援
用
」
)
を

条
件
と
し
て
、
し
か
も
遡
及
効
を
認
め
る
と
、
雨
説
は
同
一
に
帰
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
遡
及
効
を
前
提
と
す
る
と
、
「
『
援
用
』
の
場
合
に
は

債
務
は
当
初
か
ら
消
滅
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
『
不
援
用
』
の
場
合
に
は

III 

債
務
は
当
初
か
ら
存
続
す
る
」
に
等
し
い
内
容
を
持
つ
。
に
も
拘
ら
ず
前
者

は
「
援
用
」
が
停
止
条
件
で
あ
り
、
後
者
は
「
不
援
用
」
が
解
除
条
件
で
あ

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

る
と
い
う
の
は
無
意
味
で
あ
る
。

第
三
に
、
不
確
定
効
果
説
に
お
け
る
「
援
用
」
な
い
し
「
不
援
用
」
と
い

う
条
件
は
、
「
単
-
一
債
務
者
ノ
意
思
ノ
ミ
ニ
係
ル
」
純
粋
随
意
条
件
(
民
一

三
四
条
)
で
あ
る
。
債
務
の
履
行
に
つ
き
、
気
が
向
か
な
け
れ
ば
「
援
用
」
、

気
が
向
け
ば
「
不
援
用
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
随
意
条
件
は
、
停
止
条
件

附
法
律
行
為
に
あ
っ
て
は
無
効
と
さ
れ
る
(
民
一
一
一
一
四
条
〉
の
で
あ
る
か

ら
、
停
止
条
件
説
に
あ
っ
て
、
「
援
用
」
を
停
止
条
件
的
に
説
明
す
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
不
確
定
効
果
説
に
お
け
る
条
件
成
就
前
後

の
法
律
関
係
は
、
通
常
の
場
合
の
逆
と
な
り
、
条
件
成
就
に
よ
り
停
止
条
件

説
に
あ
っ
て
は
債
務
消
滅
、
解
除
条
件
説
に
あ
っ
て
は
債
務
発
生
(
存
続
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
停
止
条
件
附
法
律
行
為
に
お
い
て
純
粋
随
意
条

件
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
「
も
し
債
務
者
が
気
が
向
け
ば
支
払
う
」
と
い
う

が
如
き
法
律
行
為
に
は
、
当
事
者
に
法
律
的
拘
束
力
を
生
ぜ
し
め
る
意
思
が

あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質

的
に
は
民
一
三
四
条
か
ら
の
批
判
は
解
除
条
件
説
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
不
確
定
効
果
説
が
純
粋
随
意
条
件
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ

と
は
、
形
式
的
に
は
停
止
条
件
説
、
実
質
的
に
は
解
除
条
件
説
の
難
点
と
な

ろ
う
。
結
局
、
現
在
の
有
力
説
で
あ
る
不
確
定
効
果
説
・
特
に
停
止
条
件
説

も
、
「
条
件
的
」
説
明
と
は
い
え
、

な
お
多
く
の
問
題
の
余
地
を
残
し
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
見
て
く
る
と
従
来
の
代
表
的
学

説
は
そ
の
何
れ
も
が
難
点
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
難
解
さ

を
一
不
す
と
共
に
、
よ
り
直
裁
簡
明
な
理
論
的
説
明
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
援
用
の
法
的
性
質
を
考
え
る
に
は
、
抽
象
的
な
法
律
構
成
か
ら

で
は
な
く
、
先
ず
「
援
用
」
規
定
の
実
質
的
根
拠
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察

す
e

へ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
消
滅
時
効
が
、
債
務
者
と
い
え
ど
も
永
遠
に
権
利

不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
法
の
要
請

の
み
か
ら
導
か
れ
た
制
度
で
あ
れ
ば
、
権
利
消
滅
の
要
件
は
一
定
期
間
の
経
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過
を
も
っ
て
足
り
た
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
わ
が
法
は
「
援
用
」
を
要
す

る
と
い
う
。
そ
の
法
意
は
何
か
。
ヨ
l
ラ

l
の
如
く
、
「
援
用
」
規
定
を
「
良

心
」
規
定
と
し
て
、
弁
済
等
に
よ
り
、
既
に
債
務
を
免
れ
て
い
る
者
の
み
が

消
滅
時
効
の
利
益
を
受
け
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
だ
債
務
を

履
行
せ
ざ
る
者
も
時
効
利
益
に
あ
ず
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
間

題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
強
効

(
四
)

力
説
・
弱
効
力
説
の
議
論
を
お
も
い
う
か
べ
た
い
。
先
に
述
べ
た
如
く
、
ド

イ
ツ
普
通
法
時
代
に
お
い
て
、
時
効
の
効
果
に
つ
い
て
は
時
効
完
成
後
、
権

利
そ
の
も
の
が
消
滅
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
自
然
債
務
は
残
る
か
を
め
ぐ
っ

て
、
学
説
は
二
つ
の
ほ
ぼ
均
し
い
陣
営
に
わ
か
れ
た
。
こ
の
問
題
は
、
グ
リ

ン
グ
ミ
ュ
ヲ
!
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
純
粋
に
理
論
的
な
対
立
で
は
な
く
、

す
ぐ
れ
て
法
政
策
上
の
問
題
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
見
に

よ
れ
ば
、
強
効
力
説
と
弱
効
力
説
の
対
立
の
窮
極
に
あ
る
も
の
は
、
消
滅
時

効
完
成
後
の
債
務
者
の
任
意
の
給
付
を
有
効
と
す
る
余
地
を
残
す
か
ど
う
か

と
い
う
法
の
配
慮
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
ド
イ
ツ
民
法
は
そ

の
二
二
二
条
一
一
岐
に
お
い
て
「
消
滅
時
効
の
完
成
後
に
お
い
て
は
、
義
務
者

は
弁
済
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
消
滅
時
効
に
か
か
っ
た

請
求
権
合

2」

m
F
Z
〉
ロ
名

2nr)
も
、
永
続
的
抗
弁
権
の
付
着
し
た
請
求

権
(
宮
5
5
Z
1
R
7
0
巴ロ円。《目。

Z
E
r
2
2
〉ロ
ω匂

Enr)
と
し
て
存
続

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
同
条
二
項
一
文
に
お
い
て
、
債
務
者
が
こ
の
抗

弁
権
を
知
ら
ず
し
て
弁
済
し
た
場
合
に
も
、
弁
済
し
た
も
の
の
返
還
請
求
は

認
め
ら
れ
な
い
と
定
め
た
。
次
に
、
我
が
国
に
お
け
る
援
用
権
の
法
的
性
質

を
め
ぐ
る
学
説
の
推
移
を
み
る
に
、
確
定
効
果
説
が
批
判
を
浴
び
、
不
確
定

効
果
説
が
通
説
的
地
伎
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
前
説
で
は

消
滅
時
効
期
間
経
過
後
援
用
前
の
弁
済
を
有
効
な
弁
済
と
説
明
し
得
な
い
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
右
の
こ
と
か
ら
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
と
い
え
ど
も

任
意
に
な
さ
れ
た
弁
済
は
有
効
と
す
べ
し
と
の
価
値
判
断
(
H
法
政
策
〉
が

ド
イ
ツ
で
は
立
法
上
、
我
が
国
で
は
学
説
に
お
い
て
よ
り
明
白
に
顕
現
し
て

い
る
と
い
え
よ
児
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
民
法
を
み
る
。
消
滅
時
効
の
効
果
た

る
権
利
消
滅
の
た
め
に
は

一
定
期
間
経
過
を
も
っ
て
足
り
、
援
用
を
要
し

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
の
弁
済
は
非
債
弁
済
(
民
七

O
五
条
)
と
し
て
返
還
請
求
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
民
法

の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
。
思
う
に
、
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と

の
法
の
要
請
が
あ
る
。
こ
の
要
請
は
、
契
約
は
守
ら
る
べ
し
と
の
法
命
題
の

中
核
を
な
す
、
私
法
秩
序
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
消
滅
時
効
制

度
は
、
債
務
者
と
い
え
ど
も
永
一
速
に
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に

置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
要
請
を
受
け
、
右
原
則
に
修
正
を
せ
ま
る
法

制
度
で
あ
る
。
こ
の
相
対
立
す
る
要
請
の
調
和
点
を
、
法
は
権
利
不
行
使
と
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い
う
事
実
の
一
定
期
間
経
過
に
加
え
、
債
務
者
の
「
援
用
」
を
消
滅
時
効
の

効
果
発
生
の
要
件
と
す
る
こ
と
に
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
は
、
権
利
者
を
援
用
権
の
行
使
を
受
け
る
不
安

定
な
地
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
要
請
の
調
和
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
援
用
」
前
の
訴
求
も
債
務
者
が
「
援
用
」
し
な
け
れ

ば
勝
訴
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
自
然
債
務
と
は
な
ら
ず
、
「
援
用
」
後
は
債

権
は
終
局
的
に
消
滅
す
る
の
で
あ
る
か
ら
自
然
債
務
も
残
さ
な
い
こ
と
と
な

{
泊
)

る。
で
は
、
こ
の
「
援
用
」
の
法
的
性
質
は
い
か
に
解
さ
る
べ
き
か
。
先
ず
、

民
二
ハ
七
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「
援
用
」
は
「
期
間
経
過
」
と
共
に
、

l11 

消
滅
時
効
の
効
果
、
即
ち
権
利
消
滅
の
一
要
件
と
解
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

あ
る
法
律
効
果
を
生
事
す
べ
き
要
件
と
し
て
複
数
の
事
実
が
規
定
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
効
果
の
発
生
に
は
複
数
の
事
実
の
発
生
が
必
要
で
あ
る
。
こ

こ
に
複
数
の
事
実
の
発
生
に
時
間
的
先
後
関
係
が
あ
る
場
合
、
法
は
制
定
技

術
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
を
別
個
の
規
定
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
「
期
間
経
過
」
(
民
一
六
七
条
)
と
「
援
用
」
(
民
一
四
五
条
〉
の
規
定

は
、
ま
さ
に
こ
の
場
合
に
該
た
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
援
用
」
を
、

消
滅
時
効
の
効
果
発
生
の
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
民
一
四
五
条
の
如
き
立
言

を
避
け
、
よ
り
簡
易
な
規
定
が
設
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
批
判
が
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
消
滅
時
効
制
度
は
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
の
債
務
は
、
も

は
や
債
務
者
の
意
に
反
し
て
法
が
強
制
履
行
せ
し
め
う
る
も
の
で
は
な
く
な

る
と
し
な
が
ら
も
、
債
務
自
体
は
免
除
や
弁
済
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
ら
、
債
務
を
免
れ
る
を
潔
し
と
す
る
か
否
か
は
債
務
者
に
委
ね

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
債
務
者
の
時
効
利
益
を
受
け
る
か
否
か
の
選

択
は
、
強
制
履
行
が
問
題
と
な
る
裁
判
上
の
争
い
の
場
面
に
お
い
て
考
慮
す

(
詞
)

れ
ば
足
れ
り
と
し
て
民
法
一
四
五
条
が
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

る
な
ら
ば
、
一
見
、
消
滅
時
効
を
訴
訟
法
し
し
の
制
度
で
あ
る
か
に
思
わ
せ
る

同
条
の
文
言
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
「
援
用
」
と
は
す
で
に
発
生
し
て
い
る
消
滅
時
効
の

効
果
を
「
援
用
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
援
用
」
に
よ
り
消
滅
時
効
の

効
果
、
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
と
矛
局
す
る
。
さ
ら
に
「
援
用
」
の
中
身
が

吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
援
用
」
の
具
体
的
内
容
は
履
行
拒
絶
で
あ
る
。

通
常
、
履
行
請
求
に
対
す
る
履
行
拒
絶
権
能
は
抗
弁
権
で
あ
る
と
い
え
よ
う

(
例
え
ば
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権

催
告
の
抗
弁
権
、

検
索
の
抗
弁
権
〉
。

し
か
し
民
法
一
四
五
条
の
「
援
用
」
は
、
「
援
用
」
に
よ
り
は
じ
め
て
、
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か

つ
確
定
的
に
権
利
消
滅
と
い
う
消
滅
時
効
の
効
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
債
権
者
の
請
求
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ
の
権
利
を
、
い
わ
ば
「
援
用

権
」
と
称
し
、
「
援
用
権
」
の
法
的
性
質
は
こ
れ
を
一
種
の
形
成
権
で
あ
る
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と
解
す
る
。
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
抗
弁
権
が
形
成
権
に
含
ま
れ
る
か

{
甜
}

否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
我
が
法
は
、
抗
弁
権
的
構
成
を
と
る
ド
イ

ツ
消
滅
時
効
法
と
は
異
な
り
「
援
用
」
に
よ
る
(
民
一
四
五
条
〉
権
利
消
滅

を
規
定
し
て
い
る
(
民
一
六
七
条
)
の
で
あ
る
か
ら
、
援
用
権
を
形
成
権
の

一
種
と
解
す
る
に
際
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
抗
弁
権
は
形
成
権
の
一
種
と
は

認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
説
の
批
判
を
予
定
し
な
く
と
も
よ
か
ろ
う
。

帥

結

;命

以
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
次
の
結
論
を
得
る
。

消
滅
時
効
制
度
は
、
法
の
二
つ
の
要
請
、
即
ち
、
①
債
務
者
と
い
え
ど
も

永
遠
に
権
利
不
行
使
と
い
う
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い

(
権
利
者
と
い
え
ど
も
、
国
家
の
後
見
的
介
入
に
よ
り
権
利
の
満
足
を
得
る

地
位
は
永
久
不
変
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
H
公
権
的
解
決
を
望
む
な
ら
一
定

期
間
内
に
司
法
機
関
へ
申
し
出
よ
)
と
の
要
請
と
、
②
債
務
は
履
行
さ
る
べ

し
と
の
要
請
の
調
和
を
図
り
、
権
利
不
行
使
と
い
う
事
実
の
一
定
期
間
経
過

に
よ
り
、
債
務
者
に
形
成
権
た
る
援
用
権
(
債
権
者
の
請
求
権
を
消
滅
さ
せ

る
権
利
)
を
与
え
、
援
用
権
の
行
使
に
よ
り
法
律
上
の
債
務
者
の
地
位
を
免

れ
せ
し
め
る
制
度
で
あ
る
。

右
の
結
論
が
、
わ
が
消
滅
時
効
法
の
文
理
解
釈
及
び
体
系
的
解
釈
か
ら
容

認
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
私
見
の
妥
当
性
は

目
的
論
的
解
釈
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
即
ち
、
権
利
の
、
氷
続
性
に

制
限
を
付
す
こ
と
が
、
妥
当
な
解
釈
と
し
て
現
実
社
会
に
受
容
さ
れ
る
か
ど

う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
立
法
者
意
思
に
は
さ
ま
ざ

ま
の
「
あ
る
べ
き
存
在
理
由
」
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で

も
、
い
わ
ゆ
る
採
証
理
由
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

疑
い
な
い
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
現
代
の
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ

て
は
、
法
(
経
済
)
生
活
に
お
け
る
計
算
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
権

利
の
、
氷
一
続
性
に
制
限
を
付
す
る
必
要
性
も
ま
た
否
め
な
い
。
更
に
、
ひ
と
た

び
立
法
が
な
さ
れ
、
わ
が
消
滅
時
効
法
が
権
利
消
滅
を
葱
礎
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
以
上
、
権
利
者
と
い
え
ど
も
権
利
の
終
局
的
満
足
を
得
る
た
め
に

は
一
定
期
間
内
に
訴
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
行
為
規
範
と
し
て
機

能
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
権
利
の
存
続
は
有
限
で
あ
る

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
消
滅
時
効
法
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
目
的
論
的
解
釈
か

ら
も
十
分
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
社
会
で
は
、
「
契
約
は
守
ら
る
ベ
し
|
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
」

を
至
上
命
題
と
し
て
、
い
つ
ま
で
も
債
務
者
に
「
責
任
」
を
課
し
続
け
る
解

釈
こ
そ
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
l
〉
本
稿
第
三
節
三
参
照
。

(
2
)
門

U
R
V
D
ロロ芯
F

ロ
E
X

門
戸

i
-
A
I
I
F
2

。z-間白
骨
片

o
p
m
Y
A
w
p
-
S叶
由
・
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匂

-
E叶
・
そ
の
他
に
も
、
利
息
付
貸
借
(
司
み
同
伊

-
z
b
B同
)
へ
の
不
信

の
念
、
権
利
行
使
を
し
な
い
債
権
者
は
金
に
図
っ
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
挙
げ
る
。

(1) 

(

3

)

か
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
滅
時
効
制
度
は
、
除
斥
期
間
・

権
利
失
効
の
理
論
と
共
に
、
同
一
レ
ベ
ル
の
法
の
要
請
に
つ
か
え
る
制

度
と
し
て
、
互
い
に
有
機
的
な
解
釈
を
許
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
へ
l
デ
マ
ン
は
、
「
古
典
的
な
消
滅
時
効
制
度
と
並
ん
で
、
裁
判

官
の
行
為
に
よ
り
、
第
二
の
、
同
一
目
的
を
追
求
す
る
失
効
制
度
が
設
定

さ
れ
る
」

(zaEgg-HN巳
nzm2rzgL
当
吉
ω口

E
言円

2Z-

SNmyω
・
日
仏
品
(
凶
吋
印
)
〉
ロ
ヨ
・

H
)

と
い
う
。

(
4
〉
時
効
制
度
の
根
拠
に
つ
き
、
今
日
、
諸
学
説
が
分
か
れ
て
い
る
の
に

応
じ
、
「
援
用
」
の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
区
々
に
分
か
れ

て
い
る
。
本
文
で
掲
げ
た
学
説
の
他
に
、
例
え
ば
、
時
効
完
成
に
よ
り

時
効
の
効
果
は
、
対
社
会
的
に
は
絶
対
的
・
確
定
的
に
生
ず
る
が
、
直

接
の
利
害
関
係
人
間
で
は
時
効
の
効
果
は
不
確
定
的
で
あ
り
、
援
用
ま

た
は
放
棄
に
よ
り
確
定
す
る
と
解
す
る
説
(
於
保
不
二
雄
『
民
法
総
則

講
義
』
(
昭
和
三
五
年
)
二
九
四
頁
、
同
・
「
時
効
の
援
用
及
び
時
効
利

益
の
放
棄
」
法
曹
時
報
五
巻
七
号
三

O
二
頁
以
下
)
、
消
滅
時
効
に
つ

き
ド
イ
ツ
民
法
的
取
扱
い
を
わ
が
民
法
の
解
釈
論
に
導
入
し
よ
う
と
す

る
も
の
(
飯
島
喬
平
「
時
効
の
援
用
に
関
す
る
民
法
上
の
疑
義
」
法
学

協
会
雑
誌
二
五
巻
七
号
九
八
四
頁
以
下
)
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
学
説

の
支
持
を
得
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
四
宮
教
授
の
よ
う

に
、
時
効
制
度
の
根
拠
を
多
元
的
に
と
ら
え
、
援
用
は
実
体
法
的
・
訴

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

訟
法
的
二
面
性
を
も
っ
と
し
な
が
ら
も
、
援
用
と
時
効
の
効
力
と
の
関

係
は
停
止
条
件
説
が
適
切
・
簡
明
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
〈
四
宮

和
夫
『
新
版
民
法
総
則
』
(
昭
和
五
一
年
〉
二
九
八
・
三
二
七
頁
参
照
)
。

学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
川
井
健
・
注
釈
民
法
伺
四
一
頁
以
下
に
詳

し
い
。

(
5
〉
大
判
明
治
三
八
年
一
一
月
二
五
日
民
録
一
一
輯
一
五
八
一
頁
、
大
判

大
正
八
年
七
月
四
日
民
録
二
五
輯
二
二
五
頁
等
。

(

6

)

鳩
山
秀
夫
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』
(
大
正
一

O
年
〉
五
八
凶
頁
以

下
、
同
『
日
本
民
法
総
論
下
巻
』
ハ
大
正
二
二
年
)
五
八
五
頁
。

(
7
)
穂
積
重
遠
『
改
訂
民
法
総
論
』
(
改
訂
第
四
版
昭
和
六
年
)
四
五
七

頁。

(

8

)

川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』
四
四
七
頁
。

(
9
)
穂
積
・
前
掲
書
四
五
六
頁
参
照
。

ハ
州
出
)
す
で
に
川
名
博
土
が
、
時
効
は
「
)
応
権
利
ノ
取
得
又
ハ
消
滅
ヲ
来

サ
シ
ム
ル
モ
:
:
:
時
効
ニ
因
ル
権
利
ノ
取
得
又
ハ
消
滅
ハ
当
事
者
カ
時

効
ヲ
援
用
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
解
除
条
件
(
而
モ
其
成
就
ハ
遡
及
効
ヲ
有
ス

ル
)
ト
ス
ル
、
権
利
ノ
取
得
又
ハ
消
滅
ト
同
様
ノ
モ
ノ
ト
見
ル
ナ
リ
」

と
説
か
れ
る
ハ
川
名
兼
四
郎
『
日
本
民
法
総
論
』
(
明
治
四
五
年
)
二

八
回
一
良
。
)

(
日
)
た
だ
し
、
川
島
武
宜
・
注
釈
民
法
陥
一
四
頁
は
、
鳩
山
説
の
真
意
は

停
止
条
件
説
と
同
一
に
帰
着
す
る
と
の
理
解
を
示
す
。

(
ロ
)
鳩
山
秀
夫
『
日
本
民
法
総
論
下
巻
』
(
大
正
一
一
一
一
年
)
五
八
五
頁
。

(
日
)
穂
積
・
前
掲
書
四
五
七
頁
。
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(

M

)

鳩
山
・
前
崎
市
川
五
七
八
長
。

(
日
)
中
島
弘
道
「
時
効
制
度
の
存
在
理
由
と
構
造
」
法
学
新
報
六
回
巻
五

号
六
頁
は
、
不
確
定
効
果
説
の
論
者
が
「
援
用
」
を
「
条
件
」
と
い
う

は
、
「
条
件
」
と
「
法
定
条
件
」

H
「
効
力
要
件
」
と
を
混
同
す
る
も
の

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
不
確
定
効

果
説
を
主
張
す
る
者
も
、
「
援
用
」
を
「
条
件
」
そ
の
も
の
と
考
え
て

い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

(
凶
)
例
え
ば
、
「
優
勝
す
る
こ
と
」
を
停
止
条
件
と
し
て
自
動
車
を
贈
与

す
る
場
合
と
、
「
優
勝
で
き
な
か
っ
た
こ
と
」
を
解
除
条
件
と
し
て
贈

与
す
る
場
合
と
を
比
較
し
て
み
る
。
両
者
の
差
異
は
、
贈
与
時
か
ら
優

勝
(
あ
る
い
は
敗
退
)
時
ま
で
の
所
有
権
の
存
否
で
あ
る
が
、
贈
与
時

ま
で
の
遡
及
効
を
認
め
る
と
も
は
や
阿
者
に
差
異
は
な
く
な
る
。
一
一
一
緒

信
三
『
全
訂
民
法
総
則
提
要
下
』
ハ
第
九
版
昭
和
六
年
)
凶
八
九
頁
は
、

遡
及
効
を
有
す
る
時
効
に
つ
い
て
、
不
遡
及
を
原
則
と
す
る
条
件
(
民

一
二
七
条
二
羽
)
を
以
て
説
明
す
る
点
を
と
ら
え
、
解
除
条
件
説
を
批

判
す
る
が
、
遡
及
効
は
当
事
者
の
約
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
決
定
的
な
指
摘
で
は
な
い
。
批
判
さ
る
べ
き
は
、
本
文
で
述
べ
た

如
く
、
二
者
択
一
的
事
態
の
一
方
と
他
方
を
そ
れ
ぞ
れ
停
止
条
件
・
解

除
条
件
と
し
、
か
つ
遡
及
効
を
認
め
る
と
両
者
に
差
異
は
な
く
な
る
と

い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

〈
げ
)
剛
ハ

o
z
oア
円
。
ゲ
ユ
》
己
円
}
戸
内
同

m百四
位
向
.
問
。
円

-rroロ
M
N
ゆ円

Y
3・∞
L
・
F
]戸唱。。-

一昨町田

ω
]戸由岱・

(
凶
)
本
稿
第
一
一
郎
三
参
照
。

(
叫
印
)
町
内
町
ロ
問
自
民
一

-
o
p
U芯

F
O
Y
5
4
0ロ
仏

Oロ
ロ
州
民
民
ユ
古

roロ
ぐ
2
r山口弘・

-
z
r
r
s
H
H
m
p
H由。印
.ω
・
H叶
ω
に
よ
る
と
、
弱
効
力
を
主
張
す
る
の
は
、

当
与
2
・
。
]
出
口

F

F
白喜一
g
r
E
n
F
C
2
2
E
Kロ
p

m
，

E
R
r
-

O
E
u
z
p
回出

nysm-

。DRY
E
r
ω
m
d
w
M間ロ
uJ
同》ロロ
r
g
-
u。
自
己

-
5・

回
ロ
ロ
N
-

何回目。

-0・
mmwmoZσ
ぬ円四四

H
J
U
O円ロロ
σロ
門
間
咽
国
B
E
O円
で
あ
り
、

強
効
力
を
説
く
の
は
、

ω
c
g
B
2・∞田口
ro--
戸内協同ツ

ω
E
Zロ
2
・阿
C
ぬ目

円
三
戸
田

2
5
g
n
F
〈
2
5匹
見
ロ
噌
巧
陣
門

r
H
2・〈
S
m
o
g
d
F
同
)
与
P

F
r
r
o
p
ω
円}阿君
S
R
F
ω
n
r
oロ門戸・
4
〈
自
門
-Ft司
5
仏
ω
円
}HOE-
問

E
G
o
-

H
，

FU1宅
2
2
p
H
W
F
2
7
R
を
数
え
う
る
。

(
叩
出
)
関
口
口
問
白
色

-2・同・国・

0
・
ω
-
H叶品・

(
幻
)
イ
タ
リ
ア
民
法
二
九
四

O
条
参
照
。
な
お
、
谷
口
知
平
「
非
債
弁
済

と
自
然
債
務
」
大
阪
商
科
大
学
経
済
研
究
年
報
一
同
町
三
六
六
頁
は
、
「
英

法
に
於
て
は
時
効
に
よ
り
て
債
権
は
請
求
の
訴
権
を
消
滅
せ
し
め
ら
れ

る
も
の
、
ロ
口
町
D
円
h
E
r
r
-
u可
ω
円C
C
ロ
に
な
さ
る
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、

債
務
そ
の
も
の
は
有
効
に
存
続
し
、
弁
済
、
更
改
、
保
証
拠
保
の
目
的

と
な
り
え
ら
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

(
辺
)
木
村
常
信
『
民
法
異
説
の
研
究
』
(
昭
和
五
一
年
〉
第
一
ニ
京
自
然
債

務
と
消
滅
時
効
四
六
頁
は
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
の
債
務
を
自
然
債

務
と
い
う
が
、
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
、
給
付
保
持
権
能
の
み
な
ら
ず
、

請
求
権
能
も
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
賛
成
し
得
な
い
。

(
幻
)
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』
(
昭
和
三
九
年
)
七

O
頁
は
、
「
援
用
」

後
の
債
務
を
自
然
債
務
と
さ
れ
る
が
、
民
法
五

O
八
条
と
の
関
係
で
述

べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
普
通
法
に
お
け
る
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はi

強
効
力
・
弱
効
力
の
議
論
も
、
消
滅
時
効
期
間
経
過
後
を
問
題
と
し
て

い
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
M
)
中
島
・
前
掲
論
文
八
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
裁
判
外
で
の
援
用
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
お
)
形
成
権
概
念
自
体
は
篠
立
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
形
成
権
に
い
か

な
る
内
容
を
盛
り
こ
む
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
流
動
性
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
形
成
権
理
論
に
つ
い
て
は
、
永
田
真
三
郎
「
形
成
権
概

念
の
成
立
過
程
」
関
西
大
学
法
学
部
論
集
第
二
三
巻
円
・
冗
・
六
号
、

「
形
成
権
理
論
の
展
開
」
同
第
二
六
巻
二
号
、
「
形
成
権
概
念
の
位
置

と
構
造
」
同
第
二
六
巻
四
・
五
・
六
号
が
詳
し
い
。

(
幻
)
星
野
英
一
『
民
法
概
論

I
』
(
改
訂
版
昭
和
五
二
年
)
二
八
四
頁
は
、

不
確
定
効
果
説
に
お
い
て
は
、
援
用
は
形
成
権
の
行
使
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
教
授
の
理
解
を
述
べ
て
レ
る
。
星
野
教
援
自
身
は
、
「
援
用
」

を
「
良
心
規
定
」
と
解
し
、
続
利
得
爽
の
要
件
と
見
る
。
し
か
し
、
星

野
教
援
が
、
時
効
観
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
訴
訟
法
説
に
立
脚
す
る
な
ら

ば
、
「
援
用
」
に
関
す
る
こ
の
解
釈
は
不
整
合
を
き
た
す
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

(
お
)
形
成
権
概
念
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
ク
ロ
ー
ム
は
反
対
権
。
。

m
g
-

z
n
Z
と
い
う
概
念
を
主
張
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
請
求
権
に
対
す
る

抗
弁
権
が
、
一
つ
の
中
心
的
な
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
(
わ

8
5
9

φ-ω
ヨ
ぉ
ヨ
品
目
印
伝
ロ
仲
間
円
耳
ロ
回
国
司
君
岳
ロ
ゲ
g
H
N
2
7
3・
H
8
0・
ω・

5
0
R
)。
ま
た
、
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
は
少
く
と
も
、
永
久
的
抗
弁
権
は
形
成
権

に
含
ま
れ
る
と
主
張
し
(
白
色
一
耳
目
間
・
同
-
-
〉
ロ
∞
℃

E
n
y
Eロ
ι
同一同開巾・

消滅時効制度の根拠と中断の範囲

お
口

Z
・
5
c
c二
山
・
∞
民
)
近
時
、
ヤ
ー
ル
は
抗
弁
権
を
実
体
的
な
形
成

権
と
し
て
構
成
し
な
お
そ
う
と
す
る

(
r
rア

0
5
肘

5
5
L
o
ι
2

r岱
Hmめ一円
--nrmwロ
MNony仲
m-
一古門戸

ω
Zロ

ωnVE-zロ開

]5由
hH・
品
・
品
・
∞
)
。

し
か
し
ラ
レ
ン
ツ
は
、
抗
弁
権
は
、
そ
の
行
伎
の
効
果
は
訴
訟
に
お
い

て
最
終
的
な
も
の
と
な
る
と
い
う
特
質
を
有
し
、
形
成
権
的
に
構
成
す

る
方
向
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
反
論
を
加
え
て
い
る

(
F
R
O
ロ
P

〉---

m何
回

Hピ
出
ロ
伶
吋
斗

2
-
L
2

門

r
E片田円
rmロ
回
目
門
間
2
2
n
r
oロ
閉
山
2
Y
F
h
H・

〉
戸
出
E

・
]54、吋-一
F
H
-
山口一

ω・
N]FOR・)。

(
叩
却
)
消
滅
時
効
制
度
の
中
で
、
債
務
は
履
行
さ
る
べ
し
と
の
要
諮
を
限
ら

れ
た
範
闘
で
は
あ
れ
、
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
べ
き
か
は
、
今
後
の

研
究
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
消
滅
時
効
の
援
用
を
信

義
則
で
制
限
し
う
る
場
合
を
類
型
化
し
て
い
く
こ
と
の
中
に
、
そ
の
一

つ
の
方
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
消
滅
時

効
の
抗
弁
権
が
、
ロ
l
マ
法
の

2
8三
芯
仏
C
Z

問
。
ロ
開
門
主
広
に
倣
い
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
認
め
る
に
い
た
っ
た
懇
意
の
再
抗
弁
(
同
N
o
-
-
r
ι
2

〉司

m
z
a
o
L・
0
0開。ロ
2
ロ
唱
ωロ仏

ιミ
〉
円
関
口

ω同
)
の
対
抗
を
受
け
る
こ

と
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
(
〈
間
「

国
巳
?
三
間
・

H
h
rユ)ロ
n
r
ι
g
u
o
E
g
n
r。ロ

N
E
ニ司
52ωω
門伶口
r
z

ωι

ロH・
5
3・
ω
H
S
Z
C
Z
∞
w
ω
S
E
E
m
m円
H(UDMロ
m-
同
cg'

BmHM仲間円

NEHH阿
国
口
円
問
。
門
戸

Fnr。
ロ
の
2
2
Nゲロロ
Y
切仏

-
H
H
H・
〉
口
出
-
-

S
日吋-∞

N己
申

NNNω
・
口
言
問
・
な
お
、
谷
口
知
平
「
権
利
濫
用
の
効

果
」
『
末
川
古
稀
・
権
利
の
濫
用
〈
上
〉
』
一

O
四
頁
参
照
)
。
し
か
し
、

我
が
法
上
、
消
滅
時
効
の
援
用
を
信
義
則
に
基
づ
い
て
制
限
し
う
る
か
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ど
う
か
は
争
い
の
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る

時
効
完
成
後
の
債
務
の
承
認
に
お
い
て
は
、
時
効
完
成
の
知
・
不
知
に

拘
ら
ず
援
問
権
を
失
う
と
し
て
注
目
さ
れ
た
最
判
(
大
)
昭
和
凶
一
年

四
月
二

O
日
民
集
二

O
巻
四
号
七

O
二
頁
の
評
釈
に
お
い
て
、
五
十
嵐

教
授
は
、
「
消
滅
時
効
制
度
は
、
学
者
が
い
か
に
こ
れ
を
弁
護
し
よ
う

と
も
、
債
務
者
に
信
義
に
反
す
る
主
張
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。
そ
こ
に
信
義
則
合
}
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
か
え
っ
て
事
態
を
混
乱

さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
円
本
判
決
〕
を
契
機
と
し
て
、
今

後
、
時
効
の
解
釈
に
信
義
則
が
持
ち
こ
ま
れ
る
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
る
」

(
判
評
九
五
号
一
一
一
頁
)
と
述
べ
、
時
効
の
解
釈
に
信
義
則
を
持
ち
こ

む
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
藤
岡
康
宏
(
判
例
評
釈
)
法
学
協
会
雑

誌
八
九
巻
一
号
一
二
四
頁
注
(
凶
)
は
、
「
時
効
制
度
の
中
に
援
用
や

債
務
承
認
と
い
っ
た
規
定
が
存
す
る
以
上
、
〔
時
効
の
解
釈
に
U

利
益

衡
量
を
(
そ
れ
を
信
義
則
と
よ
ぶ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
〉
は
た
ら
か

せ
る
余
地
は
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
近
時
最
高

裁
が
、
消
滅
時
効
の
ほ
放
問
は
事
情
に
よ
っ
て
は
権
利
濫
崩
に
あ
た
る
と

す
る
判
決
を
下
し
た
(
最
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
五
日
民
集
三

O
巻
四

号
五
五
凶
一
良
|
但
し
、
農
地
法
一
一
一
条
の
い
わ
ゆ
る
許
可
申
請
協
力
請
求

権
が
問
題
と
な
っ
た
特
殊
な
事
案
で
あ
る
)
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

(
ぬ
)
か
よ
う
な
解
釈
は
、
短
期
消
滅
時
効
・
商
事
消
滅
時
効
と
の
一
元
的

理
解
を
許
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
全
て
の
消
滅

時
効
法
制
況
が
妥
当
な
も
の
と
評
怖
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
私
見

か
ら
も
、
個
々
の
法
規
に
対
す
る
立
法
論
的
批
判
は
生
ま
れ
て
く
る
訳

で
あ
る
。
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Hokkaido L. Rev. 

The Policy of Extinctive Prescription and the 

Limit of Interruption of It. (1) 

Miyohiko MATSUHISA* 

What is the policy of extinctive prescription? Although many 

lawyers have been studying to solve this problem， we cannot find 

any one established theory. The institution of extinctive prescription 

stands on a point connected with many judicial demands. These days 

theories about this problem are so chaotic that， in Chapter 1 of my 

paper， 1 have constructed my theory through examining many theories 

of the past， and then， in Chapter 2， 1 have put my theory into prac・

tice to solve the very important problem of the limit of interruption 

of extinctive prescription. 

Chap. 1， A brief outline; 

Sec. 1: The legislative process and transition of theories in 

Japan. 

Sec. 2: Investigation of foreign institutions and theories， espe-

cially French (prescription extinctive)， German and 
Swiss (Verjahrung). 

Sec. 3: My theory. 

Here 1 come to the following conclusion: the policy 

of extinctive prescription is to control opposing judicial 

demands， a) Even a debtor should not be put in 

unstable situation eternally (Even a creditor cannot 

have a right forever)， b) The debtor should discharge 

his liabilities. The content of this control in Japan 

is to give a debtor (defendant) a right to refuse the 

creditor's (plainti丘、)claim after a passage of a certain 

period. (to be continued) 
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